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"見

一
同
究
主
法
・
説
明
概
念
の
定
義

四
本
稿
の
構
成

第
一
章
新
旧
ハ
l
業
凶
(
何
回
切
)
に
お
け
る
也
会
政
策

第
節
岡
京
と
社
会
政
策
の
関
係

続
済
に
お
け
る
同
家
の
役
割
発
展
モ
デ
ル
に
依
拠
し
て

二
社
会
政
策
に
お
け
る
国
家
の
役
制

第
二
節
東
ア
ジ
ア
の
福
祉
国
家
論
「
京
ア
ジ
ア
柄
祉
モ
一
ア
ル
一
を
め
ぐ
っ
て

第
三
節
「
言
説
政
治
」
と
金
大
中
政
権
下
の
也
会
政
策
改
革
と
の
関
連
性
に
つ
い
て

ーふ
i師

第
一
章
韓
刊
に
お
け
る
什
会
政
策
決
定
過
程
の
件
史
的
背
景

第

節

芋

承

晩

政

権

則

岨
円
以
閉
山

二
社
会
政
策
の
導
入

第
二
節
朴
政
鼎
政
権
制

山
口
組
民

二
社
会
政
策
の
拡
大

第
三
節
全
斗
喚
政
権
期
か
ら
照
会
愚
政
権
則
へ

北口一話小

二
平
事
政
佐
か
ら
民
主
化
へ
社
会
政
策
の
改
革

第
川
節
企
泳
三
政
権
則

北口一京

二
碑
阿
型
一
信
社
モ
デ
ル
構
築
へ
社
会
的
セ
イ
フ
テ
ィ
ー
ネ
ァ
ト
を
同
指
す
社
会
政
議

前
一
章
金
大
中
政
権
の
福
祉
政
策
拡
大
の
試
み
え
態
と
思
惣
的
背
景

北法;)8(2'2附 )7出
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金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

節
経
済
危
絞
か
ら
社
会
危
機
へ

I
M
Fと
財
政
改
革

二
社
会
的
危
機
か
ら
一
生
産
的
福
祉
」
へ

第
二
節
金
大
仰
の
思
想
背
景

金
大
中
の
「
生
産
的
福
柑
」
の
ビ
ジ
ョ
ン

二
金
大
中
大
統
領
候
補
選
挙
公
約
と
一

0
0大
ぷ
題

三
「
ヰ
産
的
稲
川
悦
一
の
即
念

第
三
節
人
L
L
入山
γ
の
参
同
村
山
祉
の
ビ
ジ
ョ
ン

第
第
四
章
金
大
中
政
権
に
お
け
る
ジ
ゴ
ン
グ

l
政
策
の
分
析

第
節
政
府
レ
ベ
ル
の
認
識
女
性
部
の
成
止
に
至
る
ま
で

叫
同
に
お
け
る
瓦
竹
政
策
法
的
措
世

二
立
性
部
に
ム
土
る
歴
史
的
背
景

第

二

節

ジ

J

ン
ダ

l
政
策
過
科
と
そ
の
具
体
的
政
策

政
策
の
決
本
方
針

二

K
性
特
別
4
4

害
貝
会
、

k
性
i

市
及
び
関
連
機
関
組
織
と
経
緯

三
木
性
の
政
治
参
加
促
進
の
施
策
女
性
の
代
表
件
向
上
の
た
め
の

K
件
の
政
治
公
職
参
加
肘
仏
大

川
立
牲
の
一
倍
祈
碁
盤
拡
大

第

三

節

ジ

J

ン
ダ

l
政
策
の
批
判
的
検
芯

金
大
中
政
権
下
に
お
け
る
女
性
の
政
治
・
経
済
参
加
促
進
の
政
策
の
批
判
的
検
討

二

K
性
の
朴
公
進
山
川
と
福
引
に
対
す
る
社
会
的
評
価

体
中
内
章
金
大
中
政
権
の
福
祉
政
策
的
分
析

第
節
政
府
レ
ベ
ル
の
認
識
余
融
危
機
後
の
社
会
状
況
と
「
ぺ
崖
的
畑
仕
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」

[
以
立
八
冶
一
号
]
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"見

第
二
節
栴
祉
政
策
過
祈
と
そ
の
貝
体
的
政
策

社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

l
・
ネ
ッ
ト
構
築

二
社
会
保
障
ン
ス
テ
ム
拡
大
の
改
革

第
三
節
怖
い
杭
政
策
の
批
判
的
検
川

金
大
中
政
権
に
お
け
る
情
祉
政
策
の
批
判
的
検
芯

二
「
牛
産
的
日
同
社
」
埋
念
に
基
っ
く
制
祉
政
最
の
社
会
的
評
何

ーふ
i師

戸
山
上
本
号
」

結
晶
悼
凶
に
お
け
る

U
E王
、
一
+
義
の
定
相
(
円

2
5
E
Z
E
E
ロ
2
2
2
2
3
)
と
「
市
民
参
加
担
」
の
民
主
主
義
の
灰
望

以
前
六
章

す
鋸

資
料
金
大
中
候
補
者
の
選
挙
公
約

資
料
二
新
政
権
の
一

0
0一
課
題

資
料
三
火
性
部
組
織
表

資
料
川
立
性
部
歴
代
長
官

資
料

R

K
性
部
関
連
統
計

資
料
六
久
性
部
関
連
統
計

資
料
七
瓦
性
部
関
連
統
計

資
料
八
木
性
部
関
連
統
計

参
考
文
献

第
四
章

金
大
中
政
権
に
お
け
る
ジ
エ
ン
ダ
|
政
策
の
分
析

北法;)8(2出}())i似)



t
i
氏
朝
鮮
の
同
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
も
あ
っ
た
儒
教
思
想
で
は
、
父
方
凶
作
の
族
外
婚
、
長
男
相
続
、
そ
し
て
男
女
聞
で
具
別
さ
れ
た
活

へ胤〉

助
範
閥
、
こ
合
一
つ
の
胤
範
が
女
性
の
地
伏
を
構
成
し
た
。
こ
う
い
っ
た
伝
統
が
韓
国
の
家
族
概
八
守
山
の
根
本
と
な
り
、
ま
た
今
現
在
で
も

そ
れ
が
社
会
の
胤
範
ー
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
而
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
産
業
化
と
都
?
山
化
が
進
む
戦
後
韓
国

で
は
、
「
ジ
ェ
ン
ダ

l
L
概
人
子
は
体
に
変
化
が
お
と
ず
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
c

家
放
構
成
の
変
化
と
結
婚
に
対
す
る
す
忠
誠
の
変
化
が
、

を
も
た
ら
し
た
重
要
な
要
素
だ
と
い
え
よ
う
υ

産
業
化
と
都
市
化
が
神
国
に
も
た
ら
し
た
現
象
は
、
家
族
桂
川
成
の
変
化
と
そ
れ
に
伴
、
つ
家
族
概
念
の
変
化
で
あ
る
。
家
族
の
あ
り
か
た
が
、

い
わ
ゆ
る
伝
統
的
家
族
か
ら
核
家
族
へ
と
変
わ
っ
て
い
き
、

一
九
七
の
一
か
ら
八
口
年
代
に
か
け
て
は
、
核
家
族
が
中
要
な
家
族
形
態
に
な
っ

金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

た
c

こ
の
変
一
件
が
、
家
族
内
の
悶
係
に
も
変
化
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
ま
で
の
縦
型
権
威
主
義
的
関
係
か
ら
、
半
叫
す
な
例
人
の
関
係
と
移
り
変

一的一

り
始
め
た
の
だ
っ
た
。

ま
た
、
家
族
憐
成
の
変
化
に
伴
い
男
女
と
も
に
結
婚
年
齢
が
あ
が
る
と
い
う
現
象
も
み
ら
れ
て
い
る
υ

他
1

刀
、
結
婚
に
対
す
る
意
識
に
も
変
化
が
お
と
ず
れ
て
い
る
。
今
ま
で
の
父
系
の
継
続
ー
と
し
て
の
結
婚
が
、
「
恋
愛
結
婚
」

て
い
っ
た
c

そ
し
て
こ
う
い
っ
た
「
恋
愛
」
に
伴
い
「
男
性
ら
し
さ
」

5
5
2
-
E
-
3
)
、
「
女
性
ら
し
さ

L
F
2
-
E一
々
)
の
概
念
も
変
わ
っ

へ
と
民
間
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
「
男
件
ら
し
さ
」
と
は
一
般
的
に
「
強
い
、
活
発
、
知
的
」
と
特
徴
付
け
ら
れ
、
「
久
性
ら
し
さ
」
と
は
「
感
情
的
、

N
2
 

弱
い
、
取

U
L
と
特
徽
付
け
ら
れ
た
υ

げ
心
い
山
代
が
よ
り
一
層
「
完
墜
な
恋
愛
」
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
よ
り
「
女
性
ら
し
く
」

な
り
、
男
性
は
よ
り
「
男
性
ら
し
く
」
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
今
ま
で
は
男
女
の
活
動
範
囲
や
役
割
と
し
て
区
別
さ
れ
た
の
が
、
今
日
で

は
、
ジ
ェ
ン
ダ

l
に
お
け
る
精
神
的
な
違
い
を
強
調
す
る
こ
と
へ
と
転
換
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
c

社
会
的
経
済
的
変
化
に
よ
っ
て
ジ
L

ン
グ
ー
が
変
容
し
て
い
く
中
、
久
性
は
特
定
の
雇
用
セ
ク
タ
ー
に
逆
出
し
て
い
っ
た
っ
特
に
、
教

育
の
場
に
は
久
性
の
進
出
が
多
く
、
不
動
産
や
株
式
の
売
買
な
ど
に
も
久
性
が
活
動
し
は
じ
め
た
υ

だ
が
、
こ
、
つ
い
っ
た
女
性
の
社
会
進

，ヲ
ピ
オL

北法S8(2.3(11)791



"見

出
が
顕
蓄
に
な
っ
た
も
の
の

「
政
府
機
関
に
お
け
る
女
性
数
の
低
迷
か
ら

ス
ポ
l
ト
申
請
の
阿
難
に
い
た
る
ま
で
、
未
だ
に
ジ
L

シ
グ

l

の
了
、
ン
メ
ト
リ
が
様
々
な
社
会
宵
慣
に
根
付
い
て
い
る
こ
と
を
-
小
し
て
い
る
」
と
の
指
摘
も
あ
る
。

ーふ
i師

こ
う
い
っ
た
状
泌
の
中
、

一
九
八
八
年
に
男
ん
片
隅
用
平
等
法
が
制
定
さ
れ
、

一
九
九
百
年
に
改
正
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
関
わ

ら
ず
、
今

H
で
も
雇
用
の
而
で
は
女
性
が
不
利
で
あ
る
c

と
い
う
の
も
、
法
律
で
禁
げ
さ
れ
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
新
聞
の
求
人
条
刊

一
同
)

で
は
、
「
男
件
の
み
」
「
兵
役
を
終
了
し
た
も
の
」
な
ど
と
い
っ
た
安
件
が
付
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
、
峰
凶
に
お
い
て
未
だ
に
「
ジ
ヱ

ン
ダ
!
の
不
釣
合
い
」
が
p
h
H
在
し
て
い
る
こ
と
を
ボ
し
て
い
る
c

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
扱
う
ジ
エ
ン
タ
ー
政
策
と
い
う
の
は
、
で
等
主
義
に
基
づ
い
た
男
女
参
画
や
社
会
福
祉
の
促
進
を
円
的
ー
と
す
る
政

策
の
こ
と
を
意
味
す
る

f

そ
こ
で
、
次
節
に
お
い
て
、
ん
民
性
の
政
治
参
加
・
公
職
拡
大
と
い
っ
た
女
性
の
代
表
件
向
上
と
桝
祉
恭
盤
拡
大
を

巾
心
と
す
る
ジ
ェ
ン
ダ

l
政
策
に
位
点
を
当
て
、
分
析
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ま
た
、
幹
国
久
性
の
社
会
的
地
位
を
よ
り
具
体
的
に
理
解
す
る
た
め
、
同
際
比
較
の
観
点
か
ら
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
コ
分
析
に
際

し
て
は
、
凶
述
開
発
企
画

(円

E
Z
ユ
Z
E
Eロ
Z
U
2
4
T
V〕
ニ
出
先
日
け
ア

cmHEH】

)

が
開
党
し
た

「
ジ
エ
ン
ダ

l
・
エ
ン
パ
ワ

l
メ
ン
ト
測
定

(
む
の
コ
ヰ
ミ
同
『
百
七

2
2
-
4
Z己
汁

Jr-22)
」
を
用
い
て
比
較
し
た
い
c

こ
の

G
E
M
の
数
値
は
、
女
性
が
積
極
的
に
経
済
界
や
政
治
活
動
に
参

加
し
、

E
思
決
定
に
参
加
で
き
る
か
ど
う
か
を
測
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
女
性
の
探
働
所
得
制
合
、
女
性
の
専
門
職
・
管
矧
職
せ

の
割
合
、
久
性
が
占
め
る
国
会
議
員
の
割
合
を
用
い
て
賃
山
し
た
数
値
で
あ
る
。
こ
こ
で
使
用
し
て
い
る
デ

l
タ
は
、

ヘ川一

八年
T
と
二

0
0
0年
「
人
間
川
開
発
報
告
再
」
に
某
づ
い
て
い
る
。

U
X
D
P
の
一
九
九

こ
の
デ

I
タ
に
拠
れ
ば
、

G
E
M
に
つ
い
て
は
、
桂
川
が
一
心
二
カ
国
中
八
一
一
伎
と
な
っ
て
い
る
c

他
の
数
値
と
比
べ
る
と
こ
の
数
値
が

特
に
低
い
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
川
じ

U
X
D
P
が
開
発
し
た
「
人
間
開
発
指
数

(
Z
E
E
ロコ
2
色。℃
E
E
二
E
2
)
」
は
、

国
の
凶
民
の
教
育
水
問
、
所
得
水
問
、
平
気
力
命
を
用
い
て
骨
川
出
き
れ
た
指
数
で
、
基
本
的
な
人
間
の
能
力
が
ど
こ
ま
で
伸
び
て
い
る
か
を

北法;)8(2出l2)i92
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測
る
も
の
だ
が
、
こ
の
数
備
で
は
樺
凶
は
一
七
川
カ
田
中
一

O
伎
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

H
D
I
と
同
じ
く
人
闘
の
廿
柄
本
的
能
力
の
達
成

民
を
図
る

7
ン
3

ン
ダ

I
開
発
指
数

(
P
E
2
巴

2
己
告

DHE
ニ
E
E
)」
は
、
久
性
と
男
性
の
聞
で
見
ら
れ
る
不
ヤ
等
に
着

H
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
。
韓
同
は

六
二
力
問
中
一
七
位
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
斡
国
に
関
す
る
数
値
を
見
て
み
る
と
、
基
本
的
な
人
間
能

力
の
開
発
は
国
際
的
に
も
優
れ
て
い
て
、
ま
た
久
性
の
能
力
の
開
発
も
進
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
を

l
分
に
発
部
で
き
る
機
会
が
整
っ
て
い
な

い
状
況
が
浮
か
び
上
が
る
。

一
九
九
八
年
、
「
女
性
の
働
き
や
す
さ
」
に
つ
い
て
円
本
の
経
済
企
山
庁
が
公
表

し
た
指
標
に
よ
れ
ば
、
経
済
協
力
開
発
機
構

(
O
E
C
D
)
加
盟
凶
二
カ
国
の
う
ち
、
韓
同
が
一

O
位
ー
と
な
一
口
て
い
る
(
円
本
は
一
九
位
)
c

こ
の
指
探
は
、
久
性
の
就
業
才
ー
や
男
女
家
事
分
担
率
な
ど
、
働
く
女
性
に
闘
す
る
俊
数
の
指
数
を
使
っ
た
も
の
で
あ
る
c

こ
れ
ら
の
資
料
か

も
つ

つ
の
国
際
比
較
資
料
を
参
考
に
し
て
み
た
い
。

金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

ら
、
ジ
ェ
ン
ダ

l
に
関
わ
る
訪
問
包
に
関
し
て
、
韓
国
は
、
同
際
社
会
に
お
い
て
相
対
的
に
下
伎
に
伶
置
利
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
時
に

な
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
韓
国
で
女
性
が
お
か
れ
て
い
る
具
体
的
な
状
泌
ま
で
は
把
握
で
き
な
い
。
以
い
で
は
、
ー
と
り
わ
け
政
治
参
加

と
公
職
参
加
の
状
況
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
記
述
し
た
い
c

そ
の
上
で
、
本
題
と
も
い
え
る
ジ
コ
ン
グ

1
政
策
の
分
析
へ
と
移
り
た
い
じ
第

節
で
は
、
政
府
レ
ベ
ル
の
認
識
を
ま
と
め
る
こ
と
に
す
る
。
第
一
節
一
で
は
、
女
件
郊
に
雫
る
ま
で
の
歴
史
的
背
長
を
述
、
へ
た
い
。
第
一

節
二
で
は
、
女
性
に
関
す
る
法
的
処
置
を
簡
単
に
述
べ
る
。
第
一
節
で
は
、
余
ト
入
山
政
権
が
実
施
し
た
日
ハ
体
的
な
政
策
を
見
て
い
く
こ
と
に

す
る
。
第
二
節
で
は
、
ジ
L

ン
ダ

l
政
策
に
お
け
る
諮
問
題
を
指
摘
し
、
政
策
と
そ
の
社
会
に
守
え
る
山
政
響
と
の
聞
に
生
じ
る
不
一
致
を
児

て
み
る
こ
と
に
す
る
c

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
金
大
中
政
権
下
の
社
会
状
川
を
体
系
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る

f

こ
こ
で
は
、
政

府
の
認
識
で
は
捉
え
き
れ
な
か
っ
た
部
分
も
浮
か
び
上
が
ろ
う
。
そ
の
部
分
を
把
握
す
る
こ
と
で
、
金
大
中
政
権
に
お
け
る
社
会
政
策
の
特

微
を
よ
り
明
確
化
す
る
こ
と
が
で
き
よ
、
つ
コ
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第
一
節

政
府
レ
ベ
ル
の
認
識
女
性
部
の
成
立
に
主
る
ま
で

ーふ
i師

斡
固
に
お
け
る
女
性
政
策
一
法
的
措
置

慢
凶
の

k
件
に
悶
す
る
法
律
は
、
第
一
に
憲
法
で
干
等
規
定
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
机
幹
と
な
っ
て
い
る
c

第
一
一
に
、
基
本
法
で

あ
る
女
件
品
川
五
反
廿
市
小
平
法
が
制
定
さ
れ
、
他
小
刀
で
分
野
別
の
悩
別
次
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
υ

以
「
で
は
、
こ
れ
ら
を
相
別
に
検
討
す
る
υ

付

山
情
的
に
は

(
二
憲
法
、

(
四
)
性
暴

(
二
)
女
性
発
展
基
本
法
、

力
や
家
庭
内
暴
力
関
連
法
、

(
ム
)
家
族
法
、

(
二
)
男
女
業
別
祭
止
及
び
救
済
に
関
す
る
法
律
、
男
女
一一
展
川
ヤ
等
法
、

(
六
)
女
性
企
業
支
援
に
関
す
る
法
律
を
、
個
別
に
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

(
一
)
憲
法

大
耕
民
川
憲
法
(
一
九
八
七
年
一
心
月
一
九
日
制
定
)

の
久
性
の
権
利
に
関
す
る
規
定
は
、
以
下
と
な
っ
て
い
る
。

-
す
べ
て
の
同
民
は
、
法
の
前
に
ギ
等
で
あ
る
。
詐
も
性
別
、

P

一
川
教
ま
た
は
社
会
的
は
分
に
よ
り
、
政
治
的
、
経
凶
的
、
社
会
的
、
主
化

的
生
活
の
す
べ
て
の
領
域
に
お
い
て
尤
別
を
受
け
な
い
c

(
第

条
第
一
以
)

-
女
子
の
勤
労
は
、
特
別
の
保
護
を
受
け
、

一雇
用
・
賃
金
投
ぴ
勤
労
条
件
に
お
い
て
、
不
中
な
ぷ
別
を
受
け
な
い
。
(
第
一
今
一
条
第
四
瓜
)

-
凶
は
、
女
性
の
福
相
権
採
向
上
の
た
め
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
υ

(
第
一
川
条
第
二
項
)

・
婚
姻
及
び
家
族
生
日
は
、
個
人
の
尊
厳
及
び
同
性
の
平
等
を
基
礎
ー
と
し
て
成
?
V
L
、
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
凶
は
こ
れ
を
保
障

す
る
c

(

第
二
六
条
第
一
項
)

同
は
、
母
性
の
保
護
の
た
め
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
第
一
六
条
第
一
頃
)
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一
一
)
女
性
発
展
基
本
法

「
女
性
発
展
サ
柄
本
法
」
は
一
九
九
立
年
一
一
月
二

O
H
に
制
ど
、

一
九
九
ハ
午
7

ハ
月
二
口
日
に
施
行
さ
れ
た
っ
こ
の
法
律
は
、
憲
法
の
男

女
ヤ
等
用
念
を
実
問
叫
す
る
た
め
の
固
と
地

h
自
治
体
の
責
務
等
を
規
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
男
女
平
等
を
促
進
し
、
女
性
の
発
展
を
凶
る
こ

と
を
回
的
と
し
て
い
る
じ
同
法
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
基
本
的
に
、
そ
れ
ま
で
個
別
分
散
的
で
あ
っ
た
女
性
間
違
法
令
が
取
り
入
れ

ら
れ
、
女
性
政
策
が
よ
り
一
貫
性
を
川
び
、
ま
た
、
体
系
的
に
実
行
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

法
律
規
定
の
き
っ
か
け
は

九
九
五
年
九
月
に
北
ー
尽
で
刷
催
き
れ
た
同
述
、
土
催
の
「
世
界
女
性
会
議
」

の
一
ヵ
月
後
に
政
府
が
発
表
し

た
「
女
性
の
地
位
向
上
の
た
め
の
十
大
課
題
」

で
あ
っ
た
。
そ
の
十
大
課
題
の
一
つ
に
広
性
発
展
基
本
法
制
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
制
定
が

急
速
に
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
c

当
時
の
金
、
必
二
大
統
領
と
ん
民
問
題
専
門
相
当
大
臣
で
あ
っ
た
政
務
第
二
長
令
の
推
進
力
が
そ
の
制

金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

，
疋
の
原
動
力
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
つ

こ
の
法
律
の
、
土
宴
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
ロ

-
男
女
平
等
の
促
進
の
た
め
の
国
民
の
義
務
を
規
定
し
た
。
さ
ら
に
国
及
び
地
l

力
白
治
体
に
は
制
度
的
措
置
の
準
備
と
必
要
財
源
の
調
達

の
責
務
を
川
尻
定
す
る
c

-
女
件
の
参
加
が
蓄
し
く
進
ま
な
い
分
野
へ
の
女
件
参
加
を
促
進
す
る
た
め
に
、
女
性
に
対
す
る
暫
J

疋
的
な
優
待
桁
置
を
導
入
す
る
根
拠

を
設
け
る
つ

リー人

v+叶
4
+」。、

E
ト
J

五
年
ご
と
に

k
性
政
策
基
本
社
両
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
中
央
行
政
機
関
と
広
域
口
治
団
体
は
旬
年
天
行
司
両
を
策

ど
・
施
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c

男
女
平
手
の
促
進
等
に
対
す
る
関
心
を
国
民
全
体
で
高
め
る
た
め
、
久
性
週
間
を
指
定
す
る
。

-
基
本
施
策
と
し
て
、
政
治
や
政
治
決
定
過
程
、
公
職
へ
の
参
加
の
促
進
や
一一
居
川
の
ギ
等
、
男
女
川
十
等
教
育
、
性
暴
力
や
家
庭
暴
力
の
予
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防
、
家
事
労
働
悩
怖
の
評
価
、
大
衆
媒
休
の
性
差
別
改
善
ψ
ー
を
列
挙
す
る
。

ーふ
i師

-
凶
は
、
女
性
発
展
基
令
を
設
問
・
実
施
、
久
性
の
権
利
増
進
の
た
め
の
雫
業
や
女
性
川
体
の
事
業
の
よ
援
に
使
、
つ

0

・
凶
や
地
方
白
治
体
が
女
性
川
体
の
活
動
に
行
政
的
、
財
政
的
支
援
を
行
、
つ
恨
拠
を
設
け
る
。

制
定
当
初
は
、
同
法
は
「
絵
に
怖
い
た
も
ち
に
な
る
の
で
は
」
と
い
う
懸
念
が
あ
っ
た
が
、
実
際
の
女
性
政
取
の
発
展
に
大
き
く
守
川
匂
J
L

て
い
る
こ
と
は
以
下
で
確
認
で
き
る
の
で
、
こ
こ
で
は
説
明
を
省
略
し
て
お
く
。
個
々
の
条
瓜
を
具
体
化
す
る
特
別
法
が
制
定
・
改
正
さ
れ

て
お
り
、
ま
た
政
府
と
地
方
自
治
体
が
施
行
司
阿
に
慕
づ
き
着
実
に
施
策
を
推
進
し
て
い
る
コ

で
は
、
個
別
法
を
以
下
で
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
c

(
三
)
出
力
瓦
差
別
禁
止
及
び
救
消
に
関
す
る
法
律
、
出
力

ι雇
用
し
半
以
寸
法

戸
川
明

男
久
ぶ
別
林
市
止
及
び
政
凶
に
関
す
る
法
律
の
制
定
に
関
し
て
は
、
「
男
女
差
別
禁
止
及
び
救
済
に
関
す
る
法
律
」
が
一
九
九
九
年
月
六

円
に
凶
会
を
通
過
し
、
川
年
七
月
一
け
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
法
律
の
成
立
は
、
「
韓
国
久
性
史
に
残
る
画
期
的
な
出
米
事
」

で
あ
る
と
報
道
さ
れ
た
が
、

そ
れ
は
耕
国
の
恨
深
い
久
性
差
別
を
効

果
的
に
解
消
し
、
差
別
を
受
け
た
女
性
を
紋
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
引
組
み
を
整
え
た
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
だ
っ
た
。
ま
た
、

出
血
用
の
み
な

ら
ず
、
教
育
、
施
設
、
サ
ー
ビ
ス
件
J

の
利
川
に
お
け
る
尤
別
や
、
法
律
や
政
策
の
施
行
に
お
け
る
差
別
、

セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
件
J

が峠
一一
ぺ
止
さ
れ
、
民
間
だ
け
で
な
く
、
公
共
機
関
に
ま
で
対
象
が
拡
大
し
た
。

男
女
差
別
の
解
消
を
旧
引
当
す
る
専
門
機
構
「
久
性
特
別
委
員
会
」
は
、
制
査
・
是
正
勧
存
体
J

を
担
当
し
、
女
件
対
別
委
只
会
か
ら
茅
別
是

正
勧
告
を
受
け
た
ψ
l
事
者
は
、
勧
告
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
処
川
内
結
県
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
っ
決
定
に
不
服
の
あ
る
場
合
は
、

意
義
申
請
が
で
き
る
が
、
「
差
別
に
あ
た
ら
な
い
」
と
い
、
っ
立
証
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
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法
律
審
議
過
程
に
お
い
て
、
女
件
特
別
委
員
会
が
こ
う
し
た
「
平
副
法
権
」
を
持
つ
こ
と
に
対
す
る
反
対
意
見
も
山
た
が
、
結
局
は
実
現

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
実
際
に
法
が
施
行
き
れ
、
適
川
き
れ
る
段
階
に
入
れ
る
と
、
ぶ
別
に
あ
た
る
か
台
か
の
認
定
が
か
な
り
球

し
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
女
件
特
別
委
員
会
で
は
具
体
的
な
差
別
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

法
律
の
ム
丁
要
な
内
零
は
以
卜
の
通
り
で
あ
る
c

-
吊
用
、
教
育
、
施
設
、
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
及
び
利
川
、
法
・
政
依
の
執
行
に
お
け
る
男
女
差
別
を
佐
川
叶
す
る
。
ま
た
、
セ
ク
ン
ャ
ル
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
禁

H
す
る
コ

-
ぶ
別
林
一
市

U
の
対
象
は
、
民
間
事
業
所
の
み
な
ら
ず
公
共
機
関
も
含
ま
れ
る
c

金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

-
男
女
尤
別
解
消
を
旧
引
当
す
る
専
門
機
関
は
久
性
特
別
委
員
会
と
す
る

o
k件
特
別
委
只
九
百
の
機
能
は
調
台
、
差
別
叫
討
の
決
定
・
制
停
・

是
正
勧
生
川
先
発
、
法
制
度
改
普
勧
告
、
改
普
結
果
の
根
告
要
求
、
改
普
指
針
の
樹
I

止
と
す
る
つ

-
女
性
特
別
委
員
会
が
差
別
雫
厄
を
調
先
し
、
ま
ず
白
主
的
解
決
の
た
め
の
合
意
勧
告
を
行
、
つ
こ
と
が
で
き
、
合
意
し
な
い
場
合
に
は
調

件
手
続
き
に
の
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

調
脊
の
結
果
、
口
止

H
折
置
と
し
て
男

k
差
別
行
為
の
中
止
、
原
状
川
復
・
招
害
賠
償
等
の
政
凶
措
置
教
育
、
新
聞
の
広
古
欄
を
通
し
た

広
報
活
動
を
お
こ
な
う
っ

-
勧
訂
さ
れ
た
者
は
女
性
特
別
委
只
会
に
処
刑
判
結
県
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
コ

-
男
女
主
別
ー
と
決
定
さ
れ
た
雫
項
は
、
久
性
発
展
募
金
で
訴
訟
を

1
4援
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「男
'
k
f片
別
禁
日
法
」
制
定
と
川
じ
時
期
に
「
男
女
一
雇
用
平
等
法
」
が
改
正
さ
れ
た
c

こ
の
法
律
は
、
少
し
半
く
一
九
九
九
年
一
円
八

円
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
男
女
一層
川
市
γ
等
訟
の
ぷ
別
禁
可
分
野
は
原
用
の
み
で
あ
り
、
対
象
機
関
も
民
間
の
み
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
こ
の
改
正
で
は
、
職
場
内
の
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
下
防
に
関
す
る
事
業
主
の
義
務
等
を
定
め
る
条
虞
が
新
設
さ
れ
た
υ
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男
女
一層
川
平
等
法
、
及
び
そ
の
施
行
令
に
従
い
、
労
働
部
は
、
公
聴
会
等
各
界
の
玄
見
を
集
約
し
て
「
職
場
内
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
一
フ
ス
メ

ン
ト
下
防
指
導
指
針
」
を
制
定
し
た
。
こ
の
指
針
は
、
今
後
、
職
場
に
お
け
る
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
可
芹
を
判
断
す
る
、
地
方

ーふ
i師

労
働
一
口
署
及
び
雇
用
平
等
委
員
会
の
判
阿
資
料
ー
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
拍
引
の
+
ー
な
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

職
場
に
お
け
る
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
は
、
事
業
、
土
、
上
司
ま
た
は
勤
労
者
が
職
場
内
の
地
依
を
利
用
し
た
り
、
業
務
と
閑

連
し
て
他
の
勤
労
者
に
性
的
な
青
葉
や
行
動
等
で
、
ま
た
は
こ
れ
を
条
件
に
府
用
卜
の
不
利
益
を
に
J

え
た
り
、
ま
た
は
件
的
な
屈
辱
感

を
誘
発
す
る
よ
う
に
し
て
一
限
用
環
境
を
思
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
コ

-
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
な
り
う
る
性
的
な
一
言
葉
や
行
動
の
代
表
的
な
類
刑
を
百
五
間
的
、
視
覚
的
、
肉
体
的
行
為
等
に
分
け
て

例
示
す
る
ロ

相

T
が
望
ま
な
い
性
的
な
一
汗
菜
キ
行
動
が
反
復
さ
れ
る
場
合
は
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
な
る
が
、

一
度
だ
け
の
性
的
一
己
肋
で

も
激
し
い
場
合
に
は
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
な
り
う
る
。

-
ポ
業
干
の
予
防
義
務
ー
と
し
て
、
職
員
緋
修
教
育
や
定
例
朝
会
行
、
職
員
を
由
按
の
対
象
に
し
た
下
防
教
育
を
年
一
回
以
上
実
施
す
る
c

市
引
業
ム
丁
は
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
連
す
る
苦
伯
処
理
機
構
や

T
続
き
を
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
運
併
に
お

い
て
可
能
な
限
り
女
件
勤
労
者
を
含
む
よ
う
に
す
る
。

緯
凶
に
お
い
て
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン

l
は
一
九
九
三
年
に
提
訴
き
れ
た
ソ
ウ
ル
大
学
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
裁
判
以
降
社

会
的
問
題
ー
と
し
て
認
知
さ
れ
始
め
た
。
と
は
い
う
も
の
の
、
男
性
が
粘
に
口
分
白
身
の
問
題
ー
と
い
う
認
識
が
浮
く
、
法
施
行
に
よ
る
混
札
が

F
恕
さ
れ
た
た
め
、
労
働
部
で
は
九
九
九
咋
ハ
月
末
ま
で
を
法
の
同
知
期
間
と
し
、
広
報
や
教
育
に
h
M
を
注
ぐ
こ
と
と
し
て
い
た
c
ま
た
、

職
場
内
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
予
防
教
育
教
材
を
製
作
配
布
す
る
計
画
も
た
て
ら
れ
た
。

ま
た
、
教
育
部
に
お
い
て
も
女
子
学
止
を
対
象
に
し
た
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
指
針
を
作
成
す
る
下
定
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、

北法;)8(2出)お)i98



民
間
企
業
に
お
い
て
も
社
内
指
針
を
作
成
す
る
動
き
が
報
道
さ
れ
て
い
る
。

川
)
昨
暴
力
、
家
庭
内
暴
力
関
連
法

性
暴
力
・
家
庭
内
暴
心
関
連
に
つ
い
て
は
、
以
一
よ
一
一
つ
の
法
律
が
制
定
さ
れ
た
じ
第
一
に
、
性
暴
力
犯
罪
の
処
剖
及
び
被
常
者
保
護
等
に

間

」

(

出

)

関
す
る
法
律
、
第
一
に
本
医
暴
h
A
犯
罪
(
ロ
o
E
E
E
n
〈

5
-
2】
の
め
)
の
処
罰
等
に
関
す
る
法
律
、
第
三
に
家
庭
暴
力
防
司
及
び
被
告
苫
保
護
せ

戸
山
川
、

に
関
す
る
法
律
で
あ
る
c

性
暴
力
犯
罪
の
処
罰
及
び
被
害
青
保
誕
生
寸
に
闘
す
る
法
律
は
、

一
九
九
三
年
二
月
一
七
日
に
国
会
で
司
決
さ
れ

一
九
九
凶
年
川
月

日
か
ら
施
行
さ
れ
た
c

金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

同
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
、
性
暴
ハ
バ
は
刑
法
第
二
二
条
の

「
貞
棋
に
関
す
る
罪
」
と
し
て
扱
わ
れ
、
本
人
し
か
告
訴
が
で
き
な
い
こ
と
や

告
訴
期
間
が
短
い
こ
と
な
ど
、
多
く
の
問
題
が
あ
っ
た
コ
し
か
し
、

一
九
九
一
午
に
韓
川
女
性
側
休
連
合
の
傘
下
に
「
性
暴
力
特
別
法
制
定

推
進
特
別
委
員
会
」
が
結
成
さ
れ
、
活
発
な
活
動
を
展
開
し
た
結
果
、
同
法
の
制
定
が
実
現
す
る
こ
と
と
な
っ
一
た
の
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
、

性
暴
心
犯
罪
を
予
防

L
、
そ
の
被
害
苫
を
保
護
し
、
ま
た
性
暴
力
犯
罪
の
処
剖
と
手
続
き
に
関
す
る
特
例
を
胤
定
し
、
同
民
の
人
権
を
守
り
、

よ
り
良
い
社
会
を
楕
染
す
る
こ
と
を

H
的
と
し
て
い
た
っ

で
は
、
そ
の
法
律
の
不
要
な
内
存
を
紹
介
し
た
い
。

-
凶
及
び
地
方
自
治
体
は
、
性
暴
ん
犯
罪
を
予
防
し
、
被
究
者
を
保
設
す
る
た
め
、
必
要
な
法
制
度
、
財
淑
を
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

し、
C 

性
暴
力
犯
罫
被
市
立
首
に
対
す
る
原
用
卜
の
不
利
益
処
分
等
を
祭
止
す
る
υ

-
加
重
処
罰
す
る
性
暴
力
と
し
て
、
表
父
や
義
兄
を
人
目
む
親
族
に
よ
る
性
暴
力
、

一
二
歳
未
満
の
本
成
汗
者
に
対
す
る
性
暴
力
、
防
害
者

北法58(2玖)り)799 



"見

に
対
す
る
性
暴
力
等
を
胤
定
す
る
。

-
調
木
材
や
裁
判
に
お
い
て
、
被
常
者
の
私
生
活
秘
密
漏
洩
の
禁
止
や
審
料
の
非
公
開
等
を
規
ど
し
た
υ

ーふ
i師

-
凶
や
地
方
白
治
体
等
は
性
暴
力
相
談
所
一
マ
性
暴
力
保
設
施
設
を
設
情
・
運
営
円
す
る
。

保
険
福
祉
部
が
九
九
九
年
一
月
に
調
↓
食
し
た
給
米
に
よ
る
と
、
一
九
九
八
午
に
全
川
四
一
一
一
の
件
暴
力
相
談
所
で
受
付
け
た
相
談
件
数
は

一
四
七
八
八
件
、
こ
の
う
ち
顔
見
知
り
の
人
が
加
害
苫
で
あ
る
場
合
が
で
八
・
六
%
に
も
達
し
て
い
た
。
ま
た
、
同
相
談
件
数
は
九
七
干
の

一
倍
、
九
六
年
の
実
に
二
倍
に
増
大
し
た
の
で
あ
る
コ
従
米
は
、
女
性
が
性
暴
力
被
害
を
自
分
の
恥
や
責
任
と
し
て
一
人
で
解
決
し
よ
う
と

し
て
い
た
が
、
認
識
が
改
め
ら
れ
、
申
件
背
発
意
識
が
高
ま
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
c

相
談
所
以
外
に
性
暴
力
専
門
の
電
話
相
談
が

創
設
さ
れ
た
の
も
大
き
い
役
割
を
米
た
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
相
談
所
は
、
予
防
活
動
に
も
力
を
引
い
で
お
り
、
各
種
調
杏
研
冗

川
内
」

活
動
キ
性
暴
力
予
防
ピ
デ
オ
製
作
、
性
暴
力
及
び
性
暴
力
の
特
別
講
義
も
実
施
し
て
い
た
υ

{
本
厄
内
暴
力
犯
罪
の
処
罰
等
に
関
す
る
特
例
法
は

一
九
九
一
八
午
仁
月
一

H
か
ら
施
行
さ
れ

一
九
九
七
午
一
一
月
一
今

H
に
制
疋
き
れ

た
。
こ
の
法
律
の
リ
的
は
、
{
本
挺
暴
ん
犯
罪
の
刑
ポ
処
罰
手
続
き
に
関
す
る
特
例
を
定
め
、
{
本
厄
暴
力
を
犯
し
た
者
に
対
し
、
環
境
の
改
善

と
性
行
の
矯
正
の
た
め
の
保
護
処
分
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
家
庭
暴
力
犯
罪
で
破
壊
さ
れ
た
家
庭
の
平
和
と
公
定
を
川
復
し
て
健
康
な
家
庭

を
育
成
す
る
こ
と
に
置
か
れ
て
い
た
。

こ
の
法
律
の
、
土
宴
な
内
科
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

-
家
庭
暴
力
を
、
家
庭
構
成
員
問
の
身
体
的
、
粕
神
的
ま
た
は
財
産
的
被
害
を
伴
、
つ
行
為
だ
と
定
義
す
る
。

-
家
庭
構
成
員
の
範
阿
は
、
羽
在
の
悶
係
だ
け
で
な
く
、
リ
別
配
偶
者
と
の
悶
係
、
同
居
の
親
戚
に
も
拡
大
す
る
c

家
庭
暴
力
に
つ
い
て
、
従
前
は
、
家
放
構
成
只
が
訓
査
機
関
に
申
汗
す
る
こ
と
が
事
実
上
難
し
か
っ
た
の
に
対

L
、
だ
れ
で
も
家
厄
暴

力
犯
罪
を
知
っ
た
と
き
に
は
、
誰
で
も
調
音
機
関
に
申
白
で
き
る
よ
う
に
規
正
す
る
υ

相
談
や
職
務
を
通
じ
て
家
庭
暴
力
を
知
っ
た
相
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談
所
代
表
や
医
療
機
関
長
等
は
、
必
ず
搾
杏
機
関
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
っ
ま
た
、
家
庭
暴
力
を
巾
告
し
た
も
の
に
対

L
、

利
益
が
あ
た
え
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
た
。

-
ポ
什
の
緊
急
性
・
深
刻
性
に
録
み
、
申
牛
門
を
受
け
た
司
法
醤
察
官
は
、
ま
ず
暴
力
行
為
を
制

U
し
、
被
害
者
を
保
設
施
設
や
医
療
機
関

に
引
き
渡
す
等
の
応
急
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
じ

-
家
庭
保
護
事
件
に
認
定
さ
れ
た
場
合
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
千
続
き
に
よ
っ
て
審
理
が
な
さ
れ
る
υ

必
要
な
場
合
、
臨
時
措
掃
の
決
定

が
下
さ
れ
る
υ

臨
時
抗
置
に
は
、
被
害
者
や
家
庭
構
成
員
に
住
居
か
ら
の
込
去
や
、
被
究
者
の
住
匡
円
、
職
場
等
か
ら

0
0
メ
ー
ト
ル

以
内
の
長
近
禁
止
等
が
あ
る
c

金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

-
保
護
処
分
と
は
、
行
為
者
の
被
害
苫
に
接
近
す
る
行
為
の
制
限
、
保
護
観
察
等
に
闘
す
る
法
律
に
よ
る
社
会
本
仕
、
受
話
命
令
、
保
4
世

間
察
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
処
分
は
、
川
事
上
の
梓
定
判
決
が
で
な
い
の
で
川
利
が
残
ら
ず
、
従
米
被
害
者
は
、
加
害
者
が
家
族
構
成

只
で
あ
る
た
め
巾
告
や
告
訴
を
回
避
し
て
い
た
が
、
保
設
処
分
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
害
者
が
告
訴
を
す
る
と
い
う
負
組
を
軽

減
し
た
。

万
一
、
加
宵
者
が
保
護
処
分
を
版
行
し
な
い
場
合
は
、
「
保
護
処
分
不
版
行
界
」
(
二
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
一

T
万
ウ
ォ
ン
以
卜
の
罰

L>. 
ヨL
) 

で
刑
事
諸
刑
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。

-
暴
力
の
程
度
が
激
し
い
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
及
判
所
は
職
住
で
一
般
川
事
前
J

刊
と
し
て
扱
い
、
懲
役
等
の
実
刑
を
卜
す
こ
と
が
で
き
る
)

最
後
に
、
家
庭
暴
ん
防
止
及
び
被
常
者
保
設
等
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
九
九
七
年
二
月
三
日
に
制
定
さ
れ
、

九
九
八
年
ヒ
月
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
c

一
九
九
四
年
(
世
界
家
庭
の
咋
)

に
一
次
保
護
施
設
を
運
常
し
て
い
た
川
体
が
集
ま
り
、
「
家

医
田
耕
ハ
バ
防
止
法
制
定
の
た
め
の
全
国
連
帯
」
を
結
成
し
て
活
動
を
開
始
し
た
υ

絞
ら
は
、
外
団
法
令
の
調
官
、
守
門
家
ワ
ー
ク
シ
ヨ

y
ブ
を

通
じ
て
法
制
定
に
関
す
る
各
界
各
胤
の
志
見
を
集
約
し
た
。

ィ、
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"見

他
ん
、

一
九
九
六
午
、
韓
同
女
件
同
体
連
合
内
に
も
「
家
庭
暴
力
防
司
法
制
定
推
進
特
別
委
只
会
」
が
結
成
さ
れ
、
存
地
域
の
運
動
小
平
部

と
と
も
に
ぷ
厄
暴
力
防
止
法
制
'
疋
の
た
め
の
宮
名
運
動
を
行
っ
た
ほ
か

一
九
九
ヒ
年
一
口
月
二

O
H
に
は
約
八
五

0
0
0名
の
署
名
を
集

ーふ
i師

め
、
「
家
庭
暴
力
防
止
法
案
」
の
天
現
に
向
け
、
関
係
機
関
に
罰
則
を
行
っ
た
c

こ
の
よ
う
な
民
間
の
活
動
に
刺
激
を
受
け
た
各
党
も
、
家

挺
暴
心
防
止
に
闘
す
る
法
律
を
提
楽
し
、
リ
川
述
の
「
家
庭
暴
力
犯
罪
の
処
罰
等
に
関
す
る
特
例
法
案
」
と
「
家
庭
暴
力
予
防
及
び
被
合
者
保

護
に
関
す
る
法
律
」
が
同
会
で
通
過
し
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
法
律
の
内
容
を
示
そ
う
。

-
凶
と
地
方
口
治
体
は
、
家
厄
暴
力
に
関
す
る
申
百
体
制
の
構
築
・
運
件
、
家
庭
暴
力

f
防
の
た
め
の
附
究
教
育
相
談
の
実
施
、
被
害
者

に
対
す
る
保
護
施
設
の
設
置
c

運
営
、
支
媛
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、
家
庭
暴
力
の
支
態
調
杏
・
広
報
、
{
本
厄
暴
力
の
予
防
の
た
め
の
法
令

の
整
備
・
各
種
政
策
の
樹
止
及
び
施
行
と
こ
れ
に
必
要
な
予
算
卜
の
借
置
を
行
、
つ
c

地
方
自
治
体
に
は
、
家
庭
暴
力
の
予
防
業
務
を
担
当
す
る
機
構
と
公
務
員
を
置
く
義
務
を
負
う
っ

・
凶
と
地
方
口
治
体
、
川
内
民
問
機
関
は
、
家
庭
暴
力
関
連
相
談
所
と
保
護
施
設
を
設
置
運
営
す
る
υ

{
本
厄
暴
力
に
闘
す
る
法
律
の
制
定
後
、
ぞ
れ
が
適
用
さ
れ
た
ポ
例
が
い
く
つ
か
あ
り
、
相
談
ポ
例
も
増
え
て
い
る
と
い
う
c

し
か
し
、
ま

だ
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
多
く
、
女
作
恥
別
委
只
会
は
九
九
八
年
一

一
月
「
家
庭
暴
力
予
防
道
し
る
べ
」
と
い
う
叩
了
を
発
刊
し
、
八
十

国
の
溢
日
常
吾
、
相
談
所
等
で
配
布
し
て
い
る
υ

内
容
は
、
家
庭
暴
力
事
件
に
関
す
る
処
理
子
順
の
一
般
人
向
け
の
わ
か
り
キ
す
い
説
明
や
桐

談
所
・
保
護
施
設
の
連
絡
先
等
を
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
。

五
)
家
放
法

家
族
法
(
民
法
の
親
族
・
相
続
編
)
に
は
、
儒
教
的
な
慣
習
に
慕
づ
い
た
規
定
が
有
在
し
、
女
件
に
と
っ
て
は
、
不
利
な
規
定
も
多
く
凡

rw 

ら
れ
た
。
し
か
し
、
九
九
七
年
ヒ
月
六

H
憲
法
裁
判
所
で
「
同
姓
岡
本
結
婚
の
余
止
」
胤
{
疋
に
対
す
る
憲
法
不
合
致
決
定
が
卜
さ
れ
た
υ

北法;;8(2' :.H2) 802 



憲
法
不
合
致
制
度
と
は
、
迫
憲
決
定
と
は
異
な
り
た
だ
ち
に
無
効
に
な
る
の
で
は
な
く
、
期
限
ま
で
に
改
正
し
な
け
れ
ば
効
力
を
失
う
と
い

う
決
定
で
あ
っ
た
υ

こ
れ
を
き
っ
一
か
け
ー
と
し
て
、
中
I
設
規
定
の
雌
止
を
は
じ
め
ー
と
し
た
只
法
の
改
正
案
が
一
九
九
九
年
一
月
に
凶
会
で
審
議
さ
れ
て
い
る
。
同

改
正
案
に
は
、
泌
刻
化
し
つ
つ
あ
る
高
齢
化
社
会
問
題
に
対
応
す
る
た
め
、
相
続
に
関
す
る
不
ム
門
理
な
規
定
の
改

H
も
ん
円
ま
れ
て
お
り
、
法

案
が
そ
の
ま
ま
通
過
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
定
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
同
訓
岡
本
禁
婚
制
度
を
駈
H
し
、
近
親
婚
禁
止
制
度
(
八
初
等
以
内
の
血
族
同
件
J

で
の
婚
酬
の
禁
止
)

に
転
換
す
る
こ
と
に
関

す
る
。
憲
法
不
合
致
決
ど
の
要
己
円
を
見
て
お
こ
う
。

捜
同
民
法
は
、

八
抗
体
寸
以
内
の
血
放
・
姻
戚
同
志
の
婚
制
が
禁
げ
さ
れ
る
以
外
に
、
同
姓
同
本
で
あ
る
血
放
聞
の
婚
姻
を
一
律
に
禁

金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

止
し
て
い
る
υ

こ
の
同
削
同
本
禁
婚
制
は
朝
鮮
時
代
に
法
制
度
化
さ
れ
、

は
男
系
巾
心
の
家
父
長
的
大
家
族
巾
心
の
儒
教
的
家
族
制
度
を
維
持
す
る
た
め
の
手
段
の

一
七
世
紀
後
半
以
降
に
確
立
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
、
本
制
度

っ
と
し
て
機
能
し
て
き
た
。

今
日
、
結
婚
は
家
ー
と
家
で
は
な
く
人
格
と
人
格
の
結
合
で
あ
り
、
家
族
は
家
父
長
的
ト
人
家
族
か
ら
核
家
族
に
変
わ
る
と
と
も
に
、
男

女
干
等
観
念
が
{
疋
看

L
、
経
済
構
造
も
良
耕
社
会
が
高
度
産
業
社
会
に
変
わ
り
、
ま
た
人
い
の
急
激
な
地
加
及
び
都
市
集
中
化
現
象
に

よ
り
、
同
削
同
本
替
市
婚
制
の
存
リ
基
燃
が
摂
元
か
ら
箔
ら
い
で
い
る
。
こ
れ
ま
で
二
度
に
わ
た
る
特
例
法
で
事
実
婚
関
係
に
あ
た
る
刊

四
八
一
七
組
の
同
姓
岡
本
夫
婦
が
法
的
救
済
を
受
け
て
い
る
。

憲
法
第
一

O
条
の
何
人
の
人
格
権
と
幸
福
迫
求
権
は
、
個
人
の
運
命
決
定
権
を
前
提
に
し
て
お
り
、
こ
の
運
命
決
定
権
に
は
、
婚
姻

の
白
由
と
婚
制
に
お
い
て
利
子
を
決
定
す
る
白
山
が
含
ま
れ
て
い
る
c

ま
た
、
憲
法
第
一
一
ハ
条
第
以
は
、
婚
姻
制
度
と
託
族
制
度
は

人
聞
の
尊
厳
と
両
性
の
干
等
を
尊
重
す
る
民
↓
丁
、
土
義
の
原
理
に
よ
り
決
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
回

家
は
こ
れ
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
本
条
瓜
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
宍
っ
向
か
ら
対
立
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
止
法

北法58(2-:U:;)以)1
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H
的
が
婚
姻
に
関
す
る
廿
市
小
平
権
を
制
限
し
う
る
社
会
秩
序
キ
公
共
の
倍
付
に
も
該
当
し
な
い
。

同
姓
岡
本
血
族
の
同
の
焔
姻
が
優
牛
学
・
遺
伝
学
的
に
有
台
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
科
学
的
な

恨
拠
が
な
く
、
牡
会
の
手
、
風
良
俗

ーふ
i師

と
伝
統
丈
化
に
外
れ
る
と
い
う
、
土
張
も
説
何
力
が
な
い
。
憲
法
第
九
条
に
よ
り
継
承
・
党
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
伝
統
文
化
は
、

現
代
の
社
会
・
経
済
的
環
境
に
ム
円
い
、
今
日
に
お
い
て
も
ぜ
週
妥
当
な
伝
統
倫
理
な
い
し
道
徳
削
念
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
c

本
条
厄
(
が
違
憲
と
い
う
白
'
で
裁
判
官
七
人
の
志
見
が
一
致
す
る
が
、
こ
の
う
ち
烹
人
は
単
純
達
費
決
壬
を
、

一
人
は
憲
法
不
合
致
決

ど
を
宣
苛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
c

そ
し
て
、
注
意
決
ー
ピ
に
必
要
な
い
ハ
人
を
満
た
さ
な
い
た

め
、
憲
法
正
午
台
致
決
定
を
代
告
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
本
条
頃
は
、
立
法
苫
が
ん
九
八
年
二
月
一
一
一
円
ま
で
に
改
正
し
な
け

れ
は

一
九
九
九
年
一
月
日
そ
の
効
力
を
失
い
、
裁
判
所
そ
の
他
同
家
機
関
お
よ
び
地

h
円
治
川
体
は
立
法
苫
が
改
正
す
る
と
き
ま

で
こ
の
法
律
条
瓜
の
運
用
を
巾
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
υ

次
に
、
内
婚
U

白川
J
h
規
定
の
削
除
の
条
頃
に
つ
い
て
述
、
へ
た
い
ロ
韓
川
の
法
律
で
は
、
久
性
の
六
ヶ
月
間
の
什
婚
禁
H
期
間
の
胤
{
疋
を
設
け

て
い
る
が
、
そ
れ
は
前
後
の
結
婚
の
時
期
が
近
い
場
合
、
出
生
し
た
千
の
父
の
比
ど
に
疑
惑
が
ヰ
じ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
。
従
来

か
ら
、
こ
の
規
定
の
必
要
件
に
つ
い
て
学
者
の
聞
で
論
議
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
c

そ
の
た
め
、
こ
の
川
尻
ど
の
実
効
性
が
な
い
こ
と
、
担
蹴

疋
技
術
の
琵
淫
で
必
要
性
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
理
山
に
よ
り
削
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

嫡
出
青
山
路
制
度
の
調
撃
も
改
正
き
れ
た
コ
此
畑
山
以
u
認
の
訴
え
は
父
だ
け
が
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
、
提
訴
期
間
も
山
生
を
知
っ
た
日
か
ら

午
以
内
に
制
限
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
憲
法
裁
判
所
で
、
こ
の
提
訴
機
関
が
あ
ま
り
に
も
短
く
、
父
の
人
品
川
権
・
幸
福
権
追
求
権
等
が

侵
宰
い
さ
れ
る
と
い
う
憲
法
不
合
致
決
定
(
一
九
九
ヒ
午
二
月
二
ヒ
日
)
が
卜
さ
れ
た
c

こ
れ
を
受
け
て
、
提
訴
期
闘
を
、
仙
畑
山
台
認
瑚
由
を

知
っ
た
日
か
ら
一
年
以
内
、
山
川
生
し
た
円
か
ら
有
年
以
内
に
延
長
す
る
こ
と
と
な
っ
た
っ
ま
た
、
犬
だ
け
が
提
訴
で
き
る
の
は
夫
婦
干
等
の

理
念
に
合
わ
な
い
た
め
、
夫
だ
け
で
な
く
安
も
提
訴
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
υ
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最
後
に
、
扶
廷
相
続
分
制
度
が
新
設
さ
れ
た
。
共
同
相
続
人
の
実
質
的
均
等
を
閃
り
、
家
族
関
係
に
お
け
る
他
人
ム
な
悩
伯
飢
を
確
立
す
る

た
め
に
、
相
当
期
間
同
円
を
し
、
被
相
続
人
を
扶
養
し
た
存
続
人
に
対
す
る
扶
安
料
を
T

札
制
以
上
負
組
し
た
存
続
人
に
は
、
固
有
心
仔
続
分
の

4
剖
を
加
持
す
る
制
度
を
新
設
す
る
と
い
っ
た
改
け
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

(
六
)
女
性
企
業
支
援
に
関
す
る
法
律

品
役
に
、
久
性
企
業
支
援
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
コ

I
M
F
以
内
恨
の
構
造
調
繋
過
程
で
久
性
が
一
時
に
調
整
対
象
に
な
り
、

ま
た
女
性
労
働
力
が
非
H
規
職
化
さ
れ
る
と
い
う
現
象
が
顕
告
に
児
ら
れ
た
。
企
業
は

k
性
職
種
や
久
性
部
署
の
廃

U
、
女
性
中
心
の
轄
瓜

雇
用
を
行
っ
た
後
、
再
び
必
要
に
な
っ
た
人
材
を
柔
軟
性
が
あ
り
賃
金
の
低
い
派
遣
職
・
契
約
職
等
と
し
て
採
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
じ

金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

こ
の
よ
う
に
久
性
の
就
業
環
境
が
非
品
に
不
安
定
に
な
っ
一
て
い
る
中
、

一
九
九
九
年
二
月
石
川
円
に
「
女
性
の
企
業
支
仮
に
関
す
る
法
律
」

が
制
長
ご
れ

一
九
九
九
年
六
月
一

H
よ
り
施
行
さ
れ
た
。
同
法
は
、
女
性
の
企
業
の
活
肋
と
女
性
の
創
業
を
積
極
的
に
支
援
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
経
悩
閉
鎖
域
に
お
い
て
男
女
の
実
質
的
な
ギ
行
を
図
る
と
ー
と
も
に
、
女
性
の
経
済
活
動
を
向
卜
さ
せ
、
国
民
全
体
の
経
済
発
展
に
寄

守
す
る
こ
と
を
月
的
と
し
て
い
た
c
そ
し
て
、
同
及
び
地
方
白
治
体
は
、
女
性
の
創
業
と
久
性
企
業
の
企
楽
活
動
を
促
進
す
る
た
め
に
資
金

人
材
・
情
報
・
技
術
・
敗
路
な
ど
の
分
野
に
お
け
る
総
ム
門
的
な
支
援
と
事
業
活
動
機
会
が
均
せ
に
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
努
ハ
バ
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
-

こ
の
法
律
の
、
土
な
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

-
中
小
企
業
庁
は
公
共
機
闘
に
よ
る
女
性
の
企
業
に
対
す
る
不
合
理
な
茅
別
的
慣
行
や
制
度
の
足
H
を
要
請
で
き
る
ロ

中
小
企
業
庁
は
何
年
女
性
企
業
の
活
動
促
進
に
関
す
る
茶
木
計
向
を
樹
I

止
す
る
。

-
公
共
機
関
は
、
女
性
企
業
が
生
崖
す
る
物
品
の
購
買
を
促
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
υ
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同
、
地
方
自
治
体
は
企
業
に
対
す
る
資
金
主
援
に
お
い
て
女
件
企
業
を
優
遇
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-
神
国
久
性
経
尚
人
協
会
を
設
立
し
、
久
性
企
業
総
合
支
流
セ
ン
タ
ー
を
設
問
す
る
。

ーふ
i師

以
上
、
幹
国
の
女
怜
政
策
の
巾
心
と
な
っ
た
法
案
を
ま
と
め
て
み
た
。
こ
れ
ら
の
法
案
で
児
ら
れ
る
よ
う
に
、
従
米
の
儒
教
的
伝
統
が
多

く
組
み
込
ま
れ
て
い
た
法
律
は
、
こ
の
一
連
の
法
律
の
改
正
に
よ
っ
て
、
大
き
く
変
科
し
た
c

女
作
が
不
利
に
な
る
よ
う
な
法
律
か
ら
、
現

よ
り
干
等
的
な
観
点
を
用
い
た
法
律
へ
と
交
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
法
律
を
背
景
に
、
女
性
政
策
は
民
出
し
て

十
ず
で
は
、

い
く
の
だ
が
、
政
策
の
許
細
は
以
下
で
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
c

そ
の
前
に
、

k
性
部
の
成
立
至
る
ま
で
の
経
緯
を
検
討
し
た
上
で
、
具
体
的
な
政
策
の
議
論
へ
と
移
一
口
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一
女
性
部
に
ふ
土
る
豚
史
的
背
呆

緯
凶
に
お
け
る
最
初
の
ジ
ェ
ン
ダ

l
政
策
は
一
九
州
六
年
に
さ
か
の
ぼ
る
υ

ア
メ
リ
カ
の
軍
ポ
政
府
が
、

九
凶
六
年
に
「
イ
十
女
同
」
を

設
け
、
以
い
の
三
つ
の
責
任
を
守
え
た
。
(
)
什
会
的
、
経
済
的
、
政
治
的
、
文
化
的
ア
リ
ー
ナ
に
お
け
る
女
性
の
地
位
の
改
昔
、

rm」

そ
し
て
ん
片
件
の
稿
利
の
改
善
に
関
す
る
提
案
、
こ
の
二
つ
の
責
任
、
で
あ
る
c

女
性
の
地
件
と
福
利
に
関
す
る
統
計
の
集
計
、
( 

) 

こ
の
後
、
女
性
に
関
す
る
イ
ッ
ン
ユ
は
、
保
健
福
祉
部
の
管
轄
「
に
置
か
れ
た
。

一
九
八
口
一
年
ま
で
は
、
ン
コ
ン
ダ

l
政
策
は
、
特
定

の
久
性
(
久
性
労
働
者
、
好
師
、
売
春
婦
)
に
対
し
て
し
か
適

U
き
れ
J

な
か
っ
た
-
い
い
か
え
れ
ば
、
政
府
は
、
久
性
の
般
的
ニ

l
ズ
に

取
り
締
ま
ず
、
女
性
の
地
位
を
改
苦
さ
せ
る
体
系
的
な
社
両
に
打
ち
込
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
九
七
五
午
、
メ
キ
ン
コ
・

シ
テ
ィ
で
開
催
さ
れ
た
第
四
女
性
に
悶
す
る
川
際
会
議
を
契
機
と
し
て
、
権
問
は
女
性
に
悶
す
る
イ
ツ
シ
ユ

1
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と

こ
ぶ
コ
こ
っ

l
ア

J
T

一
九
八
二
年
、
保
他
福
祉
部
管
轄
で
は
な
い
、
独
立
し
た
「
神
国
久
件
発
展
機
関
」
が
設
け
ら
れ
た
υ

こ
の
機
関
は
、
女
性
の
問
忠
に
対
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処
す
る
研
究
機
関
で
、

九
八

4
作
に
は
じ
め
て
女
件
の
発
展
の
た
め
の
計
画
を
提
案
す
る
に
主
る
っ
こ
の
提
楽
で
は
、
二
つ
の
必
要
性
を

提
起
し
た
。
(
ニ
久
性
労
働
力
を
最
大
岐
に
引
用
す
る
こ
と
、

促
進
す
る
こ
と
。
こ
の
二
つ
の
原
用
に
基
づ
く
計
山
を
れ
も
出
し
た
の
で
あ
る
c

そ
し
て
、
同
年
「
火
性
政
策
に
関
す
る
委
員
会
」
を
設
甲
山

)
久
性
の
叶
能
性
を
拡
大
す
る
こ
と

二
)
健
版
的
な
家
族
司
酉
を

し
、
こ
の
計
画
を
韓
国
政
府
に
提
出
し
た
c

こ
の
基
本
計
画
は
、
政
策
と
し
て
支
現
、
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
一
つ

九
八
有
一
九
九

4
年
の
市
1

備
期
間
、
そ
し
て
(
一
)

一
九
八
八
年
の
虚
泰
愚
政
権
則
に
ジ
ヱ
ン
ダ

l
政
策
が
「
政
務
部
第
二
長
一
円
J

苧」

(
r
g
E
Z
E
2
3
0
h
E
Z
E
E
-
レロ
E
E
)

に
よ
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
金
大
中
大
統
領
政
権
発
足
後
の
ん
九
八
年
一
月
一
八
日
政
ー
附
綿
織
法
が
改
け
さ
れ
、
政
務
部

の
段
階
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
υ

(

一)

一
九
九

4
年

二

G
O
O
-年
の
導
入

期
間
で
あ
る
コ

金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

第
二
長
官
官
が
廃
作
さ
れ
、
火
性
政
策
を
専
門
に
旧
引
当
す
る
組
織
「
大
統
領
直
属
女
件
対
別
委
只
九
百
」
が
発
足
し
た
c

さ
ら
に
、
行
政
自
治

部
を
は
じ
め
と
す
る
有
つ
の
部
に
女
性
政
策
担
当
官
五
が
新
設
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
省
庁
と
地
方
f

口
治
体
に
は
女
性
政
依
担
ψ
l
部

宮
を
指
定
し
、
執
行
機
能
を
也
市
き
せ
る
こ
と
と
し
た
コ
こ
れ
に
よ
り
、
久
性
政
策
は
、
女
性
特
別
委
員
会
及
び
地
方
口
治
団
体
が
と
も
に

参
向
す
る
政
策
ー
と
し
て
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
体
系
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
女
性
特
別
委
員
会
の
組
織
は
、
委
員
長
と
常
任
委
員
兼
ポ
務
所
長
芥
名
、
そ
し
て
非
常
任
委
員
一
二
名
子
っ
ち
心
て
職
『
ハ
名
〈
法

務
部
、
行
政
自
治
部
、
教
育
部
、
良
林
部
、
保
険
福
祉
郎
、
労
働
部
の
か
什
次
官
〉
委
託
職
七
名
〈
民
間
専
門
家
〉
)
の
計
一

4
名
で
構
成
さ

れ
て
い
る
コ
事
務
所
は
、
事
務
所
長
の
ド
に
、
政
策
調
整
官
、
協
力
調
整
官
、
尤
別
改
革
口
調
整
(
円
の
一
つ
の
調
整
〕
れ
と
総
務
課
で
憐
成
き
れ
、

職
員
は
川
一
名
で
あ
っ
た
。
政
策
調
繋
宵
は
、
土
に
、
久
性
特
別
委
員
会
の
主
要
業
務
計
四
の
策
定
分
析
、
政
策
開
発
・
研
究
、
同
会
・

政
党
に
関
す
る
事
項
、
広
報
に
悶
す
る
業
務
を
行
、
つ
c

協
力
制
整
官
は
、
久
性
団
体
と
の
協
力
及
び
ー
ペ
媛
、
女
件
発
民
某
金
の
特
理
運
営
、

女
性
の
国
際
協
力
に
関
す
る
業
務
を
行
い
、
差
別
改
善
訓
整
官
は
、
法
制
度
や
打
政
桁
置
、
慣
行
手
に
況
れ
る
女
性
差
別
に
対
す
る
謝
査
及

ぴ
且
E
J
川
業
務
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
コ

北法58(2-:U7)別7



l此

この正久間いいれん'えは、

女
性
地
併
の
同
上
に
尽
力
し
た
が
、

古
川
の
材

地
は
、
一
公
民
会
に
司
法
権
立
法
権
が
な
い
~
}
乙
で
あ
っ
た
。
九
九

。
}附

官
ー
に
制
定
さ
れ
た
同
点
J

反
仏
別
祭
J

打
法
で
世
寸
法
慌
が
認
め
ら
れ
F
4
よ

う
に
な
る
が
、
や
は
り
政
浪
の
実
行
心
・
執
/
行
方
と
い
う
h
d
で
、
州
出

止
し
た
司
法
権
や
リ
法
析
が
間
忠
と
な
り
、
こ
の
間
さ
を
き
っ
か
け

に
r
A
生
部
(
円
木
の
小
い
に
相
当
)
設
訟
が
議
論
弐
れ
、

J

J

 

f
i
¥
{
 

に
技
量
去
、
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
支
性
部
設
置
い
い
主
る
荷
単
た
経
緯
を
去
に
し
て
ぶ
し
て
お
こ

f 

/ 

以
「
、
そ
の
の
九
性
都
内
組
絞
ー
こ
そ
の
エ
士
一
六
献
を
紹
介
す
る
こ
;

日

L
J
7
7
Q
C

告会

~íJ 

ン

ン

ダ
7

政
策
過
程
と
そ
の
共
体
的
政
策

ジ
コ
ン
グ

i
政
策
が
ゴ
ゴ
的
ー
す
る
の
は
、

U
〈
朴
い
の
福
利

lyzー
が
の

一
貨
を
改
葬
す
る
こ
と
で
あ
る
の
大
枠
て
は
、
久
判
的
地
付
ζ

怖
日
引
を

包
括
的
な
川
家
政
策
~
よ
っ
て
以
詳
し
、
ジ
)
一
シ
ダ
ー
の
平
寺
を
泡

J

く
こ
と
に
あ
る
一
{
意
法
上
で
は
、
男
女
山
一
等
は
保
既
に
附
さ
れ
て
い

表女性部に主主る主饗事項

1988午 2n 23 H a 政務部第 J<r{'ii >;右足
管特約範|チ別立大(可制#2403、199u年ぷFj2LJ ) 
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て
、
実
際
の
と
一
一
ろ
は
他
の
出
体
も
そ
の
い
i

い
制
之
さ
れ

る
は
ず
で
あ
る
。
7

J

か、〆、

間
判
官
北
で
は
、

F
ヰ
乃
!
?
れ
岩
下

j
L
I
F
 

C
J
J
2
{
戸
t
J
Z

一が
、
ジ
L

ン
ダ
ー
の

-Y昨
今
を
妨
げ
と
い

る
F

ジ
シ
タ
ー
は
浪
と
は

こ
λ

い
っ
J

ヘ
ジ

L
ダ

l

の
ド
等
の
妨
げ
に
ヘ
品
司
令
法
律
を
、
憲
法
シ
ド
む
に
す
る
こ

と
ご
あ
る
c

ジ
コ
ン
タ
政
策
の
品
川

l

点
を
理
解
す
る
丈
め
に
は
、

相
関
連
の
法
作
の
J

弘
法
混
在
を
し
法
る
こ
と
が
ヴ
宮
市
丸
で
あ
ろ

会 ι~-[l政権における 現代日」レ社会政誌 (3) 

う
?
と
ど
り
点
、
上
記
の
よ
う
に
火
直
問
、
凶
一
の
ム
抗
体
含
ま
と
め

ー
み
た
。
ご
く
一
ン
ダ
ー
の
平
等
に
関
す
る
法
に
は
、
憲
法
、

ヂ
不
拡
弘
法
が
あ
り
、
久
性
心
妻
加
害
旬
市
r
1
1
Q
寸
い
に
は
、
万

働
集
準
法
、
ぞ
し
て
男
女
誕
需
で
い
Ifい
い
が
あ
る
-
ぞ
し
ご

女
性
の
限
利
に
闘
す
る
つ
刊
は
、
性
犯
罪
に
対
す
る
防
止
と

被
市
南
川
省
は
護
法
が
あ
る
そ
れ
や
午
代
艇
に
哀
に
す
る
と

以
上
の
「
て
つ
に
ふ
d

司令
c

本
部

f
は、

回
、
咋
院
な
~
以
来
が
い
カ
な
る
基
本
h
J
F
の

も
と
ご
i

止
策
さ
れ
、

ぬ
行
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
凡
て
い
く

こ
と
に
す
る

L正

表 2 女性関連の法律制定

ICH8.{f7)] 青年法制収

1%つ年 5月 労働完治，J主泊 (/;;性のお31J保税)

19同年 2J] 哲三校法制注

19!jSす H 売伝子|坊ι云の制定

!日目2午ム2月 第一"添族法改止

1977{j--:2，Y 品 目玉二核法改iF

198f一年 5月 シ/グルマザーの児京市叩生IJC二ムのs主11

19S7-{fつ!J 男女1付片、l等法制込
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1991午 1月 k車保iE訟の:::1]定
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199~ 年 8 月 tf5 口男丸!ll¥;I:斗ノ等u、立11
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制ノ丘
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"見

政
策
の
基
本
方
針

ーふ
i師

mu 

政
策
上
の
基
本
的
小
刀
剣
は
、
金
大
中
大
統
領
の
就
伴
演
説
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
「
女
性
の
惟
/
府
保
障
と
能
力
開
禿
の
円
相
械
化
」
、
お
よ

一

間

一

一

肌

一

ぴ
「
家
厄
・
職
坊
・
什
会
で
の
男
女
ぶ
別
の
障
害
の
除
去
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
基
礎
に
、
女
性
特
別
委
員
会
は
、
女
性
政
策
推
進
某
調

を
次
の
と
お
り
に
定
め
た
c

¥ノベ1i」

件
政
依
の
王
流
化

同
八
体
的
に
は
、
女
性
問
題
を
国
家
政
策
領
域
で
核
心
分
野
と
し
て
扱
わ
れ
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

女
性
の
代
表
性
の
向
卜

凶
家
の
発
展
に
男
女
が
同
等
に
参
加
し
責
任
を
負
担
で
き
る
よ
う
に
、
社
会
の
各
分
野
へ
の
女
性
の
代
表
件
を
高
め
る
c

沼〕、 J

女
性
の
統
治
力
の
強
化

知
識
・
情
報
時
代
に
対
応
し
、
女
性
が
国
家
の
重
安
な
人
的
資
源
と
し
て
活
川
さ
れ
る
よ
、
っ
、
久
性
の
経
済
力
を
両
め
て
い
く
こ
と
を

円
楳
ー
と
す
る
。

④
 
女
性
界
と
の
協
心
強
化

各
積
社
会
問
題
の
解
決
に
女
件
が
主
導
的
役
割
を
遂
行
し
て
行
く
よ
う
に
、
女
件
関
係
団
体
芋
と
の
協
h
A
体
制
を
強
化
し
て
い
く
υ

ま
た
、
金
大
山
政
権
禿
足
後
、
大
統
領
職
引
受
委
員
会
が
「

0
0大
同
政
謀
題
」
を
発
表
し
た
が
、
そ
の
う
ち
女
性
政
策
部
門
に
は
以

下
の
一
つ
の
課
也
が
設
け
ら
れ
た
c

男
女
平
等
の
什
会
構
築
と
実
現
の
た
め
の
差
別
的
な
制
度
・
宵
慣
の
改
昔
、
②
女
性
の
一一
層
川
促
進
及
び

F
M山

J

地
候
向
上
、
で
あ
る
c

ま
ず
、
課
題
①
に
関
し
て
は
、
大
統
領
直
属
の
女
件
特
別
委
口
会
を
設
け
、
男
女
共
同
参
加
社
会
の
基
幣
を
構
築
し
、
民
法
(
特
に
存
続

法
)
の
法
令
や
制
度
上
の
男
久
差
別
的
な
内
科
を
是
正
し
、
性
票
力
・
家
庭
暴
力
被
害
相
談
所
の
明
設
及
び
相
談
保
一
説
機
能
の
強
化
し
、
出
力

北法;;8(2' ;-)20) 810 



女
干
等
宵
u

識
を
高
め
る
た
め
の
教
育
広
報
の
強
化
し
、
階
層
別
の
助
成
に
対
す
る
多
憾
な
福
相
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大
に
努
ハ
バ
す
る
こ
と
を
公

表
し
た
っ

川
師
題
去
に
関
し
て
は
、
公
職
等
に
対
す
る
女
性
割
当
制
等
、
女
院
の
社
会
進
山
の
支
援
、
育
児
負
担
緩
和
の
た
め
の
保
育
施
設
拡
充
、
山

崖
休
暇
育
児
休
職
守
、
母
性
保
護
に
伴
う
企
業
の
負
担
を
緩
和
す
る
こ
と
が
従
唱
さ
れ
た
c

付
帯
的
に
は
、
医
療
保
険
、
そ
し
て
雇
用
保

険
で
の
一
郎
負
担
を
佐
逆
、
久
性
の
山
川
雇
川
促
進
の
た
め
一一
車
用
保
険
某
金
の
女
伴
内
雇
川
奨
励
金
の
拡
大
、
公
共
訓
練
機
関
に
お
け
る
女
件

訓
練
牛
の
比
半
を
向
上
、
女
性
の
能
力
開
発
の
機
会
の
舷
大
、
積
額
的
な
久
性
一一
展
川
策
の
開
発
、
夜
間
や
休
け
勤
務
余
止
等
の
過
保
護
規
定

を
労
使
及
び
女
性
川
体
の
意
見
を
徴
収
し
て
お
こ
な
う
合
理
的
調
整
な
ど
を
約
束
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
い
っ
た
廿
柄
本
方
引
の
卜
、
女
性
政
策
に
闘
す
る
計
画
を
、
女
性
発
展
基
本
法
に
基
づ
き
、
五
年
ご
と
に
後
定
す
る
よ
う
に
規
定
さ
れ

金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

た
。
「
第
次
女
性
政
策
甘
柄
本
計
画
」
(
九
九
八
作
二

0
0
一年

l

)

が
策
忘
さ
れ
た
っ
ぷ
木
計
画
の
件
防
相
は
、
「
社
会
全
般
の
女
件
発
展

を
促
進
す
る
た
め
の
政
府
の
施
策
方
向
と
そ
の
内
容
を
含
む
総
合
的
な
企
阿
で
あ
り
、
今
後
石
年
間
、
政
1

仙
川
の
女
性
政
策
は
基
本
司
阿
を
基

に
、
各
省
片
岡
の
述
婦
に
よ
っ
て
一
以
件
を
も
っ
て
位
進
さ
れ
る
c

甘
柄
本
計
四
は
政
府
の
ふ
王
省
庁
が
参
加
し
て
樹
守
さ
れ
る
国
4

ぶ
司
阿
で
あ

り
、
地
方
自
治
体
で
も
基
本
計
画
に
基
づ
き
年
度
別
施
行
司
両
を
後
定
・
施
行
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
じ

こ
の
慕
本
訂
両
で
は
、
金
大
巾
発
足
当
時
の
大
統
領
引
受
委
口
会
で
発
表
さ
れ
た
課
題
を
よ
り
拡
張
し
、

一
O
大
政
策
課
題
(
一
六
ハ
の

制
部
課
題
に
構
成
)
を
設
け
て
い
る
。
そ
の
課
題
は
以
卜
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
①
社
会
全
般
の
性
差
別
的
な
法
制
度
及
び
意
識
の
改
苔
、

③
政
策
決
定
過
程
へ
の
女
性
の
参
加
、
公
屈
用
機
会
均
等
基
線
の
碓
守
、
併
女
性
用
用
の
促
進
、
必
職
場
・
家
庭
両
7
4
1止
媛
体
制
の
碓
?
V
一、

必
久
性
労
働
苫
の
労
働
条
件
改
言
、
ぽ
一
出

M
K平
等
教
育
の
た
め
の
条
件
遺
成
、
⑧
女
作
専
門
人
材
の
積
極
的
な
育
成
、
③
女
件
の
生
源
教
育

支
夜
、

W
A件
の
健
康
治
進
、
出
生
に
係
る
比
七
干
の
不
均
等
解
消
、
⑬
保
育
事
業
の
拡
充
及
び
内
実
化
、
⑬
農
業
・
漁
業
従
事
の
女
性
の
負

伊
緩
和
と
権
益
仲
長
、
(
均
一
要
保
護
女
性
の
愉
付
促
進
、
⑬
高
齢
化
時
代
の
久
性
福
相
促
進
、
谷
女
性
に
対
す
る
暴
力
の
恨
絶
、
ぬ
女
性
の
v止
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"見

化
活
動
の
泊
件
化
、
羽
女
件
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
市
民
運
動
支
夜
、
ゆ
え
件
団
体
活
動
の
l
え
援
、
⑬
女
性
の
同
際
協
力
強
化
、
⑮
川
家
統
へ

の
寄
与

J

、
な
ど
で
あ
る
。

ーふ
i師

一
つ
は
女
性
の
政
治
・
公
職
参
加
の
拡
大
、
今
一
つ
は
そ
し
て
女
院

の
福
相
慕
般
市
拡
大
で
あ
る
c

以
下
、
第
一
節
一
で
女
性
対
別
委
只
会
、
女
性
部
お
よ
び
同
連
機
関
の
組
織
と
経
緯
に
関
し
て
説
明
を
加
、
λ
、

こ
れ
ら
を
整
剤
、
分
類
す
る
と
、
大
き
く
一
つ
の
分
野
と
な
ろ
う
。

第
二
節
一
今
で
は

一
つ
の
分
野
に
お
け
る
具
体
的
政
策
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一
女
性
粘
別
委
員
会
、
女
性
部
及
び
関
連
機
関
一
組
織
と
経
緯

卜
記
の
惨
な
計
画
を
推
進
す
る
体
制
・
財
源
嗣
達
に
つ
い
て
、
述
べ
て
い
こ
う
仁
女
性
発
展
基
本
法
第
八
条
に
は
「
中
央
行
政
機
闘
の
長

と
市
・
道
知
事
は
、
基
本
引
両
に
よ
る
年
度
別
の
施
打
計
画
を
策
定
・
施
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
胤
山
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
基
づ

き
、
市
・
郡
・
区
は
旬
年
二
一
月
末
ま
で
に
市
・
道
に
次
年
度
の
所
位
打
女
性
関
連
業
務
に
関
す
る
施
行
計
阿
案
を
提
山
し
、
巾
央
行
政
機
関

と
市
・
道
は
毎
サ
月
末
ま
で
中
I
該
年
度
の
所
管
女
件
関
連
業
務
に
関
す
る
施
行
計
画
案
を
女
性
特
別
委
員
会
に
提
出
す
る
こ
と
と
な
一
口
て

い
る
仁
女
性
特
別
委
員
会
は
、
中
央
行
政
機
関
と
市
・
迫
が
提
出
し
た
施
行
計
画
案
を
総
折
・
調
整
し
、
同
施
行
計
画
に
係
る
大
統
領
の
示

認
を
経
て
岬
内
定
す
る
。

久
性
発
展
基
本
法
第
八
条
は
、
施
行
令
同
の
樹
?υ
と
と
も
に
、
前
年
足
の
施
行
計
画
の
推
進
状
川
を
点
検
す
る
よ
う
胤
今
ど
し
て
い
る
υ

こ

れ
に
基
づ
き
、
市
・
郁
・
区
は
毎
年
月
中
旬
ま
で
に
同
施
行
給
米
を
山
・
直
に
提
出
し
、
巾
央
行
政
機
関
と
山
・
道
は
毎
年
一
月
末
ま
で

に
前
年
度
の
施
行
計
画
の
施
行
結
米
を
女
性
特
別
委
員
会
に
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
c

他
方
、
女
性
特
別
委
員
会
は
、
中
央
行
政
機

関
と
市
道
か
ら
提
出
さ
れ
た
同
施
行
結
果
を
点
検
し
、
そ
の
給
米
を
大
統
領
に
報
汗
す
る
こ
と
が
安
求
さ
れ
て
い
る
っ
そ
し
て
、
中
央
打

政
機
関
と
市
・
道
は
施
行
計
画
の
策
定
・
施
行
の
た
め
に
当
該
機
関
に
久
件
政
策
関
連
の
協
力
部
署
を
指
4

・
運
営
す
る
こ
と
と
き
れ
て
い
る
。
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久
性
政
策
に
か
か
る
財
源
の
調
達
は
、
主
に
凶
の
般
会
計
、
特
別
会
計
(
府
用
保
険
金
、
同
民
年
金
、

ι性
発
展
基
金
せ
)
、
地
方
口

抗
体
の
予
肯
川
な
ど
で
確
保
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
加
え
て
、
女
件
特
別
委
只
会
で
は

九
九
八
汁

一
月
、
久
性
差
別
巾
告
セ
ン
タ
ー
を
開
所
し
た
。

一雇
用
や
教
育
、
財
貨
、

施
設
、

サ
ー
ビ
ス
等
に
お
け
る
差
別
、
職
場
に
お
け
る
セ
ク
ン
ユ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、

そ
の
他
久
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
山
に
し

た
菜
別
に
闘
し
、
米
所
キ
電
話
に
よ
る
相
談
を
受
け
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
υ

開
設
一
ヵ
月
後
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
相
談
件
数
の
五
割
ぐ
ら

い
が
早
用
卜
の
業
別
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
c

ノ

L

J

た
だ
、
久
性
部
成
立
一
年
後
に
は
、
虚
武
鉱
政
権
が
花
見
し
た
た
め
、
ル
民
性
部
の
本
格
的
な
れ
勤
は
一

0
0一
一
年
の
市
川
武
絞
政
権
か
ら
と

い
え
よ
う
c

金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

久
性
特
別
委
員
会
か
ら
女
性
部
へ
と
い
う
組
織
の
流
れ
と
は
達
、
っ
と
こ
ろ
で
、
女
件
問
題
や
女
件
の
発
展
に
つ
い
て

MmMし
て
い
る
機
関

は
、
神
国
久
性
刷
発
院
で
あ
る
υ

同
院
は
、
女
性
禿
展
某
本
法
制
定
以
前
の
九
一
八
一
年
四
月
に
設
す
さ
れ
、
女
性
問
題
に
関
す
る
調
査
研

究
、
女
怜
の
能
力
開
刊
誌
の
た
め
の
教
育
訓
料
、
久
性
活
動
に
対
す
る
ト
ベ
援
な
ど
の
業
務
を
効
ヰ
的
に
遂
行
す
る
こ
と
で
、
女
性
の
社
会
参
加

及
び
悩
祉
の
増
進
に
寄
守
す
る
こ
と
を
リ
的
と
し
て
い
た
c

研
究
本
部
で
は
、
法
制
及
び
政
治
に
関
す
る
研
究
、
教
育
改
び
主
化
に
闘
す
る

研
究
、

一層
川
及
び
女
件
関
辿
統
計
に
関
す
る
研
究
、
過
程
及
び
相
祉
に
関
す
る
研
究
、
カ
什
種
セ
ミ
ナ
ー
の
出
催
守
、
事
業
木
部
で
は
久
性
の

意
識
能
力
開
発
の
た
め
の
教
育
、
丈
化
活
動
の
1
4
接
、
久
性
団
体
の
連
携
1
4
援
、
同
際
協
力
・
情
報
交
流
等
、
情
報
資
料
部
で
は
、
久
性
問

題
に
関
す
る
山
版
物
、
映
像
資
料
の
制
作
、
国
内
外
資
料
の
収
集
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
悶
死
等
を
行
っ
て
い
る
。

一
女
件
の
政
治
参
加
促
進
の
施
策
女
性
の
代
表
件
向
上
の
た
め
の
女
性
の
政
治
・
公
職
参
加
拡
大

(
二
次
世
代
久
性
指
導
者
育
成
の
た
め
の
「
久
了
大
学
生
キ
ャ
ン
プ
」
お
よ
び
強
化
教
育
五
施
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"見

「川

久
件
政
治
家
養
成
の
取
り
組
み
が
、
政
党
、
女
性
同
体
、
地
ん
議
会
な
と
に
よ
っ
て
、
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
。
心
民
件
の
政
治
参
加
の

た
め
に
は
、
成
人
女
性
を
対
象
に
、
女
性
指
導
者
育
成
だ
け
で
な
く
中
長
期
的
な
机
野
を
も
ち
な
が
ら
、
多
様
な
分
野
の
下
備
久
性
指
導
者

ーふ
i師

を
義
成
す
る
こ
と
が
再
製
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
。
特
に
次
世
代
女
性
指
導
者
を
存
分
野
に
進
出
さ
せ
る
た
め
に
進
路
指
導
を
行
う
施

策
が
設
け
ら
れ
て
い
る
じ

こ
の
た
め
、
「
次
世
代
女
件
指
導
者
育
成
の
た
め
の
久
チ
大
学
生
キ
ャ
ン
プ
」
が
二

0
0
0年
か
ら
実
施
さ
れ
、
金
大
中
政
梓
の
末
期
に

は
一
立
の
市
・
道
で
六
九
六
人
の
女
性
が
参
加
す
る
ほ
と
に
な
っ
て
い
た
。

K
了
ト
人
リ
与
止
の
キ
ャ
ン
プ
の
リ
的
は
、
久
了
大
リ
4

子
生
に
「
久
性
ー
と
牡
九
百
」
に
対
す
る
認
識
と
政
治
意
識
提
起
の
機
会
を
提
供
し
、
政
治
決

定
過
梓
に
参
加
で
き
る
よ
う
育
て
上
げ
、
そ
の
指
導
力
を
発
祥
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
円
的
に
推
進
さ
れ
て
い
る
c

こ
う
い
っ
た
リ
探

を
掲
げ
な
が
ら
、
各
山
道
が
王
体
と
な
り
自
発
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
久
性
大
学
生
キ
ャ
ン
プ
の
実
施
状
況
を
以
下
の
去
で
ま
と
め
て
み

事一、ロ

え
しま

た
、
こ
う
い
っ
一
た
「
次
世
代
女
性
指
導
者
育
成
の
た
め
の
女
子
大
学
生
キ
守
ン
ブ
」
教
育
が
、
キ
守
ン
ブ
終

f
後
も
途
絶
え
ぬ
よ
う
に
、

「
広
了
ト
八
牛
キ
ャ
ン
プ
強
化
教
育
」
を
一

0
0
一
年
か
ら
実
施
し
て
い
る
c

こ
の
キ
ャ
ン
プ
は
、
毎
年
二
月
末
に
ソ
ウ
ル
女
性
プ
ラ
ザ
で

一
泊
一
日
で
様
々
な
交
流
や
訓
練
を
集
中
し
て
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

開
催
さ
れ
、

(
二
)
女
性
政
治
参
加
拡
太
の
た
め
の
民
間
協
力
ポ
業
強
化

民
同
分
野
と
の
協
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
強
化
を
通
し
た
ん
民
性
政
策
の
効
果
的
推
進

h
案
の
っ
と
し
て
、
久
性
部
で
は
二

0
0
一
年
か
ら
本

格
的
に
民
同
部
門
と
の
共
同
協
力
事
業
を
実
施

L
、
二
0
0
三
年
で
は
、
企
画
科
誕
の
一
つ
と
し
て
「
女
性
の
政
治
参
加
拡
大
」
事
業
を
構

見
ノ令、、

。
の
事
業
を
支
援
し
て
い
る
ロ
事
業
内
容
は
以
卜
の
通
り
で
あ
る
。
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会 ι~-[l政権における 現代日」レ社会政誌 (3) 

表 3:年度別教育人数
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表 5:事業名
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政
治
f
J
g

お
け
る
女
性
の
代
表
性
向
上

II:i当日お (2';:;2日)只行

。

一
月
、
政
民
法
改
正
に
】
仇
ペ
て
各
政
究
は
、
国
会
及
び
ι
川・

ヰ
例
代
表
に
ル
片
付
を
=
〈
J
%
以
一
打
捺
す
ム
ω
こ

久川郎、 r 久;'1- 1 →害」引)，llíj 、:心{l~_:;、山市斗、山;A斗的情 ~rr 存 ~f，究"者 γ凶

叶
切
付
け
る
剤
、
…
り
4
4
一
て
制
合
坦
一
人
し
た

主
ふ
れ
、
、

以
党
、
民
主
ど
此
凡
打
開
同
連
涼
が

一F1
一
戸
一
に
も
攻
之
さ
れ
、

山
・
道
議
円
以
亡
例
代
表
に
久
性
を
工
川

。一川)百円以下〕に
J9
る
よ
、
つ
に
抱
進
ず
る
こ
と
を

μ尽
に
、
仔バ一
J

+

ぜ
T

J

7

J

J
ふ

1
4

一一工、

守
づ
9川
炉

}

ぷ

/

問

h
l
M
L
i

-
人
い
二
人
白
九
位
を
人
日
め
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
規
定
を
設
け
た
っ

事

}

、

ηノ

い
っ
た
想
定
を
議
反
し
た
際
に
は
、

{
快
訪
者
名
時
河
川
市
γ
引
を
選
挙
待
攻
委
員
会

いが
ι
t
u
す
る
こ
と
が
で
き

女
性
刻
竹
中
↓
て
制

戸
心
一
戸
三
ど

が
実
口
約
に
効

果
を
E

み
巾
い
い
す
よ
う
に
が
れ
た
の
で
あ
っ
た
ロ

一ハリ
T

九
月
に
中
六
位
さ
れ
た
第
=

こ
L
こ
1
7
1
1

、

」

A
J
i
r
i
し

地
方
選
挙

ー
ご
ノ

l
¥
F
I
 

で
は
、
山
鋼
、
日
一
談
会
比
刈
代
表
の
中
で
f

ハ
L

。/
ノο

L
二
乞
中
肉
付
川
名

を
女
性
が
i
H
め、

引
¥
中
め
っ
!
?
〔

九
九
八
司
の
一

h

z

何
%
に
バ
ベ
大
き
く
崎
町

L
た
の

ま
4

、
政
一
引
の
池
区
候
柿
区
公
践
の
際
に
、

一
円
話
以
!
の
枠
を
久
性
に

山守山り
1
!
と
る
こ
と
に
な

J
J

た
G

し
か
し
、
こ
の
条
取
は
、
紋
月
J

条
J
t
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
と
め
、
実
際
に

で
一
九
九
八
年
と
ほ
ぼ
い
川
じ

山地

-
・
二
%
戸
六
(
リ
ん
れ

m
一
四
お
〉
に
〉
と
ま
る
引
如
来
と
な
一
ノ
た
一
こ
れ
は
、



女
性
が
党
内
の
候
補
者
公
民
の
岩
考
渦
在
で
吋
治
定
し
た
結
果
で
め
る
と
い
わ
れ
て
い
る
勺

; "1 

り
は
庇
委
員
会
の
女
性
参
加
拡
大

宰

444火
付

I

l
l
-
ト

l

九
八
九
州
ケ
り
政
府
内
に
投
出
さ
れ
た
名
妥
員
人
-
山
に
f

メ
牲
の
参
加
公
促

泊
す
る
こ
}
を
目
指
じ
ん
」

J

当
初
の
じ
白
松
は
、

一
C
C
C年
ま
で
に
f
u

〈
件
の
本
/
肝
を
(
判
%

増
加
一
ご
せ
る
こ
と
さ
あ
っ
と
が

一
九
九
玄
年
の

女
性
発
展
基
本
法
」
制
ー
ど
の
際
に
は

こ
の
数
依
を
y

見
に
一
ハ
)
誌
に

F
3
3
1げ
、
一
山
央
お
よ
び
日
F
V
体
に
お
け
る
委
貝
九
百
等
、
政
策

バ
定
通
科
に
関
わ
る
安
門
は
ん
お
な
と
へ
の
女
性
の
参
加
を
け
一
人
ー
一
ヲ
L
L
h
L
め
の
月
案
を
政
詞
}
〆

会 ι~-[l政権における 現代日」レ社会政誌 (3) 

の
で
あ
る
べ

↓
玄
「
以
会
に
お
け
る
反
性
参
此
村
一
ー
へ
は
、
合
大

m
政
権
ー
で
は

M
A以
北
限
〉
ヤ
ザ

cci九
年
山
か
り
{
ゾ
い
一
年
投
¥
川
慌
し
し
、

靖
梼
仰
山
に
取
り

一
心
%
の
出
加
円
椋
を
一

梶
山
ー
な
安
努
を
む
し
た

v

そ
の
丈
め
ぺ

女
性
一
従
属
の
横
!
強
的
な
委
員
会
活
動
ふ
」
主
援
す
る
た

め
、
新
規
参
与
の
久
件
委
員
に
付
す
る
政
資
問
品
川
市
花
力
向
i
の
た
め
の
教
育
己
主
主
施
ー
イ
λ

長

九
九
(

J

年
代
役

rか
ら
の
女
浄
円
参
加
半
を
見
C
み
る
と
、

y
ご
っ
『
U
A

d
v
b
 

万
三
戸
一
と
と
し
た

則
市
J
1
J
{
昨
J
山
で
き
る
し

r心
女
性
の
公
職
込
山
川
の
拡
大

一
九
久
性
採
戸
川
市
リ
ψ

て
制
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峰
同
政
府
は
、
政
策
決
定
過
程
に
お
い
て
女
性
の
代
表
性
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
ま
た
ん
民
性
の
人
的
資
源
を
川
用
し
て
同
家
経

一
九
九
六
年
か
ら
公
務
只
採
川
試
験
に
女
性
採
用
制
り
心
て
制
を
導
入

L
実
施
し
て
き
た
。

凶
力
を
強
化
す
る
た
め

久
性
採
川
訓
り
山
WI
て
制
は
、
女
院
の
参
加
が
苫
し
く
不
足
し
て
い
る
分
野
に
お
い
て
、
ム
円
用
的
に
、
ま
た
法
律
に
基
づ
い
た
参
加
を
促
す

た
め
の
、
代
表
的
桝
胃
と
し
て
一

0
0
一
年
ま
で
に
施
行
さ
れ
た
c

こ
の
制
度
は
、
公
務
員
採
用
試
験
に
お
い
て
相
対
的
に
久
性
合
格
者
が
少
な
か
っ
た
上
級
行
政
試
験
、
外
『
父
官
試
験
、
そ
し
て
七
級
行
政
・

公
安
・
外
務
の
行
政
職
試
験
に
、
岨
用
さ
れ
た
が
、
女
性
合
格
者
の
比
率
が
両
い
九
級
公
務
員
試
験
、
芳
生
本
単
伏
別
に
選
抜
下
{
疋
人
数
が
少
な

い
技
術
職
、
そ
し
て
職
務
の
特
殊
性
で
男
久
区
分
寡
集
が
不
司
欠
で
あ
る
警
察
の
特
殊
部
隊
は
、
適
川
外
ー
と
な
っ
た
。
ま
た
、
選
抜
予
定
人

数
が
少
な
く
、
現
実
的
に
叩
り
巾
I
て
が
難
し
い
一
心
人
本
満
の
採
用
段
位
試
験
も
、
適
川
外
と
な
っ
て
い
る
仁

金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

し
か
し
、
久
性
の
公
職
進
出
の
拡
大
と
地
欣
向
上
の
た
め
、
金
大
中
政
権
十
で
は
、
一
一
川
に
わ
た
り
女
性
採
用
割
り
当
て
制
を
拡
大
し
た
υ

ま
ず
、
当
初
の
一
九
九
八
年
七
月
に
は

調
轄

し

九
級
試
験

k 
t士
採
用
叩
1) 

五五
ι ノL

孟さ

TZ 
-r~ ~JJ 

八

% 

一
0
0
0午
に
は
二
O
%
だ
っ
た
比
古
を
、

一
九
九
九
午
に
一
O
%
に

次
拡
大
実
施
で
は
、
立
怜
採
用
訓
り
点
て
制
採

一
九
九
九
年
四
月
の

用
期
闘
を
一

0
0
0午
ま
で
か
ら
こ
り
の
一
年
ま
で
延
長
し
、
対
象
を
技
術
者
に
ま
で
に
拡
大
、
さ
ら
に
久
性
採
川
叩
り
巾
て
制
比
率
を
、

職
級
別
に
最
高
三
口
%
ま
で
に
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。
以
下
の
去
を
見
て
み
よ
う
。
九
六
年
か
ら
の
一
年
ま
で
に

k
件
合
格
者
の
人
数
が
そ

れ
ぞ
れ
の
試
験
で
増
加
し
て
い
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

二
男
久
均
等
採
用
割
り
当
て
制

二
0
0
一
年
に
は
、
合
格
者
の
数
は
四
一
・
九
%
に
も
及
ん
で
い
る
。

久
性
採
川
前
り
巾
I
て
制
は
、

一
0
0
一
年
末
に
そ
の
適
用
期
闘
が
終
了
し
、
地
行
期
闘
の
分
析
を
恭
に
、
こ
の
制
度
を
い
っ
そ
う
改
芦
・

補
完
し
、
男
女
平
等
を
向
上
す
る
た
め
、
新
し
い
「
男
女
均
等
採
川
訓
り
ψ
l
て
制
」
制
度
が
導
入
さ
れ
た
υ

「
男
女
均
等
採
川
訓
り
ψ
l
て
制
」

は
、
公
務
員
採
用
時
に
、
男
久
間
わ
ず
ど
ち
ら
か
片
方
の
ム
円
情
者
の
北
半
が
一
O
%
未
満
の
場
合
、
合
格
範
同
内
に
該
当
す
る
性
別
の
合
格

北法58(2-329)819



"見

者
を
出
加
し
、
合
格
さ
せ
る
と
い
う
制
度
で
、

二
0
0
二
年
か
ら
二

0
0
七
年
ま
で
の
閥
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
っ
こ
の
制
度
は
、
金

大
山
政
権
末
期
に
導
入
さ
れ
、
そ
の
実
行
は
、
府
武
銭
政
権
に
委
ね
ら
れ
た
υ

ーふ
i師

二
管
理
職
久
性
公
務
員
の
育
成

行
政
白
治
部
と
中
央
人
事
委
員
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二

0
0
二
年
一
一
一
月
と
有
月
に
女
作
公
務
員
に
対
す
る
積
極
的
な
人
事
管
庫
を
重
要
内
存

と
し
て
位
置
付
け
る
方
針
を
ほ
用
し
、
女
性
公
務
只
に
対
す
る
積
椋
的
な
人
雫
管
理
を
し
、
女
性
公
務
員
の
人
事
特
理
指
針
を
改
善
す
る
た

め
の
い
く
つ
か
の
政
策
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
た
c

採
川
、
昇
進
、
教
育
訓
練
守
人
事
制
度
全
般
に
対
し
て
男
女
半
生
?
の
原
即
を
提
示
し
た

指
針
の
施
行
に
よ
り
、
公
職
部
門
に
お
け
る
女
性
人
材
育
成
と
男
女
均
等
の
人
事
制
度
運
営
の
た
め
の
大
き
な
枠
組
み
が
設
け
ら
れ
た
の
で

あ
る
仁久

性
管
理
職
育
成
の
た
め
、

一0
0
一
年
か
ら
女
性
特
理
職
拡
大
五
ヵ
十
計
画
が
実
施
さ
れ
た
。
導
入
時
に
は
、
公
務
只
全
体
の
一
一
一

そ
の
巾
で
五
級
以
卜
の
管
理
職
就
い
て
い
る
女
性
公
務
員
北
半
は

4
・
一
%
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ

八
%
が
女
性
公
務
員
で
あ
っ
た
が
、

二
0
0
四
年
に
は
七
・
五
%
、

一犯」

し
て
一
一

C
C
六
年
に
は
の
の
%
を
リ
様
に
し
た
百
ヵ
年
計
ー
山
が
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
c

の
た
め
、

一
の
ひ
一
年
度
に
は

-4
・
ム
話
、

一0
0
一
年
に
六
・
五
%
、

二
C
C
五
年
に
は
八
・
七
%
、

そ
の
上
、
中
央
行
政
機
関
の
場
台
、
「
一
機
関
、
局
長
・
課
長
級
女
件
管
理
職
人
以
上
」
制
度
を
実
施
、
推
逆
し
た
。
推
進
ん
法
と
し
て
、

五
級
女
性
公
務
員
を
昇
進
対
象
と
し
、
も
し
対
象
者
が
い
な
い
場
合
は
、
他
機
関
か
ら
充
員
す
る
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
た
。

川

管

理

職

k
性
公
務
員
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築

管
理
職
女
性
の
人
材
を
ブ

I
ル

(七。。一)
し
町
民
理
し
な
が
ら
、
機
闘
別
の
人
材
情
報
を
作
成
し
、
女
性
の
昇
進
に
活
用
す
る
こ
と
を
矧

L

て
、
一

-Goof-ハ
灯
に
女
性
公
務
只
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

「
女
性
政
策
特
理
シ
ス
テ
ム
」

の
作
構
築
に
向
け
た
作
業
が
実
施
さ
れ
た
。

そ
し
て
、

一0
0
0年
八
月
日
、
国
家
職
烹
級
以
卜
の
約
七
六

O
人
、
地
方
職
?
ハ
級
以
上
の
約
六
八
八
一
人
の
約
七
六

0
0人
を
対
象

北法;)8(2<叩 ))820
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Z
-

と
し
た
に
デ
l
タ
が
整
備
さ
れ
た
。
行
政
自
治
部
は
長
期
的
な
資
料
謝
杏
や
補
完
作
業
を
お
こ
な
い
、
こ
れ
を
女
件
公
務
只
の
待
川
内
職
進

出
拡
大
や
他
の
人
事
政
策
促
進
の
基
礎
資
料
と
し
て
活
川
す
る

h
針
で
あ
る
υ

石
公
務
員
教
育
訓
練
強
化

男
女
干
等
に
闘
す
る
意
識
転
換
と
女
作
政
策
へ
の
周
解
を
両
め
る
た
め
、
男
女
平
等
意
識
の
独
1
4
課
程
が
設
け
ら
れ
、
教
科
科
月
の
閲

設
が
積
椋
的
に
推
進
さ
れ
た
っ
女
件
出
と
行
政
自
治
部
が
共
同
で
二

0
0
二
年
一
今
月
に
は
男
女
平
手
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
発
普
及

L
、
出
力

女
ヤ
等
教
育
を
効
果
的
に
構
築
し
た
c

金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

そ
の
結
果
、
一

0
0
二
年
五
月
、
中
央
の
教
育
機
関
の
う
ち
国
家
専
門
行
政
出
習
院
に
男

k
半
守
教
育
の
独
立
課
程
が
新
設
・
運
営
さ
れ
、

地
方
レ
ベ
ル
で
は
ソ
ウ
ル
特
別
市
公
務
員
教
育
院
に
「
平
等
意
説
教
育
」
必
程
が
一

0
0
午
に
続
き
再
び
機
能
す
る
こ
と
に
な
っ
た
じ

二
0
0
二
年
度
以
降
も
、
公
務
員
教
育
訓
練
指
針
に
男
女
干
等
玄
識
独
立
教
育
諌
程
の
設
置
と
関
連
教
科
・
利
目
の
編
成
を
勧
汗
す
る
内

行
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

こ
れ
に
加
え
、
行
政
白
治
部
と
女
性
部
は
共
同
で
、
レ
民
性
公
務
員
情
報
不
y
ト
ワ
ー
ク
構
築
を
リ
指
す
べ
く
、
一
の
ひ
一
年
か
ら
「
笹
川
州

職
久
性
公
務
員
の
『
父
流
会
」
を
設
け
、
女
性
学
や
女
性
政
策
、
リ
ー
ダ
ー
ン
ァ
ブ
な
と
の
分
野
で
活
躍
し
て
い
る
学
苫
な
と
を
伯
き
講
義
や

討
論
の
場
を
設
け
、
ネ
ソ
ト
ワ
ー
ク
構
築
を
推
進
し
た
っ
ま
た
、
政
府
巾
央
庁
舎
、
政
府
果
川
市
庁
舎
、
政
府
大
田
山
庁
舎
の
二
つ
の
庁
舎

に
勤
務
す
る
女
性
公
務
口
約
六

0
0
人
を
対
象
に
「
女
性
公
務
只
ワ
ー
ク
シ
ヨ

y
ブ
」
を
開
催
し
、
特
理
職
以
外
の
女
性
公
務
員
の
不
y
卜

ワ
ー
ク
構
築
も
杭
進
し
た
。

六
母
性
保
護
強
化

労
働
慕
準
法
、
男
女
府
用
干
等
法
、

一一
足
川
保
防
法
な
と
に
よ
る
民
同
対
象
の
母
性
保
護
法
の
改
定
で
民
間
企
業
に
お
け
る
女
性
勤
労
者
の

出
産
休
暇
、
育
児
休
暇
制
度
が
改
善
さ
れ
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
公
械
部
門
で
も
民
間
企
業
の
母
件
保
護
政
策
と
の
公
平
性
を
維
持
し
、
{
忍

北法58(2. :-s1) 821 
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隠
と
職
場
が
調
和
的
に
両
立
で
き
る
よ
う
な
勤
務
形
態
を
構
築
す
る
た
め
問
産
休
暇
と
育
児
休
暇
制
度
の
定
者
の
た
め
の
法
制
整
備
が
お
こ

な
わ
れ
た
。

ーふ
i師

具
体
的
に
見
れ
ば
、
一

0
0
一
年
月
一
九
日
の
国
家
公
務
只
法
と
一

0
0
二
年
二
一
月
一
八
日
の
地
方
公
務
員
法
の
改
定
が
、
育
児
休

暇
の
申
請
対
象
と
期
間
を
拡
大
す
る
も
の
と
し
て
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
c

以
前
は
、

一
歳
末
満
の
L
J
供
を
持
つ
公
務
員
だ
け
が
育
児
休
暇

の
中
請
が
可
能
だ
っ
た
の
だ
が
、

そ
の
改
定
後
に
よ
り
、

一
段
十
不
満
の
子
供
を
持
つ
公
務
員
に
ま
で
申
請
範
同
が
拡
大

L
、
好
娠
巾
休
職
を

す
る
こ
と
も
り
能
と
な
っ
た
。
ま
た
、
休
暇
期
間
も
各
斗
J

供
に
対
し
て
一
年
以
内
と
設
定
さ
れ
、
子
供
の
数
と
関
係
な
く
育
児
休
暇
を
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
一
口
た
。

八
八
人
で
対
象
者
の
四
・
八
%
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
、
一

0
0
一
作
度
に
は
、

r

弘

八
T
1
四
人
が
利
用
し
、
対
象
者
の
一
・
一
括
で
あ
っ
た
の
を
見
る
と
利
用
者
は
恕
忘
さ
れ
た
ほ
ど
増
え
な
か
っ
た
っ

二
0
0
一
年
度
の
時
点
の
、
育
児
休
暇
利
用
者
は

二
O
O
一
年
一
月
一
九
円
の
国
家
公
務
員
法
と
一

0
0
一
年
二
月
一
八
円
の
地
方
公
務
員
法
、

一
O
O
一
午
一
月
二
六
日
の
公
務
員
子

中I
て
等
に
関
す
る
規
定
改
定
は
、
育
児
休
暇
期
間
の
号
体
昇
給
反
映
ー
と
育
児
休
暇
手
当
て
支
給
に
関
す
る
胤
之
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
。
以

前
の
凶
家
公
務
員
法
と
地
方
公
務
員
法
の
「
古
氾
休
暇
期
尚
中
五
割
に
つ
訟
中
す
る
期
闘
を
ロ
勺
俸
昇
給
に
反
映
す
る
」
と
い
う
規
定
を
削
除
し
、

育
児
休
暇
期
間
中
の
企
て
が
口
勺
俸
月
給
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、

一
月
に
改
正
宏
ご
れ
た
公
務
員
手
当
て
等
に

関
す
る
規
定
、
地
ん
公
務
員
子
市
l
て
等
に
関
す
る
規
定
に
よ
っ
て
支
給
さ
れ
た
月
一
心
万
ウ
ォ
ン
の
育
児
休
暇
子
斗
て
も
、
継
続
的
に
支
給

一

心

。

作

さ
れ
る
こ
と
と
な
一
口
た
。
育
児
休
暇
問
問
の
け
す
俸
昇
給
認
定
ー
と
育
児
休
暇
子
山
て
の
支
給
等
で
、
経
済
的
負
仰
に
よ
る
育
児
休
暇
川
避
境
象

を
少
し
で
も
緩
和
す
る
こ
と
が
リ
的
と
さ
れ
て
い
た
c

最
後
に
取
り
卜
げ
た
い
の
は
、

二
C
C
一
年
一
心
月
八
円
に
、
巾
央
政
I

仙
川
!
汁
舎
の
職
場
保
育
施
設
の
委
託
運
営
開
始
に
よ
り
、

ソ
ウ
ル
の

巾
央
庁
舎
、
果
川
市
庁
合
、
大
田
巾
庁
全
円
等
一
つ
の
政
府
庁
舎
す
べ
て
に
職
場
保
育
施
設
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

。。
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年
二
一
月
一
円
に
は

九
九
八
作
八
月
に
設
置
し
、
そ
の
後
も
運
営
巾
だ
っ
た
大
間
政
府
庁
合
の
職
場
保
育
施
設
が
増
築
さ
れ
、

よ
り
質

の
両
い
職
場
保
育
叶

l
ピ
ス
提
供
が
始
め
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

四
女
性
の
福
祉
基
探
拡
大

(
二
低
所
何
回
女
件
相
祉
対
策

母
親
ま
た
は
父
組
が
八
段
未
満
の
子
供
を
廷
育
す
る
家
庭
に
お
い
て
、
支
援
基
準
に
該
当
す
る
低
所
得
母
子
・
父
千
家
庭
を
支
淀
川
川
山
本

と
す
る
制
度
が
二

0
0

年
に
設
け
ら
れ
た
。
よ
援
基
準
と
し
て
、
凶
人
家
族
で
所
初
が
一
一
心
万
ウ
ォ
ン
以
下
と
設
定
さ
れ
た
。
金
大
巾

金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

政
権
の
末
期
の
二

0
0
一
年
度
に
は
、
母
L
J

・
父
了
家
庭
九
一
今
二
七
七
世
帯
(
二
四
六
二
四
一
人
)

r

鴻

生
活
保
障
手
当
て
対
象
を
除
く
と
刊
一
九
四
川
引
が
こ
の
l
え
援
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
う
ち
国
民
基
慌

が
支
援
を
受
け
、

1
4
援
内
容
に
は
、
在
宅
保
護
と
施
設
保
護
の
二
つ
が
あ
る
が
、
ま
ず
、
在
宅
保
譲
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
在
毛
保
護
に
は
以
下

の
内
容
が
含
ま
れ
る
c

①
子
供
の
山
一
7
費
支
援
、
ヘ
岱
養
育
費
支
回
世
、
③
い
伺
祉
資
金
融
資
、
一
位
、
水
久
賃
貸
住
宅
入
早
川
支
援
。

mw一
に
関
し
て
は
、
低

所
得
母
子
父
千
家
庭
の
中
学
生
及
び
高
校
生
を
支
援
す
る
内
容
で
あ
り
、
必
は
低
所
得
母
子
・
父
千
家
庭
の
六
歳
未
満
の
子
供
に
対
す
る

養
育
費
を
文
媛
す
る
も
の
で
あ
る
。
③
は
、
低
所
得
母
L
J

・
父
了
家
庭
一
山
帯
あ
た
り
一

4
0
0一
万
ウ
ォ
ン
以
内
の
福
祉
資
金
を
年
利
四
%

(
同
定
金
利
)
、

五
年
支
払
い
を
据
え
置
き
し
、
分
割
償
還
を
条
件
に
融
資
し
て
、
支
回
向
す
る
内
科
で
あ
り
、
も
ノ
は
、
住
居
が
な
い
低
所
得

母
千
・
父
子
家
庭
の
住
早
川
安
定
を
支
援
す
る
た
め
地
方
自
治
団
体
で
特
理
し
て
い
る
、
水
久
賃
貸
住
宅
の
定
量
を
、
母
千
・
父
子
家
庭
に
優

先
的
に
供
給
す
る
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
る
ロ

他
ん
、
施
設
保
護
と
し
て
、
①
母
了
保
護
施
設
、
ヨ
母
丁
目
i

リ
施
設
、
③
母
子
時
保
護
施
設
、
⑨
未
婚
母
施
設
、
⑤
養
育
す
る
未
婚
母

の
た
め
の
中
間
施
設
(
神
国
語
で
は
中
間
の
家
と
称
き
れ
て
い
る
)

と
い
っ
た
支
援
も
椛
り
込
ま
れ
て
い
た
ロ
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①
は
、
住
居
が
な
い
低
所
得
母
子
父
L
J

家
庭
に
対
す
る
生
川
保
護
と
ロ
ー
止
慕
盤
の
た
め
母
了
・
父
了
保
護
施
設
を
設
置
運
営
し
て
い

る
。
保
設
期
間
は
、
原
則
と
し
て
一
二
年
以
内
で
あ
る
が
、
延
長
が
必
安
で
あ
る
と
認
定
き
れ
た
場
合
は
、

ーふ
i師

四
九
世
帯
が
支
援
考ト

メ"〉乙
け年
亡を
い三単
る勾{止

と
し
て

"え大

年
間

延
長
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
c

一
C
C
一
汗
の
は
じ
め
に
は
川
口
約
所
で
一

必
)
は
、
母
子
保
護
施
設
に
在
性
で
き
る
期
間
を
過
ぎ
た
母
千
家
庭
で
日
立
準
備
が
未
だ
不
十
分
だ
と
認
定
さ
れ
る
家
庭
と
、
住
居
が
な
い

低
所
得
母
L
J
家
庭
が
日
リ
基
幣
を
作
る
た
め
、
ほ
丁
目
烹
施
設
の
設
置
と
運
営
を
J

止
め
た
も
の
で
あ
る
υ

保
護
機
関
は
原
則
と
し
て
三
年
で

あ
る

が

延
日長
箇 が
PiI 必
に要
J、で
ーあ
IU る
情と
治す認、

支 ど
援さ
をれし
受た
け J品
て合
し、 lこ
る与は

一
年
半
欣
で
最
大
二
年
間
延
長
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
c

二
0
0
三
年
の

初
め
に
は
、

③
は
、
配
偶
者
の
物
理
的
精
神
的
虐
待
に
よ
っ
て
子
供
の
健
全
な
養
育
と
母
親
の
健
康
に
支
障
が
で
て
い
る
叫
能
件
が
あ
る
と
認
定
さ
れ

る
ほ
剥
と
L
J

供
の
た
め
、
母
L
J

時
保
護
施
設
を
設
置
・
運
併
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
保
護
期
間
は
六
ヶ
月
以
内
だ
が
、
必
要
に

戸別

一
四
筒
所
で
川
五
九
人
が
文
援
を
受
け
て
い
る
υ

U
じ
て
一
今
一
ヶ
月
の
範
囲
内
で
延
長
で
き
る
コ

一
G
O
T
-年

l

皮
初
め
に
は
、

M
W
一
は
、
本
婚
の
女
怜
が
好
娠
し
、
ま
た
は
出
応
を
す
る
場
合
に
、
安
全
に
分
娩
し
、
健
康
を
回
復
す
る
ま
で
保
護
す
る
こ
と
を
リ
的
に
未

で
あ
る
。

ー
ハ
ヶ
月
以
内
で
あ
る
が
、
必
要
に
応
じ
て
六
今
月
の
範
凶
内
で
延
長
が
可
能

(
湘
)

〈
〉
箇
所
で
ニ
じ
七
人
が
支
援
を
受
け
て
い
る
。

婚
ほ
施
設
を
設
置
・
運
営
す
る
こ
と
で
あ
る
じ
保
護
期
聞
は
、

一
C
C
一
作
初
め
に
は

ゆ
一
は
、
斗
J

を
発
育
す
る
こ
と
を
決
今
ど
し
た
未
婚
母
が
地
域
社
会
で
牛
活
で
き
る
よ
う
中
間
施
設
を
設
置
・
連
常
す
る
こ
と
を
が
す
。
保
議

期
間
は
一
年
以
内
で
あ
る
が
、
必
要
に
応
じ
て
一
二
う
け
の
範
凶
内
で
狂
長
が
可
能
で
あ
る
。

戸別」

支
援
を
受
け
て
い
る

二
C
C
二
年
初
め
に
は
、

川
箇
所
で
五
心
人
が

一
一
)
女
性
障
究
者
福
相
サ
ー
ビ
ス
提
供
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久
性
障
害
者
の
福
祉
促
進
の
た
め
九
九
八

T
4月
か
ら
八
土
凶
の
障
害
者
稿
祉
施
設
を
対
象
に
女
性
障
合
者
の
相
談
山
手
と
休
憩
4

主
を
運
営

し
、
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
主
に
以
卜
の
よ
う
な
内
作
と
な
っ
て
い
る
。
①
L
A
件
怖
い
エ
ロ
者

るキ11
お談
見室
台の
い運
行 営
事 j
1w (2) 

!w女
と性

結幸
町， ， 
必 者

刊誌

25 
性 琵
障直

Eき
湾、 一三

11"- (.¥ 
八 、ニノ

ム臣
ノY う"

lbA 
市性

主E
7号
75μの
そ J 家

ペム 事
l，!.)炉

開量
九 J巴
よ V大

目聖
院長
τ 、

苫 cT:
干高示
布1 ~骨
施ム
設 性
に|草
お害
い苔
てに

1') 
女す

性
障
害
者
に
対
す
る
社
会
的
采
別
と
不
当
な
対
応
の
巾
告
が
川
能
と
な
り
、
相
談
・
指
導
を
お
こ
な
う
υ

③
は
、
ん
民
件
障
害
者
が
自
分
の
問

題
を
一
口
ら
で
解
決
で
き
る
よ
う
に
方
向
づ
け
る
べ
く
、
議
論
を
お
こ
な
っ
た
り
、
外
部
専
門
家
を
朝
刊
柑
附
し
て
相
談
会
を
刷
催
し
、
加
世
um
救
五

を
提
供
し
、
余
暇
活
動
を
促
す
空
間
を
設
け
る
。
ぽ
は
、
地
域
内
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
拡
大
し
、
既
婚
女
性
障
常
者
に
対
す
る
外
出
補
助
、

家
事
補
助
、
育
児
補
助
を
遂
行
す
る
た
め
の
支
援
を
し
て
い
る

f

家
事
保
母
サ
ー
ビ
ス
は
、
身
の
川
り
の
手
伝
い
、
外
出
補
助
、
掃
除
、
洗

金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

濯
、
料
用
な
ど
含
み
、
ま
た
育
児
補
助
サ
ー
ビ
ス
は
、
山
川
産
別
と
出
産
後
の
育
児
保
護
活
動
が
含
ま
れ
て
い
る
。
④
は
、
女
性
障
害
者
の
結

川
附
窓
が

一
般
久
性
に
比
べ
て
社
会
的
差
別
に
影
響
き
れ
て
低
い
た
め
、
倍
付
施
設
に
お
い
て
お
見
合
い
や
出
会
い
の
場
所
を
提
供
す
る
こ

と
で
あ
る

0
3は
、
全
国
一
?
ハ
箇
一
昨
に
あ
る
防
出
口
高
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
家
事
ヘ
ル
パ

l
事
業
を
通
じ
て
、
女
性
嘩
究
者
の
妊
娠
、
山
産
、

育
児
、
家
事
支
援
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
じ
こ
れ
は
、
金
大
中
政
権
の
終
わ
り
に
具
体
か
さ
れ
た
も
の
で
、
，
夫
施
は
慮
武
絞
政
権
に
委
ね

し:。

ゐ
A
J
/

( 

) 

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
ヴ
ァ
イ
オ
レ
ン
ス

(
D
V
)
及
び
性
暴
力
防
止

「
性
暴
力
犯
罪
の
処
剖
及
び
被
中
ぃ
者
保
護
等
に
悶
す
る
法
律
」

一
九
九
七
年
一
月
の

「
家
庭
暴
力

(
D
V
)
犯

一
九
九
四
年
一
月
の

罪
の
処

イ勾2三
寸ナ

関
す
る
特
例
I士
」

「

本

厄
暴
力
防
止
と
被
害
者
保
護
夕立
寸

関
す
る
法
律
」

の
制
ど
は
、
家
庭
暴
力
・
件
暴
ハ
バ
に
対
し
て
、
回

家
が
介
入
・
予
防
す
る
人
権
保
護
の
環
と
し
て
依
田
刊
け
ら
れ
た
コ
こ
う
い
っ
た
法
律
制
定
と
と
も
に
、
一

0
0
一
汗
皮
女
性
部
の
発
見

北法58(2. :-s:J) 825 



l此

キ
」
契
機
と
し
て
、

J大d
庶
民
耐
力
・
注
総
け
が
符
同
村
会
に
お
け
る
吊
嬰
同
窓
と
し

て
い
ハ
七
だ
い
か
、

足
具
v
h
υ
宇
佐
"
がJ
カ
に
対
す
る
と
会
的
問
題
意
識
は
伯
ま
〉
ぐ
も
、

平
時

J

与
j

J

i

u

子
ち
コ

:
3
、
支

4
2
i
u
ー三、

「
却
ノ
?
ぜ

11斗

q
y
i
r
!
一
司
T
v
h
y
F
レ
ム
ノ
佼
巾
ん
什
川
!
と
や
や
L

。
}附

の
役
割
ド
つ
い
て
認
一
引
酬
を
よ
り
高
め
る
必
史
性
が
あ
ツ
た
。

じ
た
が
ハ
て
、
女
同
暴
力
の
原
川
凶
究
引
ー
と
再
発
防
U

へ

の
い
町
一
策
み
な
と
基
本
的
な
河
辺
に
は
浪
を
集
中
気
せ
、

女
性
暴
力
被
芹
告
の
は
湾
強
化
レ
一
と
も
に
暴
力
の
再
発
効
日
の

た
め
の
じ
九
苫
の
矯
7
1

・
治
療

y
U
ゲ
ラ
ム
の
川
間
代
1

・
4
口
及
が
求
め
ら
れ
た
そ
7
)
げに号
-
H
4
J
防
の
た
め
の
凶
報
と

認
識
改
葬
事
業
に
焦
点
を
あ
て
た
半
川

prm一
政
策
も
と
も
に
げ
証
さ
れ
た
、
そ
の
迫
の

の
と
お
り
で
あ

y
Q
G
(
i
v
k
恰
ト
引
川
急
↑
ハ

w
y
ト
ツ
イ
ン

一y
九
一
ハ
一
の
機
能
強
化
と
認
識
し
反
向
上
、
-
少
W

F

ホ
区
内
黒
み
ん
行
為
者
矯
一
日

治
療
ィ
ノ

U
7
フ
品
ふ
り
調
党
e

普
及
。

ぃ〕の
f
K没
山
系
ι
円
心
電
話

1

二一
1

八六
L

は、

月

危
機
内
状
況
ト
め
る
女
性
の
た
め

γ
山

九
九
七
年

日
苛
「
つ
支
出
恥
U

止
円
さ
れ
た
も

η
てにあ

7
1
F」

F
J

J

l

j

:

l

:

J

;

i

l

l

ー

一一一六
r

ハ
一
は
、
性
暴
力
や
完
十
立
一
」
、
女
性
開
幕
力
緊

急
小
ツ

p
-
つ
/
ン
ご
あ
り
、

O
N
E

己

r
o
p保
設
制
と
じ
て
一
比
四
人
の
寺
内
戦
只
が
一
四
時
時
体
制
?
被
肖

者
保
護
h

努
め
て
い
る

小
川
一
一
の
家
股
暴
力
行
為
者
矯
正

ロ
グ
ラ
ム
の
問
党
・
告
げ
ル
辻
、
家
庭
累
々
の
恥
品
川
を
昨
ま
え
た
ト

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
c

家
定
暴
力
は
、

そ
の
特
徴
一
、
持
続
的
で
か
う
川
件
付
J

刊
に
ノ
れ
わ
れ
る
似
旬
に
あ
る
バ
そ
の
た

め
、
そ
の
マ
y
u
M
Mぱ
ぴ
区
民
U
U
M
止
の
た
め
に
は
、
将
棋
ん
行
J

バ品川中主

治
鼎
引
が
必
U

一
寸
で
あ
る
h
y

出
J

リ円リ
j

ん
川
小

の
研
究
4
i
ム
を
構
成
し
、
日
端
正
‘
治
療
ブ
ロ
グ
}
フ
ム
の
関
心
?
を
お
こ
な
一
ノ
て
い
る
。
こ
の
「
家
弘
暴
力
わ
い
心
者
紙

Y
L

・
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
九
土
間
保
設
制
祭
郡
山
家
庭
暴
力
相
談
刈
…
で
持
及
し
て
お
り
、
ブ
ロ
ゲ
一
ブ
ム
の
効
恥
的

hjf吐
営
の
た
め
、
デ
ノ
ロ
グ
ブ
ム
終
了
段
、
相
一
夜
尚
一
か
ら
均
一
門
教
育
を
提
仇
す
る
計
闘
も
あ
る
。

表 8: 2002年度女性緊急電話利用数値

ll:i当日お(三日開)只2fi

1没jろ歪肖〉た治市["L; ::;災!日典 /j 出



い
)
川
叫
ιhm

・
山
山
注
に
け
，
J
j
o涼
仏
限
付

l
ピ
ス

一
九
ん
仁
ヰ
カ
ら
、
妊
婦
の
白
f
M
J
P
伎
の
け
H
到
を
た
施
す
る
た
め
、
保
髄
所
へ
の
登
録
制
を
実
施
し
た
。
、
」
の
件
下
坦
ン

ス
テ
ム
で
は
、
定
期
的
な
佐
原
診
断
を
実
捻
L
、
ま
た
お
ヰ
氾
に
対
?
一
ヲ
る
先
六
件
の
呉
υ

吊
検
査
な
ご
ー
も
F

什
い
、
パ
十
問
山
沿
丸
、

ム
レ
療
J
p
v

弓
指
L
、
新
守
け
ん
の
山
人
民
一
J

記
な
と
を
は
存
ず
る
施
策
合
設
け
て
い
る
-

第
一
応

シ
ー
ン
ザ
ノ
!
日
以
後

γ

の

こ
の
リ
刈
一
γ
H
J巾
士

!
?
J
1
9

川市

郊
で
主
レ
八
市
T

ル
バ
係
h

に
お
け
る
方
、
作
の
政
治
心
不
パ
叫
と
経
済
心
不
パ
叫
に
う
い
て
、

手it
~t 

会 ι~-[l政権における 現代日」レ社会政誌 (3) 

い
ど
枚
一
む
し
て
し
く
こ
と
に
す
る

v

次
に
、
第
一
一
節
一
で
、
山
論
調
ト
h

げ
か
ら
l
t
る
門
会
人
i
休
の
持
制
に
つ
し

い
く
こ
と
に
す
る
ひ
こ
の
作
業
に
よ
り
、
金
大
山
政
権
十
て
に
お
こ
な
わ
れ
た
女
怖
の
E
Hち
ゃ
福
サ
の
促
進
を
モ
プ
ト
ー
と

し
ナp

山庄の、ン
J

ン
ゲ

l
政
策
の
批
判
的
検
討
を
試
み
る
c

金
大
ド
政
経
?
E
心
が
け
る
久
件
の
政
治
・

の
政
震
の
批
判
的
検
討

女
妊
の
政
治
参
加
の
状
況

一
一
八
)
(
ハ
一
ヰ
六
月
一
九
の

の
ι間
早
川
小
乞
日
ん
日
同

、
第
一
?
八
代
国
会
議
聞
の
お
っ
ち
、
久
代
国
会
議
員
の
比
京

は
J
4

・
九
%
で
、
女
性
地
十
月
一
お
只
は
一
一

許%J 

と
と;[ヒ: 
J 

=立仁 ♂文

コフ
~， 

てこ

れ ~1 掠

ア
n 
/1一、
:" 
/、
ヱミ
吾輩

凶t

A 
ぴJ

川
門
泥
で
あ
っ
た

第

女
主
当
局
一
苫
の
叱
半
は
一
つ
話
に
湖
一
ざ
ず
、

地
h
H
t
h
ム
旧
作
は
、

も
-
れ
を
ま
と
め
た

J、
σ〉

山
で
ト
め
P
Q
Y

表 9:年度別先天性奨常検査の実績
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}附

表10:15代・ 16代国会議員における女性議員の比較

分野 古文・初子i(16 f-¥:) m倶ヘf• ~~'J 戸"、 1、1ロJイI，i
間 僚 4名 フ名

女性部:::z'~::~' 文化出Jt合sk'i円
1;;;U完;γ1;::"2て7 保健市松:.'il)j三Lて:
保険制社員l長官

目立国初のi<tい国務j詑珂 ijミj!之

回会議員 5.9% 3克

地方談員 全体3.4'?乙 全fふ2.3%
そ円うも そ(/j'うち

:)~J&u.:':% Ji~.:&日 q~ら

lIi.J~在工 2% 土左右占1.6%

1': '[ .$1:[. : tcl-月特別委員会、「ノ内 )1-[(，，:~;白~_: :9%11:; !J...'七:ぷ、IT"!z't:k自できd: 2¥)C2イ小

下 町法つ主引等守が'f'1-~ムコ

以
上
の
数
住
を
凡
る
と
、
一
口
話
キ
立
つ
認
し
ぐ
い
八
七
」
吋
い
り
ψ
!
て
制
ふ
一
混
入
し
て
も
、

]l:i当日お(2-;):安心只2宅

女
性
の
山
選
盗
が
依
然
低
く
、
た
え
な
変
化
会
J

b

h

J

ら
寸
戸
で
つ
な
必
響
力
を
有
さ
な

か
っ
七
こ
と
が
わ
か
。
c

こ
う
い
シ
た
訓
り
中
l
仁
川
引
し
一
い
う
も
の
は

数
値

ノ

、

も

1

1
し
哨
リ
ザ

T
し

と
し
て
の
給
米
え
け
で
一
井
出
す
べ
え
と
も
一
一
円
い
が
た
し
買
が
あ
る

r

一
円
い
換
え
れ
ば
、

こ
ろ
い
つ
七
日
h

当
て
杭
は
、
と
識
の
ふ
ん
化
字
削
叫
す
効
果
も
あ
る
た
め
、

E
仰
い
の
数
値

に
は
王
ら
な
か
っ
た
j

、
の
の

η
政
f

、川y
会
加
が
上
り
身
ル
な
も
も
に
な
る
j
能
汗

は
あ
る
つ

)
f
H
1

性
の
公
職
参
加
の
状
況

ノケ、

職
〈乃

劫

t3 
V、
一戸、
tx' 
性
ぴ〉

め
る

7λ 
ぷぶj

n 

;ま
fjt 
々

j-~三

Jj， 
'r 、

マ]円

<'J 

内
政

U
ム旧

州
刊
の
統
計
年
初

に
よ
る
と
の
つ

午
一
月
末
現
在
、
行
以
部
e

立

、ノ
f、l

ノI¥. i'式
。ノ f
/ο 口い
や.

Ili 百j

めi'1:
¥部
、々，，，:

V 司、 τ丁

)人 D"と〉

つ 'C
()) 

V 女
';;: t主
¥ノ勺、

j]，香

lA5 
/¥ 

つ
/¥、

人
と、

会
公
務
U

けの一一

一一ハロ

川
吋
{
〕

p
h

、バ、

U
ト

!

ノ

古

川

ん

%

で

J
め
ηリ
っ

一(
)
C
0
4
に
比
べ
て

出
一
八
人
情
加
l
て
い
か
一

し
し
記
の
「
で
つ
に

人

γ
ヘ
ド
乙
¥
~
4
ん
か
ん
ケ
司
ご

J
υ
E
R
U
打
見
勺
ぶ

Lツ
市
仁

λ
J
F
u
f
ゎ
H
M

珂
ウ
イ
九
(

久
性
円
一
片
の
品
J
子
陀
ん

拡
大
な
ど
一
い
っ
た
二
亡
、
も
あ
る
が
、
九
八
九
年
の
公
恨
の
男
げ
品
川
八
円
分
募
集
町
削
除
1
、

一
九
九
六
え
か
ら
一
口
門
ノ
一
』
平
の
ん
九
世
ぷ
川

μ俸
制
抱
わ
な
と
や
J

、
政
府
の
政
策

v
」

る
と
い
、
つ
百
も
あ
る
「
ま
た
、
民
間
企
草
川
に
比
べ
、
公
的
機
関
で
は
、
採
川
、
早
寸
紅
、



教
育
訓
練
等
に
お
け
る
ぷ
別
が
比
較
的
少
な
く
、
身
分
保
証
の
面
で
も
安
定
し
た
械
で
あ
る
と
い
う
訟
識
か
ら
、
ル
民
件
の
刷
出
加
に
結
び
つ
い

た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

職
種
別
で
女
性
公
務
只
の
現
状
を
見
て
み
る
と
、
教
育
公
務
員
が
一
六
八
七
四
六
人
で
全
体
の
ム
八
・
ヒ
%
を
占
め
る
。
教
育
公
務
員
は
、

女
性
公
務
員
全
体
の
有
九
・
八
%
を
占
め
る
ι

一
九
級
の
一
般
職
久
性
公
務
員
は
、
六
一
二
六
八
人
で
、
全
体
の
一
般
職
公
務
員
の
二
一

川
)

一
七
・
0
%
を
占
め
て
い
た
。

。
%
を
占
め
る
。
研
究
・
指
導
職
は
七
凶
心
人
で

た
だ
し
、
女
性
公
務
只
の
山
有
vー
を
兄
て
み
る
と
、
定
職
が
四
二
・

% 

一一
展
川
・
契
約
職
が
一
五
・
九
%
と
な
っ
て
お
り
、
特
殊
職
の

場
合
は
、
で
察
・
消
防
職
に
女
性
が
二
四
五
川
人
で
約
一
%
、
外
務
職
ー
と
な
る
と
六
七
人
で
川
・
九
%
、
裁
判
官
・
検
事
で
ん
一
人
で
T

ハ・

F

劉一

一
%
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
c

ハ
%
を
占
め
て
い
た
c

政
務
職
は

一
括
を
山
め
、
立
法
部
・
同
法
部
で
は
、

ー
止
法
部
が
二

金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

二
0
0
七
八
凶
人

所
属
別
に
見
る
と
、
行
政
部
の
女
性
公
務
員
は
、

七

-
八
%
を
占
め
、
可
法
部
で
は
、
久
性
公
務
員
が
一
0
0
七
人
お
り
、

六九 0
人%。
でを

占午
八めに

て一
J¥ ぃ 1

'

同
%たさ{。
を。

占憲人
的 i土 り
て裁う
い叫llJ ち

々河烹

ji E 
/、

ノ、
人
でf

凶

一
八
四
人
中
火
性
が
万
七
人
お
り
、

% 

そ
し
て
巾
央
還
挙
特
洲
委
員
会
に
は
一
八
五

以
上
の
数
怖
を
見
る
と
、
公
職
に
関
し
て
、
教
育
公
務
員
や
般
公
務
員
に
お
い
て
は
、
割
り
当
て
制
の

H
探
で
あ
っ
た
一
今
O
%
を
起
え

て
い
る
か
そ
れ
に
近
い
数
値
が
達
成
さ
れ
、
!
止
法
部
と
可
法
部
に
お
い
て
も
、
同
様
の
結
果
が
出
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
-
だ
が
、

そ
れ
こ

v
;
l
 

対
し
て
、
府
殊
職
で
は
女
性
の
比
泌
が
侭
い
こ
と
が
円
す
っ
。

以
上
の
数
怖
を
踏
ま
、
λ
た
卜
で
、
次
に
川
際
機
関
の
恭
準
を
確
認
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
c

女
作
の

f
ン
パ
ワ

I
メ
ン
ト
を
計
っ
た
一
心

。
。
年
の
川
述
人
間
間
党
報
告
書
(
戸

Z
Z
F
E自
己

2
己
喜
男
空
)
が
出
し
た
報
先
で
は
、

口
の
戸
与
の
-
間
宮
古
。

4
4
q
Eの
戸

F
Z
E
E
-
E
(
G
E
M
)

。
一
カ
川
巾
七
八
位
と
い
う
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
韓
国
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、

の
ス
ケ
ー
ル
で
は
、
韓
凶
は

H
本
、
そ
し
て
ブ
イ
リ
ピ

北法S8(2<s9)忘却



l此

一向ム一

γ
J

よ
り
も
卜
に
一
プ
/
ク
イ
ン
主
れ
て
い
た
の
ご
あ
る
υ

込

}附

二
)
出
力
11
同
の
賞
会
川
市
斗
と
雇
用
均
守

一
九
九
九
竿
j

いは、

ム
糾
れ
が
vhk
治
出
動
人
引
の
凶
f
J
%
を
川
め
、

男
女
居
間
市
平
寺
中
も
設
立
し
、

性
の
経
済
ソ
出
張
も
活
発
に
は
な
っ
て
き
た
っ
し
か
し
、

男
久
の
同
に
は
、

よ
だ
戦
鳴
に
お
け
る
斗
引
や
賃

治
情

L
M
存
十
ず
す
る

v

ぞ
れ
J

を
十
丸
山
で
円
比
一
し
み
よ
う
コ

F)の
デ
マ
タ
か
ら
も
明
ら
か
な

ZFに
、
九
ん
#i
に
J

は
性
の
賃
金
は
出

M
fの
六
川
了
一
%
に
首
ま
っ
て

い
ナ
こ
と
が
わ
か
ゐ
f

マ
つ
い
っ
た
覧
会
科

μ

の
州
自
は

い
く
つ
か

4
え
ら
れ
る
ま
す
、
作
用
に
、
人
的
資
泌
の
資
去
が

f
J
B

ケ
っ
し
r
d
J

ゴ
ド
ー
ヲ
ミ
雀
忍
宇
7

で
¥

ー

〆

L
c
J
1
1
2
J

一
・
一
年
な
の
に
刻
し
て
、
男
性
は

1r )し
む六L
B← 1 

叱 JL
i~ 三年

U 間
h 
(!) 

の
什

i

数
キ
凶
兆
7
也
、
〆
ム
η
九
川
け
が

ョ;
た

九
打
八
九
什
γ

の
芳
f
比
一
育
問
丸
歳
の
労
働
リ
ぶ

J

加
半
を
見
て
み

仁

川

ド

ヰ

L

/
一
が
i
Jスj
N
H
V
/

、A

》

、

品川
υ
戸
レ
一
ノ

ヘ
%
で
あ
る
の
円
対
し
て
、
見
併
は
九
口
出
以

i
に
な
っ
て
い
る
u
f
A
作
が
付
事
を
や
め

る
糾
自
は
山
山
々
ご
あ
る
が
、
結
結
と
谷
与
え
七
人
が
多
い
へ
粘
持
に
伴
う
育
児
な
ど

h
そ
の
升
一
山
の
ひ
と
つ

で
あ
る
~

人
的
資
源
の
資
質

μ
隠
し
て
、
ち
う
一
つ
指
輪
で
き
る
要
丙
は
、

十
，
入
荷
d
L
¥
4
七
む
又
J

7
7
3
1
4
1
J
r「
ノ

ス
土
ル

で
み
め
?
心

以
ー
の
ふ
ム
で
確
認
で
さ
る
よ
λ

ノ
に
、
パ
力
崎
一
の
匹
い

一
気
が
技
術
的
資
格
合
持
っ
て
い
る
の
に
片
し
て
、

女
性
は

九
%
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
)

女
。ノ
" 

表11 年度目j男女の賃金比駁(ウォン、出〕

思; 号j也、?)日合(/¥) 女f二U):);ヨィi;-"(B) B 主

lH日日 討す町はG 17:l:l19 44.9?/，) 

1:)89 603り59 315号~15 υtミιヲメ，ル"" 

199~ 119~S21 C78Tl9 ::1(L8% 

1999 Hi?i1Zlii 1:)(i0098 63.1対

ははとぶ定期亡、Jボ サスコャ合ι
出 Jr~ 方的部、[賃令特 ;'~YP'子~-.4 ¥ 1ζ年皮のデ タキιニヲ[華背1"1-;'/<'
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こ
う
い
っ
た
人
的
資
民
投
資
の
逸
い
は
、

平
心
ん
凡
の
賃
金
の
栴

主
に
影
響
を
及
ぼ
百
二
、
い
る
一
女
作
の
↓
日
行
V

ム
ザ
人
干
の
比
坐
は

官
ー
々
少
じ
が
す
、
ノ
増
加
じ
て
い
る
が

し
か
し
実
際
の
資
格
復
得

の
剖
ム
も
見
て
み
る
と
ま
ど
共
が
ん
さ
い
「

最
役
f
~

雇
用
に
お
け
る
回
ノ
ザ
久
差
に
つ
い
ご
述
、
へ
た
い
。
日
消

主
丸
木
誌
が
札
パ
向
学
者
が
、

賃
主
が
労
働
供
給
と
，
r
M
一
闘
し
え
給
の
相

五
悶
JI

決
ま
る
も
の
ん
げ
よ
一
〕
、

の
格
左
は
ー
品
川
に
ぷ
る

も
の
む
は
な
く
生
庄
作
mに
珪
い
か
ら
中
と
る
も
の
で
あ
る
と
i

会 ι~'[l政権における 現代日」レ社会政誌 (3) 

張
す
る
の
に
対
L
亡
、
制
度
品
川
者
は
、
労
働
市
ぬ
に
は
あ
る
校

川
は
主
別
が
あ
り
、

vw間
供
給
〆
ス
拾
の
祐
川
阿
で
斗
じ
る
も
の

士一「牛戸、
h

、

η
、r
h

枯れヴノ、、

J
一
し
マ
内
企
業
に
山

d

有一一ブ
7
h
v

制
度
前
川
児
む
と
行
為
か

ら
生
じ
る
と
主
張
す
プ
や

ま
丈
、
明
、
金
は
、
多
核
一
な
版
記
ヤ
ラ

ン
ク

T
決
ま
る
と
も
、
i
張
L
て
い
る
。
以

r
の
い
よ
で
[
去
に
み
る

と
、
幹
同
に
お
い
ど
L
も
、
地
問
栓
や
ラ
ン
ク
に
お
け
ふ
兇
瓦
の
主
芹

が
山
町
時
l
h

買
え
る
に

こ
の
デ
ー
タ
を
い
毎
日
す
る
こ
、
小
説
部
門
を
除
け
ば
す
べ
て

の
職
症
で
f

け
へ
吟
の
比
J
!
が
増
加
し
て
い
る
勺

たド日一、

社
会
同
川
肌

九
位
が
高
い
!
と
さ
引
い
る
聴
段
で
は
、
ム
U
へ
性
の
比
率
ば
低
い
状
怒
に

表12:男女教青年数の比較(1的事)

校ア了恨〉 男 J河 、々 判

+Ju 既婚 FTl l ォ、<<u 既婚 /「'k「 t-dA 1F ; i 

小学校 り 3.8 '.l.(; OJi 14丹 ，ヲ .1;， 

中学佼 :j， 9 11 . () A リ1

高校 53.0 B 之 il~. S 61.6 IL 31.7 

今hコ?'，A、 1;:).9 1J.!l つ!日 ?s.") l~.:; 

大干又lまぞれ以! 13. S ム3，1 29υ 1-1，0 12.6 
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未婚 Pi~1 合計 ま姑 飢え古 | 合計

資計保持省 116.0 : '13.5 ワI.D お フ35

資得手も刊にいない 13，0 : 2，/ 12.9 12.G 3刊旬円 。?: つ凶つ]てハ

見習 40.:i : 4"お ~:i ， O 6:;'，4 41ム| ;:i::i.6 
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l此

留
ま
っ
て
い
る
勺
ま
た
、
会
社
い
お
け
る
幹
一
部
や
守
川
町
臓
は
、
は
ー
と
ん
と
男
也

が
l
H
め
て
い
る
結
果
こ
な
一
っ
て
い
る
。
-
て
つ
い
っ
た
戦
桓
や
会
?
で
の
ラ
ン
ク

。
}附

乃半以十占、
f
t

主、

〈

J

l

i

賃
金
力
指
比
に
ト
十
人
さ
九
%
指
令
を
守
え
て
い
る
。

以
ー
の
こ
lζ

を
踏
ま
ん
て
、

UA
壮
い
の
社
会
・
門
前
消
参
加
に
お
い
亡
、
未
だ
に

応
用
は

は
汀
い
カ
た
く
、

そ
れ
に
伴
っ
て
女
性
の
賃
金

T
男
件
の
ハ

。
%
と
い
コ
と
句
会
格
斗
ー
も
存
杭
一
一
ヲ
ア
ヲ
)
と

で
き
る
、
全
1

人
中
山
以
刊
が

強
制
、
に
~
久
性
の
E
1斗
J

は、

世
尺
状
況
や
質
全
の
側
内
か
ら
H
U
F叫
i
y

ま
そ
小
i

ハ
バ
々
で
あ
っ
た
こ
と
が
玲
誌
で
き
る

f

人

、

、
J
i

j
 

金
ト
人
中
政
枯
れ
下
に
お
け
る
神
川
田
川
内
の
女
作
の
政
治
参
加
?
と
経
済
安

昨
の
状
況
に
つ
い
ご
、

叫
が
叶

I
-
h
J
乞
主
に

J

山
間
討
を
、
ぷ
、
主
、
た
コ

v-入
制
弔
問
音
寺
一

主
に
女
自
の
」
但
川
引
い
汁

11G
(
男
女
札
ん
か

ιの
)
引
八
百
以
ー
汗
仙
寺
一
検
討
手

る
こ
と
』
ず
る

一
ム
件
の
社
長
五
山
と
市
祉
ド
対
ず
る
村
会
的
汗
J

仙

ニ
一
三
に
は
、
か
〈
刊
い
の
紅
会
逆
山
川
し
と
福
引
い

H

一

f
m
刈ふ

る
和
会
的
一
行
祉
に
つ
い
て

世
論
認
斉
な
シ
の
デ
i
?
を
明
い
て
険
討
〕
ぐ
い
き
た
い
。
二
こ
で
涜
用
ず
る

デ
l
hア
は
、
韓
間
政
財
絞
イ
刷
局
が

T
T二
皮
行
、
つ
世
論
一
調
杏
」
社
会
税
計
調

人
J
川
村
ぃ

f

己
中
い

家
扶
・
協
一
刊
e

労
働
部
門
〕

の
統
計
一
ア
夕
、
こ
じ
た
い
。
ご
の
続

童話14:男女の職種と tレラんとー構造比較(単位:垢)
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計
は
、
樺
川
の
男
女
一

4
歳
以
上
の
ニ
0
0
0
0
人
を
サ
ン
プ
ル
と
し
た
も
の
で
あ
る
つ
ま
た
、
こ
の
デ
ー
タ
を
仙
う
た
め
、
独
立
謝
査
機

関
で
あ
る

G
A
L
L
U
P
社
の
一
ア

l
タ
を
使
用
す
る
つ

久
性
の
什
会
進
出
に
大
き
な
椛
州
h
を
与
え
る
の
は
、

る
C 

や
は
り
家
事
と
育
児
で
あ
る
。
一
本
宮
?
と
育
児
に
関
し
て
の
評
価
は
、
次
の
通
り
で
あ

一
九
九
八
年
に
行
わ
れ
た
「
家
事
負
担
実
態
」
調
斉
で
は
、
「
妻
が
干
ム
m
f
本
市
引
を
負
担
す
る
」
と
答
え
た
人
が
九
一
・
0
%
だ
っ
た
の

川

一
%
減
少
し
た
υ

詳
細
に
凡
で
み
る
と
、

に
対
し
て
、
二

C
O
一
年
で
は
、
八
八
・
九
%
と
二
・

九
九

。/ J¥. 

Er 
u ド

日1は
， 

切手
L ス、

調存
J'[的
市 1.-'

H 員
で担

と
答
え
た
の
が
四
凶
・
九
%
だ
っ
た
の
対
し
て

「
ま
が
、
土
淳
、
犬
が
分
相
」
と
答
え
た
の
が
四
仁
・

。
。
一
年
の
結
果
は
、
「
妻
が
全
体
的
に
負
炉
」
ー
と
答
え
た
の
が
一
一
七
・
九
%
に
対
し
て
、
「
妻
が
主
導
負
担
、
十
ー
が
分
担
」
ー
と
答
え
た
の
が

F
2
一

・
0
%
だ
っ
た
c

1L 

二
C
C
一
年
に
は
、

『家
事
負
担
の
見
解
'
と
い
う
項
リ
が
新
し
く
訓
企
項
リ
と
し
て
加
わ
り
、
男

K

4
歳
以
上

金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

一
%
に
対
し
て
男
性
は
七
0
・
八
%
だ
っ
た
が
、
そ
の
巾
で
も
「
妻

の
家
事
負
担
に
関
す
る
見
解
で
は
、
「
妻
王
樗
」
と
存
え
た
久
性
が
六
一

が
全
体
的
に
負
組
」
と
芥
え
た
女
性
が
五
・
一
%
、
男
性
九
・
五
%
に
刈
し
て
、
「
妻
の
主
導
、
夫
が
分
相
」
と
終
え
た
久
性
は
五
六
・
一
%
、

男
性
が
六
一
・
川
%
で
あ
っ
一
た
。
ま
た
、
女
性
は
「
公
平
に
負
旧
い
し
た
ほ
ヲ
つ
が
い
い
」
と
の
四
件
が
二
五
・
九
%
に
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、

一
五
・
一
%
で
あ
っ
た
。

男
性
は
、

以
上
の
結
果
を
考
慮
す
る
と
、
男
女
の
家
事
角
(
伊
は
、
妻
の
ん
が
多
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
犬
も
分
担
し
た
克
が
い
い
と
い
う
意
識
が

表
れ
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
家
事
の
凸
H
組
を
女
性
が
負
、
つ
べ
き
と
す
る
固
定
概
念
は
減
少
し
、
男
久
と
も
に
志
識
に
変
化
を
訪
れ
て

い
る
こ
と
を
一
不
し
て
い
る
。

次
ぎ
に
、
件
差
別
に
関
す
る
調
斉
の
デ
ー
タ
を
け
ぬ
る
こ
と
に
す
る
c

「
性
差
別
が
あ
る
と
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、

九
八
年
の
デ
ー
タ
を
凡
る
と
「
家
庭
で
(
差
別
が
)
あ
る
」
と
答
え
た
の
が
二
じ
ー
ハ
%
、
「
学
校
で
あ
る
」
一
一
一
一
一
%
、
「
職
場
で
あ
る
」

そ
し
て
「
社
会
全
般
で
あ
る
」
七
ヒ
・
一
%
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

川
年
後
の
一
0
0
二
年
に
は
「
家
庭
で
あ
る
」

ヒ
I'L[ 

% 

九

北法58(2.34:;) Kl3 



"見

カミ

J¥ 

一
括
、
「
職
場
で
あ
る
」
が
六
七
・
二
%
、
そ
し
て
「
社
会
全
般
で
あ
る
」
が
六
九
・
七
%
と

一
%
、
「
学
校
で
あ
る
」
が

ぃ
、
つ
よ
、
つ
に

一
九
九
八
年
よ
り
は
、
性
た
別
の
意
識
が
多
少
減
少
し
た
こ
と
が
僻
認
で
き
る
。

ーふ
i師

で
は
、
最
後
に
女
怜
の
就
業
に
対
す
る
意
識
と
女
院
就
栄
に
対
す
る
障
市
辛
口
要
因
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
c

訓
査
取
は
の
一
つ
で
あ
る

「
服
装
を
持
つ
こ
と
は
い
い
こ
と
で
あ
る
」
?
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、

九
九
八
年
に
は
八
六
九
%
が
「
は
い
」
と
答
え
た
の
に
対
し
て

一C
C
二
年
も
ほ
ぼ
同
械
の
八
ハ
・
ハ
%
の
人
た
ち
が
「
は
い
」
と
谷
え
た
υ

だ
が
「
仕
雫
は
結
婚
す
る
ま
で
」
と
件
え
た
人
た
ち
は
九

九
八
年
に

一
・
六
%
だ
っ
た
の
に
対
し
て
一

0
0
二
年
に
は

4
・
二
%
へ
と
減
少
し
た
c

ま
た
、
「
~
不
騒
の
仕
事
と
関
係
な
く
社
事
を
持

つ
べ
き
で
あ
る
」
と
符
え
た
人
た
ち
は
一
九
九
八
年
に
一
六
・
八
%
だ
っ
一
た
の
に
対
し
て
一

C
C
一
年
ー
に
は
二
五
・
四
%
へ
と
増
加
し
た
c

こ
の
結
果
か
ら
推
測
で
き
る
の
は
、
女
性
は
結
婚
す
る
と
仕
ポ
を
や
め
て
家
に
人
り
、
家
事
と
育
児
に
専
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
は
後
返
し
、
女
性
も
家
庭
の
川
川
市
?
と
は
関
係
な
く
社
会
で
働
く
こ
と
が
い
い
と
い
う
玄
識
が
増
し
た
こ
と
を
碍
認
で
き
る
υ

は
、
女
性
の
就
業
に
対
す
る
院
主
口
と
な
る
安
因
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
と
認
識
き
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
ロ

一
九
九
八
年
と
一

0
0
一午

と
も
に
「
女
性
の
就
業
に
対
す
る
障
害
と
な
る
詐
大
き
い
要
因
は
育
児
負
担
で
あ
る
」
と
符
え
た
人
が
多
く
、

九
九
八
汁
に
は
、
二
九
・

一
%
だ
っ
た
の
対
し
て
一
一

0
0
一
作
は
一
今
八
八
%
へ
と
増
加
し
た
の
で
あ
る
c

育
児
負
担
に
次
ぐ
安
因
と
さ
れ
た
の
は
「
社
会
的
偏
見
・

慣
行
」

一
・
八
%
と
減
少
は
し
て
い
る
も
の
の
、
育
児
に

一
九
九
八
年
に
一
八

一
%
だ
っ
た
も
の
が
、

で
あ
っ
た
υ

。。
一
件
ー
に
は
二

次
ぐ
障
宮
川
で
あ
る
と
依
然
認
識
さ
れ
て
い
る
υ

こ
の
結
果
は
、
働
く
久
性
の
大
き
な
問
題
と
し
て
育
児
問
題
と
社
会
的
偏
見
・
慣
行
が
大
き

い
要
同
で
あ
る
こ
と
を
が
す
。
そ
の
理
尚
と
し
て
、
有
旭
休
暇
制
度
が
不
十
分
で
あ
る
と
か
、
去
に
代
わ
っ
て
大
が
育
児
休
暇
を
と
る
こ
と

が
不
分
で
あ
る
と
い
っ
た
要
同
が
あ
る
と
思
わ

が
難
し
い
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
社
会
的
イ
メ
ー
ジ
、
そ
し
て
保
育
施
設
(
保
育
同
等
)

れ
る
。緯

同
女
性
の
政
治
参
加
や
続
出
参
加
は
停
か
に
附
加
し
て
い
る
の
だ
が
、
社
会
般
の
詐
悩
と
し
て
は
、
状
況
が
激
変
し
た
と
は
認
識
き
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れ
て
い
な
く
、
や
は
り
政
策
が
立
案
さ
れ
試
訂
さ
れ
て
い
る
と
い
い
つ
つ
も
、
社
会
に
は
そ
れ
ほ
と
定
治
し
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

金
大
巾
政
権
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ

l
政
策
が
、
人
々
の
玄
識
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
僻
認
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
影
響
や
効
果

は
、
開
川
侍
さ
れ
た
ほ
と
は
達
成
し
て
い
な
い
。
議
只
や
公
務
員
の
割
り
当
て
制
や
保
育
施
設
の
拡
大
と
い
っ
た
制
度
的
な
改
吊
、
ま
た
女
院

に
限
定
さ
れ
た
福
山
制
施
策
に
取
り
組
ん
で
求
た
金
大
中
政
権
は
、
公
約
・
泊
説
・
ア
ジ
ュ
ン
ダ
な
と
で
約
束
し
た
目
標
を
達
成
す
る
は
で
き

な
か
っ
た
が
、
こ
う
い
っ
た
ジ
エ
ン
ダ

l
に
闘
す
る
問
題
計
を
人
々
に
訟
識
さ
せ
、
ま
た
社
会
の

E
識
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
こ
と
も
ま
た
、

確
か
で
あ
る
コ

民
中
玉
井
州
の
重
要
な
要
ぷ
と
し
て
、
社
会
的
弱
者
の
包
摂

(
ω
2
5ご
ロ
ユ
E
Cロ)
は
、
常
に
掲
げ
ら
れ
る
焚
素
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の

金
大
中
は
、
そ
の

I
M牲
を
模
索
し
て
い
た
こ
と
は
碓
か
で
あ
ろ
う
c

金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

第
4
章
に
お
い
て
は
、
そ
の
福
祉
政
依
の
日
ハ
体
的
な
政
策
を
検
討
し
、
社
会
に
お
け
る
詳
悩
も
凡
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

第
一
冗
青
十

金
大
中
政
権
の
福
引
政
策
の
分
析

一
九
九
七
年
の
経
消
危
機
以
降
、
韓
国
政
府
は
、
様
々
な
改
革
を
打
ち
出
し
た
っ
こ
の
改
革
は
、

I
M
F
な
ど
の
外
的

卜
述
の
よ
う
に

圧
力
を
受
け
た
も
の
で
も
あ
り
、
ま
た
令
大
巾
口
身
が
白
ら
の
政
権
を
正
当
化
す
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。

一
方
で
、

T
M
F
の
韓
国

に
闘
し
た
条
件
の
巾
で
、
労
働
市
坊
の
改
本
が
も
っ
と
も
多
く
の
反
党
を
招
い
た
。
こ
う
い
っ
た
労
働
者
の
不
満
に
刻
処
す
べ
く
、
金
大
巾

政
権
は
、
発
足
後
に
、
政
労
使
協
議
会
を
設
け
、
ポ
態
の
解
決
を
は
か
っ
た
じ
結
果
的
に
、
こ
こ
で
の
父
渉
に
よ
っ
て
一
時
解
屈
が
合
意
さ

れ
、
政
府
は
、
労
働
組
台
の
政
治
活
動
と
人
々
の
た
め
の
社
会
的
セ

l
フ
テ

f
l
・
不
ソ
ト
構
築
を
約
束
し
た
。

第
二
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
金
融
危
機
に
作
い
、
半
均
的
に
一
一
一
%
で
あ
っ
た
失
業
出
が
、

一
O
%
ま
で
に
急
増
し
、
貧
困
問
題
や

北法58(2.34;)) KlS 
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社
会
不
安
は
、
募
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
社
会
状
況
を
表
す
か
の
よ
う
に
、

。
。
人
の
ホ

l
ム
レ
ス
が
街
に
山
現
し
た
の
で
あ
る
υ

失
業
率
の
急
増
に
よ
る
貧
岡
層
の
増
加
な
ど
と
い
っ
た
状
川
仙
の
巾
で
ま
ず
想
定
き

れ
る
の
は
、
ま
ず
、
応
急
措
置
と
し
て
の
、
失
業
対
策
・
生
活
保
設
対
策
な
ど
の
臨
時
の
生
活
保
設
制
皮
を
、
専
入
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
う

fz~ 

し
た
場
ム
門
に
は
社
会
保
嘩
シ
ス
テ
ム
事
態
は
哀
逃
し
て
い
く
か
、
も
し
く
は
現
状
維
持
に
と
と
ま
る
こ
と
が
多
い
じ
し
か
し
、
金
大
中
政

ソ
ウ
ル
の
街
で
は

一
番
ひ
ど
い
と
き
に
は
回
。

ーふ
i師

権
は
、
金
融
危
機
後
に
、
従
来
そ
の
形
成
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
を
む
し
ろ
拡
大
し
、
経
済
危
機
後
の
社
会
的
セ

1
7

テ
ィ

l
・
ネ
ッ
!
の
構
築
を
抗
泣
し
た
の
で
あ
っ
た
コ
こ
の
う
ち
後
者
は

I
M
F
の
提
百
に
沿
、
つ
も
の
だ
っ
た
コ

労
働
山
坊
の
改
芋
に
よ
り
、

房
用
形
態
や
労
働
者
の
牛
活
の
質
に
変
化
が
生
じ
、
〈
市
大
巾
政
権
は
、
労
働
者
お
よ
び
失
業
者
の
た
め
に
一層

用
保
険
法
の
見
直
し
を
行
い
、
そ
れ
を
改
H
し
た
仁
ま
た
低
所
得
者
や
ホ

l
ム
レ
ス
の
人
々
の
た
め
に
、
最
小
限
の
生
活
の
質

(
Q
O
L
)

を
保
障
す
る
た
め
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
」
瑚
念
を
制
度
化
し
、
社
会
制
祉
の
サ
ー
ビ
ス
を
拡
大
し
た
っ
こ
う
い
っ
た
取
り
組
み
は
、

韓
同
の
バ
ラ
ン
ス
の
収
れ
た
倍
付
国
家
化
を
図
る
も
の
で
も
あ
っ
た
コ

こ
の
章
で
は
、
前
章
に
続
き
、
金
大
巾
政
権
に
お
け
る
福
祉
政
策
を
児
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
第
一
節
で
は
、
金
政
権
が
金
融
危
機
直
絞

の
社
会
的
状
川
を
い
か
に
犯
旧
作
し
、
金
融
措
置
に
い
か
に
取
り
組
ん
で
行
っ
た
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
c

第
一
市
川
で
は
、
金
融

危
機
以
降
制
定
さ
れ
導
入
さ
れ
た
福
相
政
策
を
考
察
す
る
。
第
三
節
で
は
、
第
二
節
で
分
析
し
た
福
祉
政
策
の
批
判
的
検
討
を
行
い
な
が
ら
、

社
会
的
な
影
響
と
般
の
人
々
の
詐
何
を
検
討
し
、
ま
た
方
で
福
祉
政
策
に
お
け
る
諸
問
題
を
指
摘
し
、
政
策
と
そ
の
社
会
へ
の
影
響
と

の
問
に
生
じ
る
ヂ
致
を
児
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
金
大
巾
政
権
に
お
け
る
社
会
政
策
を
体
系
的
に
似
え
る
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
る
c

い
い
か
え
れ
ば
、
政
府
の
認
識
が
行
き
川
か
な
い
部
分
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
金
大
中
政
権
の
は
れ
九
百
政
策
の
引
徴
を
、

り
明
確
に
附
把
握
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
と
考
え
て
い
る
つ
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第
一
節

政
府
レ
ベ
ル
の
認
識
金
融
危
機
後
の
社
会
状
況
と
「
生
産
的
福
祉
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」

一
九
九
七
年
の
経
済
危
機
に
よ
り
、
労
働
者
の
不
安
定
な
就
職
の
状
川
、
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
く
牛
活
の
質
の
低
下
が
ヰ
じ
た
。
ま
た
、

も
う
方
で
は
、

一服
用
構
造
の
根
本
的
な
変
化
、
そ
し
て
所
得
の
不
平
等
が
生
じ
た
c

以
下
の
表
を
参
照
し
て
ほ
し
い
c

失
業
弘
、
は

一
九
九
八
年
と
九
九
九
年
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
が
、
そ
の
多
く
は
中
小
企
業
キ
工
場
で
働
く
、

ド
ム
来
高
校
や
専
門
学
校
な

ど
を
市
i

業
し
た
人
た
ち
で
あ
っ
た
コ
ま
た
、

一限
用
構
造
に
も
変
化
が
あ
り
、

九
九
九
年
に
は
正
規
労
働
者
を
非
d
規
労
働
者
が
数
の
上
で

上
回
る
と
い
う
現
象
ま
で
起
き
た
c

そ
し
て
、
経
済
品
川
主
や
貧
閃
点
を
児
て
み
る
と
表
叩
刊
の
よ
う
に
な
ワ
て
い
る
。

一
九
九
ヒ
年
の
経
済
危
機
は
、
慢
凶
に
お
い
て
所
得
の
不
平
等
を
思
化
さ
せ
た
こ
と
が
わ
か
る
c

ま
た
、
貧
困

こ
れ
ら
の
去
を
見
る
と
、

金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

率
の
地
加
も
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
危
機
前
に
存
在
し
て
い
た
社
会
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ァ
ト
で
は
、
こ
う
い
っ
た
新
し
い
問
題
に
対
処

で
き
な
か
っ
た
。
以
下
の
表
は
、
経
済
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
、
福
祉
関
辿
予
算
に
つ
い
て
、
国
別
に
比
率
で
ー
小
し
た
も
の
と
、
幹
国
同
内
の

年
度
別
の
下
位
井
で
あ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
経
治
危
機
後
は
、
政
府
が
被
竺
者
た
ち
を
救
済
す
る
手
段
は
限
定
さ
れ
て
お
り
、
失
業
者
な
と
は
以
下

の
よ
う
な
一
次
的
所
得
に
頼
る
し
か
な
か
っ
た
。

一
九
九
八
年
経
出
危
機
の
一
年
後
で
も
、
失
業
者
の
約
一
・
四
%
だ
け
が
失
業
子
当
や
公
的
扶
助
と
い
う
公
的
な
セ
ー
フ
テ
ィ

I
・
ネ
y

ト
で
ヰ
計
を
7
4
て
て
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
九
ヒ
・
六
泌
が
、
私
的
セ
ー
フ
テ
ィ

l
・
ネ
ッ
ト
で
牛
計
を
?
げ
て
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の

時
期
に
、
ホ

I
ム
レ
ス
は
急
激
に
増
加
し
、
一

0
0
0年
六
月
に
は
三

C
C
O
人
の
ホ

I
ム
レ
ス
が
ソ
ウ
ル
市
内
で
確
認
さ
れ
た
c
ま
た
、
『
朝

の
記
事
に
よ
れ
ば
、

七
朝
鮮
円
恨
』
、

ホ
ー
ム
レ
ス
の
七
%
が
経
済
危
機
で
職
を
失
っ
た
人
述
、
だ
と
の
こ
と
で
あ
っ
た

新
日
報
'

一
九
九

八
汗
立
月
一
八
日
)
。

北法58(2.347) Kl7 



。
}附，，'じ

表15:失業率 (1996年 2001年i

イ1 芝 失業:キ l出J 手己主省の数 、!万J 吾川前 l先j

1996 I内.;.() ι12 f):~" () 

1997 2.6 ヒコ 62.2 

1998 6.S l46 60.7 

199B (-jο つ l:i:..， fi(J. ~ヲ

2000 /~ . 1 R日 60.7 

~()(Ì l 年 1 月 U~ 9:) 

ソ001イ12 J I にυo :07 -・・+ー・

{:'r止経/'i部、 riEU守口↑j-J，1990丘、 19SJ7午、 19凶丘、 999年、 2:_:uO年、氏)(11-立の

ヮ タをおに執告さ訂作;JXハ

表16:教育別失業率 (1996年 2000年) 、単位 a%)

年「芝 仁戸半以 I I~';;J 干支 j、守とかんと手二以仁

199(-; 1.1 つ5 2.6 

1097 lに ':L3 ヲ()

1998 ~). 8 8.2 r。一円l 

1999 ~). 2 

200n :L3 イ 7 3.9 

1':'1執 )~: I ，:)に l司に

表17:雇用構造の変化1996年一1君事事年

1996 1991 1998 199合

36.6:'~ :')3日死 54-.(l% 4-7.1 % 

't:l.ll % .16.1% 117.(J出: ;)~.U 出

dj~: M~百十旬、 f¥O::;]S、19りG干、ルリ子f、J99o年、 19~} !J住。

htτ11'/ ，'www.nsc.goJ:r ':Zl~E ec(，:[吋J<-lCL:al丸 2町)5)

表18:金融危機前後の経済格差1鈴 6-1999年

lD96 1unら 19:1(1 

Rリ3門， .リ i9.(す .j!1肉"

53.9 5.'1.5 52.8 J司:;，一、 cロ

S2 8今J 7兵J士 I • ~、} 

山民 主三?な市1:、 日存分配とは震のおIcJ

bitlJ:/! www.nn:七日o.kr 、laste!ltε1'ed J，，，:'-l2η つ即日

II:i当日お(2'34S;只お



会 ι~-[l政権における 現代日」レ社会政誌 (3) 

表19:閣内の貧国率 (1996年 1鈴百年)

~て定 l'~ it ヨ 万十全て

19D6 : .3 

199"/ 月l 8.S 

期 "守 ι3

1¥8 60 

凶朋 1.0 

1998 月l 16.3 

明

司l 17氏

四 少可 14.9 

1999 20.2 

則

期 lG.6 

四 朋

i寸先 経済剖:， [.t，主対ej;J:じ:~ì:jG年、 日 ι年、 山容年、 日9年ヴ)ア クを基に執筆

ιJ乍成仁

表20:政府の社会支出(1993)

ーへあたり !l'I'
指1 υト主

'ii ，>、?;会派 経済1ナーピス
{♀ (C S S! |阜、出社

米いl 24吋 741) 17 .1 '31ゃ 7 日つ

iイノ こ3.::i60 16.8 4:;φ9 9.7 

手主回 1.660 1.!) 'i.2 18.8 

ミ「叩 T)シヤ 7.リ[! 7.4 [，1.7 υ(  

チ T) -l，1γIi 11 ~} ;)9.:-; 140.6 
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表21:政府の福祉の予算(十億ウォン)
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1()96 360行 16.8 ワ.370，7 Rgおっつ S 。行% '+'0% 

1997 435.7 ~O.~; 28;)1‘2 67578.6 (U、% 124hj 

1998 s 同i';'.9 F，:i.7 3:12.7 i55t:2.9 O.S% 4.1 % 

1999 11:);-;.3 '72.9 4ム 61.1 s::.W8~-1.2 1.4% 4T14 
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l此

こ
う
し
た
状
況
を
そ
け
て

九
九
八
年

一
刊
川
に
は
、
成
↑
自
の
社
会
見
開
ブ
ロ
グ
ラ

。
}附

ム
を
拡
人
、

J

、

こ

れ

ヰ

凶

R
L一従
f

一
活
保
障
プ
ロ
グ
一
ソ
y
ご
と
}
〕
て
佐
川
肉
付
け
、

九
九
九
年
に
は
日
際
的
比
一
月
下
力
今
一
般
持
ヲ
る
た
め
の
外
人
背
中
川
市
出
仕
イ
ニ
シ
プ
一
フ
/
ブ
〆
l

を
立
へ
じ
た
に
金
大
統
簡
は
、

I
M
F
が
済
危
機
の
hd閉
に
、

今
汁
可
に
基
づ
い
た
H
N
会

保
障
政
2

山
恥
}
ま
ー
た
ネ
サ
・
リ
ベ
ラ
ル

に
円
以
り
畑
作
七
だ
の
で
あ
る
。
こ

一L
「
ム

4

N

i

 

以
、
刑
の
泉
市
寸
努
力
に
心
け
る

国
一
本
径
済
と
企
業
の
利
訴
を
見
送
す
る
と
い
、
っ

ガ
川

ι己
と
は
相
当
川
凡
な
る
も
の
で
あ
る
。

全
文
統
領
は
、
穏
下
j
m
v
福
祉
「
不
い
ん
本
化
に
凶
す
る
新

L
い
追
加
行
宗
主
浮
い
た
と
司
時
仁
、

者
向
の
ガ
バ
L
J

〆
ス
消
也
、
政
川
的

f
ン
タ

l
ア
ク
シ
ー
ン
、
そ

L
て
社
会
政
汲
決
定

同
訟
に
悶
し
で
も

々
1
5
イ
ン
ィ
リ
ケ
ー
ン
ョ
〉
キ
一
政
治
、
村
会
に

17λ
た
)
で
は
、

μ

】
八
一
枠
前
い
取
り
組
ん
で
い
っ
た
政
み
は
い
か
な
。
も
の
で
あ
コ
た
か
に
つ
い
て
以
?
で

約
介
す
る
二
と
円
す
る

治
一
節

四
川
村
政
策
週
刊
忙
と
そ
の
コ
ィ
ハ
仏
内
政
策

へ
よ
大
中
日
早
権
は
、
大
統
領
抗
日
声
前
に
、

判
決
υ

濯
が
優
先
ヲ
プ
心

ブミ

7宅
恐々愉

に
提
巴
し
た
が
、

ム
で
こ
に
は
箔
付
府
内
、
仰
が
六
頃
日
含
ま
れ
て
い
た
っ

一
μ

一
活
の
質
J
L
r
M
阿
め
る
国
託
行
設
の
改
詳

表22:失業者の二次的所得 (1約書)

失業省の絞 《ノャツ

家族の所持 194，(I(1の 2'7.U% 

J~， はや/与え泣かりの援助 iO，OOO ~l. 7?ら

賞J主、ゴ当てeλ動rr売割 362，000 ~íO>3% 

:K-J浮かラからじ)収入(定問J頁舎などj 18，()()() 4]3，LJUJ/ O 
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平金 ;)" ()()(l (j.:~ ?/，) 

失*.手当 10守口()り 1. ，;?ノO 

うど:'(1ホ切り ;.i ，000 : O.i% 

そ(勺-:1]; 7 ，()()O : 1. (!対
/¥呈プ 719. (J(J() : 1000

/，) 

ll:i当日おむ訂刃)只40

日)日比 19()討年同町杭百|局、



川低
民所
剖:得
康層
f足
障老
の人
た
め障
に合
医者
1tでな
保 ど
険社
制l会
皮的
を脆
己ZGD 
f号階

居

対
す
る
倍
付
拡
大

四
)
老
後
生
活
保
障
の
た
め
に
凶
民
年
金
制
度
を
改
普

(14)
事
前
予
防
的
健
康
管
理
体
系
の
強
化
と
食
品
怪
薬
品
の
安
全
作
確
保

(
ハ
)
健
全
な
家
庭
儀
礼
及
び
飲
食
『
止
化
の
定
着

(
二
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

l
・
ネ
y
ト
構
築
、

こ
れ
ら
は
、
具
体
的
に
は
、

一
)
比
自
国
民
健
康
保
険
、
年
金
制
度
な
ど
と
い
っ
た
社
会

保
防
、
ン
ス
テ
ム
の
拡
大
な
ど
へ
の
積
極
的
な
取
り
細
み
ー
と
し
て
貝
体
化
し
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
二
つ
の
部
門
を
個
別
に
児
て
い
く

」
と
に
す
る
c

金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

1
・
ネ
ッ
ト
構
築

金
融
危
機
は
、
韓
国
の
経
済
に
大
き
な
れ
持
を
守
え
た
。

一
九
九
七
年
か
ら
一
九
九
八
年
に
か
け
て
、

G
D
P
は
五
・
八
%
も
減
少
し
、

「刻三

一
九
九
八
年
に
六
八
二
一
一
一
ド
ル
に
も
減
少
し
た
仁
こ
う
い
っ
た
経
済
へ
の

G
N
I
も
一
九
九
七
年
に
つ
二

O
七
ド
ル
で
あ
っ
た
の
が

打
撃
は
、
個
人
の
長
き
牛

(
4
4
Z

ご
)
ヨ
ロ
ぬ
)

へ
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
つ

失
業
中
も
、
金
融
危
機
以
前
の
一
九
九
七
年
に
は
二
・
五
%
だ
っ
た
も
の
が
、

八
O
万
人
が
失
業
し
て
い
る
と
報
告
さ
れ
た
。
失
業
者
の
特
徴
を
児
て
み
る
と
、
高
等
救
育
を
受
け
て
い
な
い
人
た
ち
の
失
業
率
が
一

帯
両
い
c

ま
た
、
失
業
者
の
中
の
割
合
も
、
世
帯
ム
丁
の
失
業
が
一
九
九
ヒ
午
に
一
川
・
五
%
で
あ
っ
た
も
の
が
、

九
九
九
年
一
月
で
に
は

八
・
七
%
に
も
ふ
く
ら
み

一
九
九
八
午
に
は
川

六
%
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
配
偶
者
、
京
医
へ
の
影
響
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
時
期
に
お
こ
っ
た
、
不
ガ
テ
ィ
プ
な
社
会
現
象
に
、
通

rm 

(
E
P
F
Z
E
(
7
4
E
P耳
切
)
が
、
証
理
心
巾
を
す
る
ポ
件
が
増
え
、
多
数

称
「
I
M
F自
殺
」
と
斤
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
υ

男
性
の
世
帯
王

北法58(2.351) 841 



"見

に
卜
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
火
装
者
の
多
く
は
、
巾
す
の
人
々
で
あ
り
、
と
く
に
多
か
っ
た
の
は
、
四
石
川
九
歳
の
人
々
た
ち
で
あ
っ

た
。
金
融
危
機
と
一
口
で
い
っ
て
も
、
ど
の
社
会
的
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
影
響
は
様
々
で
あ
っ
た
っ
卜
記
の
内
存

ーふ
i師

を
括
合
す
れ
ば

詐
れ
撃
が
大
き
か
っ
一
た
の
は
、
初
等
・
中
等
教
育
し
か
受
け
て
い
な
い
、
中
年
の
臨
時
労
働
者
や
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
労

働
者
た
ち
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
c

こ
の
人
た
ち
は
、
火
装
手
心
や
牛
活
保
護
を
受
け
る
対
象
か
ら
外
れ
て
い
る
た
め
、
失
業
者
本
人
、

し
て
家
族
に
と
っ
て
も
、
状
況
は
凶
難
を
極
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

第
一
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に

一
九
九
七
年
の
金
融
危
機
以

F

川
に
も
、
緯
固
に
牡
会
保
障
制
度
が
存
杭
し
て
い
た
が
、
ま
だ
完
全
に
機
能

し
て
る
わ
け
で
は
な
く
、
未
成
熟
で
あ
っ
た
た
め
、
山
坊
の
つ
ス
ク
か
ら
人
々
を
す
る
役
割
を
折
い
き
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

金
融
危
機
後
に
は
、
泌
刻
な
社
会
的
危
機
が
表
れ
た
の
で
あ
る
c

金
大
中
人
統
領
の
新
政
権
は
、
こ
う
し
た
点
に
鑑
み
、
社
会
的
セ

l
フ

テ
ィ

l
・
ネ
ッ
ト
を
構
築
し
、
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
の
改
草
を
促
進
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
、
単
に
緊
急
情
置
的
な
も
の
で
な
く
、

称
続
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
ロ

強
化金
す大
る巾
こ政
と権
をは

E失
と業
L-保
た坦

ノ、
4企」、

的
扶
助
制
度
じぴ1)

己t
r草存

そ
し
て
服
装
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
導
入
し
、
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

l
・
ネ
ソ
ト
を

一
九
九
八
年
一
月
に
は
、
小
〈
業
保
険
を
一

O
人
以
上
の
従
業
員
を
雇
用
し
て
い
る
職
場
に
適
用
、

は

工
凡
人
以
卜
の
従
業
員
を
雇
用
し
て
い
る
職
場
に
適
用
、
そ
し
て
一

O
月
に
は
、
臨
時
従
業
員
や
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
人
た
ち
を
雇
用
し

て
い
る
職
場
に
も
地
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
コ

失
業
予
与
の
給
付
条
件
も
緩
和
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
以
前
は
、
失
業
子
山
を
給
付
す
る
場
合
、
最
低
で
も
一雇
用
保
険
を
二
一
う
け

同
納
入
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
を
、
六
ヶ
月
と
し
た
の
で
あ
る
c
ま
た
、
失
業
手
巾
!
の
給
付
期
間
が
今
ニ

O
H
で
あ
っ
た
も
の
を
、

九
九
八
年
一
月
か
ら
は
、
六
ひ
日
へ
と
延
長
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
急
増
し
て
い
た
失
業
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
、
回
全
体
の
失
業

率
が
六
%
以
上
で
あ
っ
た
場
合
、
「
失
業
干
当
の
特
別
延
長
」
制
度
が
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
し
、
何
人
は
こ
れ
に
申
お
で
き
る
と
と
も
に
、 ，ヲ

、-

北法;;8(2' :';;)2) 842 
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さ
ら
に
六

O
円
延
長
す
る
こ
と
が
川
能
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
給
付
金
額
も
、
以
川
の
給
料
の

4
0
M
m
が
l
え
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

侭
賃
金
の
ヒ
の
%
か
ら
け
給
最
高
額
の
一
五

0
0
0
ウ
才
、
/
以
内
の
範
囲
で
)
。
隈
用
保
険
の
納
入
も
、
月
給
の

0
・7
ハ
%
で
あ
っ
た
の
を
、

%
に
増
や
し
た
の
で
あ
る
。

次
の
課
題
は
、
公
的
扶
助
制
度
の
改
世
で
あ
っ
た
ι

金
大
中
政
権
に
と
っ
て
公
的
扶
助
制
度
の
椛
立
は
、
失
業
苫
へ
の
社
会
的
セ

l
フ

テ
ィ

l
・
ネ

y
ト
の
構
築
へ
と
至
る
上
で
の
柊
心
ス
テ
ソ
プ
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

公
的
扶
助
制
度
は
、
そ
れ
以
前
に
も
「
牛
活
保
議
」
と
い
う
項
円
で
介
在
し
て
い
た
が
、
こ
の
給
付
条
件
は
あ
ま
り
に
厳
格
で
、
非
現
実

的
な
も
の
で
あ
っ
た
c

ヰ
活
保
護
を
受
け
る
た
め
に
は
、
所
得
を
得
る
手
段
が
な
い
こ
と
を
一
祉
明

L
、
か
つ
剥
城
な
ど
か
ら
の
私
的
よ
援
も

な
い
と
い
う
こ
と
を
祉
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
c

し
た
が
っ
て
、

一
九
九
ヒ
年
の
時
占
で
、
総
人
口
の
二
・
一
%
だ
け
が
公
的
扶
助

金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

を
給
付
対
象
と
な
っ
て
い
た
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
以
前
の
公
的
扶
助
制
度
ド
ー
で
は
、
給
利
さ
れ
る
方
法
に
は
一
一
つ
あ
り
、

U
は
引
事
が
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
た
人
だ
け
に
現
金
の
支
払
い
と
い
止
料
の
医
療
・
教
育
扶
助
が
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
二
つ

U
は
仕
事

は
で
き
る
が
失
業
し
て
い
る
人
た
ち
に
刻
し
、
現
金
小
舟
人
払
い
は
な
い
が
、
限
f
d

疋
さ
れ
た
川
区
市
・
教
育
扶
助
を
お
こ
な
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ

一
九
九
七
年
に
現
金
ー
ベ
払
い
と
い
う
か
た
ち
で
牛
活
保
護
を
受
け
て
い
る
人
は
、
一
八
万
人
と
、
総
人
口
の

0
・
八
%

「

M
W
J

未
満
で
あ
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
金
融
危
機
以
川
に
存
在
し
た
社
会
扶
助
制
度
は
、
長
低
限
の
救
一
訴
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の

た
c

し
た
が
っ
て
、

で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
現
状
に
対
処
す
べ
く
、
八
市
大
巾
政
権
は
、
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

1
・
ネ
ッ
ト
構
築
の
た
め
に
公
的
扶
助
制
度
を
改
善
し
、
川
取

「
臨
時
保
護
施
後
」
で
あ
り
、
火
装
や
給
料

絡
で
あ
っ
た
給
付
条
刊
の
緩
和
を
促
進
し
た
の
で
あ
る
c

ま
ず
、
は
じ
め
に
導
入
さ
れ
た
の
は

の
減
少
に
伴
う
生
活
の
貸
の
忠
化
に
対
処
す
べ
く
導
入
さ
れ
た
手
当
て
で
あ
っ
た
υ

こ
の
手
当
て
を
給
付
さ
れ
た
人
数
は
、

で
七
立
万
人
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
公
的
扶
助
を
給
付
さ
れ
た
人
々
は
、

九
九
九
作

一
九
九
ヒ
年
に
総
人
川
の
一
・
六
%
で
あ
っ
た
も
の
が

九
九 (最て〉

北法58(2.35:;) 843 



"見

九
年
に
は
川
一
一
%
に
増
加
し
た
υ

土
ふ
れ
ん

、
ま
ま
で
仕
事
が
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
た
人
に
し
か
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
の
を
、

九
九

九
年
に
は
、
全
員
に
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ーふ
i師

そ
し
て
、

一
0
0
0年
一
(
り
月
か
ら
は
、
公
的
扶
助
制
度
に
か
わ
り
、
同
民
基
礎
止
活
保
障
法
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
の
法
的
措
情
は
、
政

府
が
決
定
す
る
最
低
限
の
生
活
費
以
下
の
給
料
を
も
ら
っ
て
い
る
人
た
ち
全
員
に
斗
活
子
市
て
を
給
付
す
る
こ
と
を
窓
味
し
た
c

こ
の
施
後

に
よ
り
、
公
的
扶
助
を
給
付
さ
れ
得
る
対
象
者
会
只
が
牛
活
千
心
て
を
も
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

一
4
0
万
人
、
総
人
川
の
一
一
・
二
%
が
保
障
き
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
c

一

C
C

作

八
月
ま
で
に

第
二
に
、
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

1
・
ネ
ッ
ト
を
強
化
す
る
た
め
に
、
職
業
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
構
築
や
、
政
府
が
新
し
い
壮
一
亭

F
3
一

を
作
る
と
い
っ
た
こ
と
を
月
指
し
た
c

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
失
装
者
に
引
事
を
す
る
意
欲
を
酸
成
さ
せ
る
円
的
で
導
入
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
特
に
、
公
共
事
業
を
増
や
し
て
、
失
業
子
ψ
ー
を
も
ら
え
な
い
日
一層
労
働
者

(Eニ〉
3
0

ユヨ
ω)

の
仕
事
を
増
や
し
た
。
こ
の
結
果
、

月
平
均
で
こ
の
万
人
の
失
業
者
が
仕
ポ
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
職
業
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
も
積
極
的
に
取
り
組
み
、

リ
棋
と
し
て
一
二
万
人
の
失
業
者
を
}
レ

l
ニ
ン
グ
す
る
と
想
ハ
止
し
た
の
で
あ
る
。
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
期
間
に
支
払
わ
れ
る
給
料
は
、
月

4
0

0
0
0
ウ
ォ
ン
か
ら
二
八

0
0
0
0
ウ
ィ
ン
と
設
定
さ
れ
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
参
加
者
全
員
に
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
仁

」
う
い
っ
た
具
体
的
な
取
り
組
み
は
、
金
大
中
大
統
領
の

「
牛
産
的
福
祉
」

の
核
心
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

一
什
会
保
瞳
ン
ス
テ
ム
拡
大
の
改
革

金
大
中
政
権
は
、
朴
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

1
・
ネ

y
ト
構
築
だ
け
で
な
く
、
よ
り
包
析
的
な
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
発
展
に
力
を
注
い
だ
c
特
に
、

持
医
療
保
険
の
成
I

止
、
白
営
業
者
を
含
も
年
金
制
度
の
拡
大
、
す
べ
て
の
職
場
に
も
適
川
可
能
な
労
災
補
償
保
険
制
度
へ
の
拡
大
、
こ
の
一

項
円
で
あ
る
。

北法;;8(2' :';;)4) 844 



そ
の
巾
で
も
、
と
り
わ
け
注

U
さ
れ
て
い
る
の
は
、
皆
院
療
保
険
で
あ
る
υ

第
一
一
章
で
も
述
、
へ
た
よ
う
に
、

一
九
八
九
年
に
包
折
的
同
療

保
険
シ
ス
テ
ム
構
築
と
い
う

H
的
は
達
成
し
た
が
、

そ
の
シ
ス
テ
ム
は
複
雑
な
も
の
で
あ
っ
た
。
各
地
ん
保
険
団
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
的

に
保
険
額
を
設
定
し
て
い
た
た
め
、
保
険
料
も
ま
ち
ま
ち
で
、
ま
た
収
入
額
に
よ
っ
て
、
と
こ
ま
で
保
障
さ
れ
る
か
が
異
な
っ
て
い
た
。
し

た
が
っ
て
、
白
営
業
者
た
ち
が
、
雇
用
さ
れ
て
い
る
人
よ
り
ニ
ロ
%
も
多
く
保
険
料
を
払
う
と
い
っ
た
状
侃
も
あ
っ
た
c

し
た
が
っ
て
、

金
大
中
政
権
は
、
統
一
し
た
医
僚
保
険
制
度
を
碓
げ
す
る
た
め

一
九
九
八
年
一
心
月
に
、

二
一
七
個
の
良
民
・
漁
民
を
含
む
白
営
業
者
た

も
の
地
方
保
険
回
休
と
、
政
府
職
員
や
私
す
学
校
の
職
員
を
組
巾
ー
す
る
韓
同
医
療
保
険
法
人
を
統
一
し
た
。
こ
の
統
一
に
伴
い
、
国
民
健
康

一
0
0
0年
七
月
に
皆
保
険
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
c

保
険
制
度
が
見
直
さ
れ
、

金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

一
九
九
七
年
の
段
階
で
、

ι小
金
納
人
績
は
、

G
D
P
の
六
%
で
あ
る
一
・
ヒ
兆
ウ
ィ
ン
に
も

な
る
が
、
年
金
の
長
期
的
財
政
の
安
定
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
つ
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
勧
告
に
お
け
る
年
金
制
度
は
、
あ
ま
り
に

同
氏
午
金
保
険
へ
の
改
革
も
促
進
さ
れ
た
じ

条
件
が
よ
す
ぎ
る
υ

そ
れ
は
、

円
本
や
ド
イ
ツ
と
比
較
し
て
み
て
み
る
と
一

U
際
然
で
あ
る
。

H
本
の
場
合
、
午
金
給
付
は
六
五
歳
、
収
入

の

ヒ

二
五
%
を
納
入
し
、
収
入
の
七
の
一
%
を
保
障
す
る
制
度
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
均
台
も
?
八
五
収
、
収
入
の
一
八
・
六
%
を
納
入
し
、

収
入
の
七
O
%
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
c

し
か
し
、
幹
国
の
場
合
、
年
金
が
給
付
さ
れ
る
午
齢
を
六
O
成
と
し
、
収
入
の
六
%
を
保
険
料

と
し
て
納
入
し
、
収
入
の
七
心
%
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
っ
た
υ

ま
た
、
も
う
ひ
と
つ
の
不
安
材
料
と
し
て
、
韓
同
に
お
け
る
高
齢
化
が

一「型

指
摘
さ
れ
て
い
る
υ

韓
同
で
は
、
二
口
一
O
年
ま
で
に
六
五
成
以
上
の
人
口
が
二
・
川
%
に
も
な
る
と
抗
測
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
凸
J

も
大
き
い
課
忠
で
あ
る
が
、

や
は
り
年
金
制
度
の
最
大
の
点
題
は
、
そ
の
財
政
面
で
あ
る
。

九
八
八
年
T
に
年
金
制
度
が
天

施
さ
れ
た
後
、
韓
国
政
府
は
、
年
金
と
し
て
徴
収
さ
れ
た
財
源
を
、
銀
行
よ
り
低
い
利
了
で
借
り
受
け
て
い
る
c

『明
前
日
報
』

「応一

う
い
っ
た
政
府
の
行
動
を
批
判
す
べ
く
「
附
山
市
を
つ
か
わ
な
い
強
燦
」
と
い
う
棒
凶
の
こ
と
わ
ざ
を
使
っ
て
批
判
し
た
。

で
は
、
こ

こ
う
し
た
問
忠
に
同
面
し
た
余
大
山
政
権
は
、
こ
れ
ら
の
批
判
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
年
金
制
度
改
草
に
対
し
て
、

よ
り
透
明
性
と
効
率
性

北法58(2-35;))845



"見

凶

O
T同
作
金
保
険
を
納
入
し
て
い
る
人
に
対
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
い
ま
ま
で
収
入
の
じ

O
%を

を
確
保
す
る
こ
と
に
バ
、
ハ
バ
し
た
υ

ま
た
、

保
附
す
る
と
い
う
基
ホ
を
、
六

O
%に
さ
げ
、

二
心
一
二
年
か
ら
午
金
が
給
付
き
れ
る
年
齢
を
立
年
ご
と
に
午
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
っ

ーふ
i師

こ
れ
ら
に
加
え

九
九
九
ザ
四
月
に
、
年
余
を
都
山
部
の
白
営
業
者
に
も
給
付
さ
れ
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
令
大
巾
政

権
の
回
探
で
も
あ
っ
た
、
経
済
的
活
動
を
し
て
い
る
一
八
歳
以
上
の
す
べ
て
の
人
に
年
金
が
支
払
わ
れ
る
包
括
的
州
民
年
金
制
度
の
実
況
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
υ

門
院
内
慌
に
、

一0
0
0年
七
月
か
ら
実
施
さ
れ
た
労
災
保
険
政
策
を
取
り
卜
げ
た
い
コ
こ
の
政
策
の
内
行
は
、
す
べ
て
の
職
場
に
労
災
保
険

を
適
川
す
る
こ
と
に
あ
る
。

五
人
以
下
の
職
坊
に
も
労
働
長
準
法
が
適
川
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
す
べ
て
の
労

一
九
九
九
年
以
降
か
ら
は
、

働
者
に
労
恭
法
が
迎
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
最
低
賃
金
制
度
も
、
い
ま
ま
で
は
一
心
以
卜
い
る
職
場
に
し
か
通
用
さ
れ
な
か
っ

言
一
三

ナ
ム

!刀

二
0
0
0年

月
か
ら
す
べ
て
の
職
場
に
適
川
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

金
融
危
機
後
に
お
け
る
韓
同
の
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
は
、
よ
り
再
分
配
を
促
す
、
包
括
的
な
シ
ス
テ
ム
へ
と
い
う
改
革
の
時
代
を
迎
え
て

い
た
。
金
大
巾
政
権
は
、
社
会
保
障
の
拡
大
を
、
什
会
的
秋
山
伊
の
維
持
ー
と
社
会
的
連
帯
の
強
化
を
促
進
す
る
も
の
ー
と
し
て
、
再
安
課
題
と
し

て
き
た
の
で
あ
る
仁
そ
れ
以
前
の
政
権
と
比
較
し
て
も
、
金
大
中
政
権
は
、
社
会
保
障
に
悶
し
て
、
-
山
則
的
な
改
革
を
促
進
し
た
と
い
え
よ
う
c

第
一
節

福
相
政
策
の
批
判
的
検
討

卜
記
に
述
べ
た
政
取
は
、
金
融
危
機
以
降
の
応
急
措
置
も
含
め
て
、

よ
り
広
範
阿
に
お
よ
ぶ
祈
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

l
-
ネ
y
ト
と
社
会
保

障
の
拡
大
を

U
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
改
革
が
行
わ
れ
、
法
的
措
置
が
改
脅
さ
れ
た
一
方
で
、
そ
の
影
響
は
限
ど
的
で
あ
っ
た
。

そ
の
ふ
T
な
原
因
は

や
は
り
財
政
的
コ
ス
ト
で
あ
っ
た
コ

北法;;8(2';';;)6)846



第
二
節
一
に
お
い
て
は
、
公
的
給
付
を
含
む
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

l
・
ネ
ッ
ト
、
そ
し
て
国
民
健
康
保
険
、
作
金
制
度
、
及
び
失
業
保
険

と
い
っ
た
社
会
保
障
ン
ス
テ
ム
に
関
す
る
評
何
を
、
具
、
体
的
に
述
べ
て
い
き
た
い
。
最
後
の
第
二
節
一
で
は
、
世
論
調
杏
に
見
え
る
社
会
人
十

休
か
ら
の
評
価
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
作
業
に
よ
り
、
金
大
巾
政
権
に
お
け
る
最
低
限
の
牛
活
の
質
を
保
障
す
る
福

制
政
策
に
対
す
る
批
判
的
検
討
を
試
み
る
c

金
大
山
政
砲
に
お
け
る
価
制
政
策
の
批
判
的
検
討

(
二
公
的
給
付
を
合
む
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

1
・
ネ
ッ
ト

ま
ず
、

「
同
民
基
礎
生
活
保
防
法
」

「
生
活
保
護
法
」
ま
で
遡
る
c

の
淵
源
だ
が
、
そ
れ
は
一
九
『
ハ
一
年
に
制
定
さ
れ
た

一
九
九
九
作
の

金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

こ
れ
は
、
従
米
貧
低
所
得
者
や
貧
凶
層
の
人
々
た
ち
に
対
し
、

ー
ハ
耳
目
の
公
的
給
付
を
提
供
し
た
。
そ
れ
は
、
生
活
緩
助
、
口
活
緩
助
、
教

育
団
山
助
、
医
州
国
叫
助
、
出
産
ほ
助
、
そ
し
て
坦
葬
の
た
め
の
は
助
で
あ
っ
た
υ

し
か
し
、
従
来
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
対
象
が
特
定
の
層
に
だ

け
限
ど
さ
れ
、
ま
た
そ
の
給
付
自
体
も
限
定
さ
れ
た
形
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
長
年
批
刊
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、

一
九
九
九
年
の
国
民

基
礎
斗
活
保
置
法
は
、
ナ
、
ン
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
用
念
を
法
的
に
制
定
し
た
も
の
と
し
て
評
何
さ
れ
た
c
従
米
の
牛
活
保
護
シ
ス
テ
ム
で
は
、

京
放
の
支
媛
を
受
け
ら
れ
な
い
ハ
有
歳
以
卜
の
老
人

一
八
段
十
不
満
の
子
供
、
ま
た
は
障
害
者
が
給
利
の
対
象
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
新
し

四
人
家
族
を
単
位
と
し
て
収
入
が
九
二

0
0
0
0
ウ
ォ
ン

日
本
円
に
す
る
と
九
二

0
0
0円
)
以
卜
の
家
族
も
給
付
の

い
シ
ス
テ
ム
は
、

対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
財
政
的
に
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
が
岡
政
に
な
っ
て
い
き
、

戸
丸
刈
」

一
C
C
O
年
に
は
一
五
一
万
人
に
減
っ
た
c

ま
た
、

一
九
九
九
年
の
給
付
者
数
が
一
九
一

H

、、、一、
J

'

一ヘノこふリ
J

戸、、

民ノ
J
J

f

9
/
ρ
v
j
F

今ハーし

FL

一
0
0
0咋
以
降
は
、
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
的
な
ア
ブ
ロ

i

チ
を
取
る
よ
う
に
な
り
、
福
祉
国
家
拡
大
と
市
場
改
革
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
方
で
、
長
終
的
に
経
済
的
回
復
を
重
出
向
す
る
よ
う
に
な
っ
て

く
る
ロ
し
た
が
っ
て
、
公
的
給
付
よ
り
も
、
労
働
市
場
を
活
発
化
す
べ
く
、
一
信
用
保
険
や
再
一一
居
川
の
た
め
の
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
は
維
持

北法58(2-357)847



"見

さ
れ
た
の
で
あ
る
υ

次
に
社
会
保
防
シ
ス
テ
ム
を
け
比
て
い
く
}
」
と
に
す
る
。

ーふ
i師

(
二
)
国
民
健
康
保
険
、
年
金
制
度
、
及
び
失
業
保
険
を
含
む
社
会
保
嘩
ン
ス
テ
ム

同
氏
他
炭
保
険
は

九
七
七
午
、
朴
政
権
期
に
導
入
さ
れ
た
が
、
従
業
員
有

0
0以
上
と
い
う
判
地
検
の
会
社
の
み
に
対
象
が
限
定
さ
れ

一
九
八
九
年
に
農
村
部
や
都
市
の
白
営
業
者
も
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
コ
従
米
の
国
民
健
康
保
険
に
は
、
二
つ
の
タ
イ

て
い
た
コ
し
か
し

プ
が
存
在
し
た
。
(
二
公
務
員
、
私
す
学
校
の
教
員
と
事
務
員
、
軍
人
と
そ
の
扶
養
家
族
、

(
一
)
良
判
部
や
都
市
の
国
営
業
吾
、

企
業
で
働
く
会
社
員
、
あ
る
c

金
大
中
大
統
領
は
、

一
九
九
九
年
に
こ
れ
ら
を
統

L
、
持
国
民
健
炭
保
険
制
度
を
確
立
し
た
c

し
か
し
、

持
同
民
他
康
保
険
に
関
し
て
最
も
多
く
凡
ら
れ
る
批
判
は
、
保
険
料
で
あ
る
υ

す
で
に
医
妹
費
の
五
O
%
を
支
払
う
国
民
健
康
保
険
が
あ
り

な
が
ら
、
そ
れ
以
上
上
保
険
料
が
高
く
し
た
た
め
に
、
統
し
た
保
険
制
度
が
成
?
げ
し
た
と
は
い
っ
て
も
、
結
果
的
に
個
人
の
負
担
が
よ
り

fm) 

大
き
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

九
ヒ
一
今
年
に
導
入
さ
れ
た
が
、
給
付
対
象
は
公
務
員
、
軍
人
、
そ
し
て
私

iv学
校
の
教
只
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
い
た
c

こ
の
年
金
制
度
は
九
八
八
干
に
改
H
さ
れ
、
良
民
、
漁
民
、
農
村
部
に
お
け
る
白
営
業
者
も
年
金
対
象
と
な
っ
た
。
企
業
で
は
、

年
金
制
度
は

。
人

以
卜
の
従
業
員
が
い
る
会
社
員
が
そ
の
対
象
と
な
っ
た
コ
そ
し
て
一
九
九
九
年
改
正
で
は
、
都
市
部
の

H
い
ぜ
い
業
者
投
び
有
人
以
卜
の
従
業
員

が
い
る
会
什
員
、
そ
し
て
パ

l
ト
・
タ
イ
ム
の
労
働
芦
も
そ
の
対
象
と
な
っ
た
c

だ
が
、
改
正
直
後
の
新
年
小
金
制
度
で
は
、
川
口
年
以
上
年

金
保
険
を
納
め
て
い
る
人
に
対
し
、
従
来
は
そ
の
収
入
の
七
つ
%
を
保
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
ハ
ロ
%
と
繰
り
下
げ
ら
れ
、
午

会
給
付
作
齢
を
二
口
一
二
年
以
降
六
ひ
歳
か
ら
六

4
成
へ
と
繰
り
上
げ
ら
れ
る
予
定
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
十
金
の
保
険
料
も
、
引
き
卜
げ
ら

一日一

れ
る
こ
と
が
予
定
き
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
改
d
の
大
き
な
要
因
は
、
や
は
り
急
速
な
出
齢
化
社
会
を
迎
え
る
こ
と
を
、
一
剛
健
と

L
、
そ
の

北法;;8(2' :';;)8) 848 



市
)

財
政
負
担
が
大
き
く
な
る
こ
と
へ
の
懸
念
に
あ
っ
た
。

最
後
に
、
失
業
保
険
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
失
業
保
険
は
、
社
会
保
障
保
険
の
巾
で
も
、
も
っ
と
も
新
し
い
保
険
で
あ
り
、

九
九
ム
年
に
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
保
険
は
、
ま
だ
失
業
率
が
低
い
時
代
に
符
入
さ
れ
た
た
め
に
、
職
業
川
練
や
人
材
開
発
な
と
に
焦
点
が
あ

て
ら
れ
て
い
た
c

し
か
し
、
金
融
危
機
以
降
、
多
く
の
労
働
者
が
職
を
失
い
、
応
急
折
置
と
し
て
失
業
手
当
を
給
付
す
る
こ
と
と
な
っ
た
c

そ
の
干
当
て
は
、
失
業
す
る
削
の
所
得
の
五
ひ
%
を
保
証
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
円
恥
低
が
一
五
万
ウ
ォ
ン

m」

と
設
定
さ
れ
た
コ
し
か
し
、
こ
の
失
業
手
当
も
維
持
す
る
こ
と
が
財
政
的
に
閑
静
に
な
り
、
手
当

(
一
五

C
C
O
円
)

で
最
高

が
九

O
万
ウ
ォ
ン

(九

0
0
0
0
円
)

て
の
給
付
は
、
最
低
で
一
カ
月
か
ら
最
小
人
で
仁
ヶ
月
ー
と
限
定
さ
れ
、
ま
た
、
保
険
に
加
入
し
て
い
る
会
社
に
?
八
ヶ
月
以
卜
働
い
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
を
設
け
た
た
め
に
、
中
小
企
業
な
ど
の
会
社
の
従
装
員
は
、
手
巾
I
て
が
適
川
さ
れ
な
い
場
合
も
見
ら
れ
る
よ
う
に

金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

な
っ
た
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
金
融
危
機
以
後
帯
苦
し
い
i

リ
場
に
あ
っ
た
人
々
た
ち
は
、
ま
さ
に
こ
う
い
っ
た
中
小
企
業
の
従
業
員
で

あ
っ
た
。

で
は
、
最
後
に
福
祉
政
策
に
刻
す
る
社
会
的
評
価
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
c

一
.
「
生
産
的
福
祉
」
瑚
念
に
基
づ
く
福
祉
政
能
の
社
会
的
許
何

m」

金
大
巾
大
統
領
が
推
進
し
た
福
祉
政
策
に
対
す
る
社
会
的
評
何
に
つ
い
て
、
世
論
調
査
な
と
の
デ

l
タ
を
用
い
て
、
日
比
て
い
く
こ
と
に

す
る
。
こ
こ
で
使
用
す
る
テ

l
タ
は
、
韓
川
政
府
統
計
局
が
五
年
に
一
度
行
、
つ
位
論
調
官
寸
社
会
統
計
調
脊
報
白
吉

家
族
・
制
祉
・
労
働

部
門
』
で
あ
る
c

こ
の
統
計
は
、
韓
国
の
五
歳
以
卜
の
男
女
一
一

0
0
0
0人
に
刻
す
る
サ
シ
ブ
ル
調
斉
の
料
果
で
あ
る
c

ま
た
、
こ
の
デ
i

タ
を
術
、
つ
形
で
独
I

止
調
査
機
関
で
あ
る

G
A
L
L
U
P
社
の
デ
ー
タ
を
使
用
す
る
。

ま
ず
、
最
初
に
、
「
社
会
保
険
料
の
負
組
に
対
す
る
」
認
識
の
調
丘
結
果
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
「
社
会
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る
か
」

北法58(2-359)849



"見
ーふ
i師

と

い

う

問

い

に

対

し

て

九

九

八

作

に

は

凶

一

%

「

支

戸間〉

払
っ
て
い
る
」
と
符
え
、
保
険
料
を
文
払
う
人
(
あ
る
い
は
支
払
っ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
人
)
が
増
え
た
こ
と
が
停
訟
で
き
る
。
し

か
し
、
一
九
九
八
年
に
「
支
払
一
口
て
い
る
」
と
終
え
た
人
々
の
六
二
・
六
%
が
「
大
き
い
負
担
に
な
る
」
と
答
え
た
の
に
対
し
、
一

0
0
二

戸訓」

年
に
は
七

O

ヒ
%
が
そ
う
と
持
え
て
い
る
c

保
険
料
を
ー
ペ
払
う
人
が
多
く
な
っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
が
生
活
に
大
き
な
負
担
と
な
っ
て

九
%
が
「
支
払
っ
て
い
る
」
と
え
門
え
た
の
に
対
し
て
、
一

C
C
一
一
作
に
は
有

い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

次
に
、
「
牛
活
条
件
の
変
化
」
と
い
う
取

H
の
訓
査
結
果
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
コ
「
生
活
条
件
の
法
化
」

の

「
社
会
保
障
制
度
」
に
関

九
九
八
年
に
、
「
良
く
な
ワ
た
」
と
答
え
た
の
は
一
九
・
4
%
、
「
変
化
が
な
い
」
と
符
え
た
の
が
川
六
・
三
%
、

「街」

そ
し
て
「
思
く
な
っ
た
」
と
件
え
た
の
が
四
・
二
%
だ
っ
た
仁
こ
れ
に
対
し
て
、
一

0
0
二
干
に
は
、
「
良
く
な
っ
た
」
と
答
、
λ
た
の
が

一
刻

一
石
九
鋭
、
「
変
化
が
な
い
」
と
作
え
た
の
が
四
九
七
%
、
そ
し
て
「
忠
く
な
っ
た
」
と
答
え
た
の
が
一
4
・
四
%
だ
っ
た
υ

ま
た
、
「
保

す
る
阿
い
に
刻
し
て

健
医
療
サ
ー
ビ
ス
」
に
関
す
る
問
い
に
対
し
て
は

九
九
八
午
に
「
良
く
な
っ
た
」
と
符
え
た
の
が
一
四
・
六
%
、
「
変
化
が
な
い
」
と

へ明、

-
七
%
だ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

答
え
た
の
が
凶
九
・
八
%
、

そ
し
て
「
恐
く
な
っ
た
」
と
符
え
た
の
が

一C
C
ニ
サ
に
は
、
「
良

く
な
っ
た
L

と
答
え
た
の
が
一
心

一説」

ハ
%
だ
っ
た
。

一
%
、
「
変
化
が
な
い
」
と
枠
え
た
の
が
川
八
・
三
%
、
そ
し
て
「
悪
く
な
っ
た
」
と
祥
、
λ
た
の
が
一
四
・

最
後
に
、
「
失
業
者
の
た
め
の
対
策
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
結
県
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

一
九
九
八
年
の
結
果
に
よ
る
と
も
っ
と

も
多
か
っ
た
件
、
え
が
「
職
業
訓
練
の
機
会
を
増
や
す
」
で
二
七
・
。
%
と
も
つ
一
と
も
多
く
、
そ
の
次
に
「
民
間
部
門
よ
援
の
拡
小
人
」
が
一
一

一
%
、
「
収
入
が
減
っ
て
も
就
職
を
保
置
す
る
こ
と
」
が
一
川
・
八
%
、
「
公
共
ポ
業
を
増
や
す
」
が
一
一
二
・
川
%
、
「
求
人
伯
叫
抑
制
の
拡
大
」

rm 

が
二
四
%
、
そ
し
て
「
失
業
手
当
の
拡
大
」
が
七
・
八
%
、
「
低
所
得
者
の
牛
川
費
補
助
」
が
一
・
八
M
m
だ
っ
た
っ
こ
れ
に
対
L
二
0

0
二
年
で
は
、
同
じ
く
「
職
業
訓
練
の
機
会
を
増
や
す
」
と
終
え
た
人
が
三

0
・
七
%
と
も
っ
と
も
多
く
、
そ
の
次
に
「
民
間
部
門
1
4
援
の
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(
瑚
)
前
掲
。

(
淵
)
れ
政
山
治
部
、

a
統
計
午
慢
し

九
九
八
年
、

(
訓
)
女
性
郎
、

『女
性
向
古
「
一

0
0

年〔

(
加
)
わ
政
山
治
部
、

J
行
政
自
治
山
香
』

一0
0
二
1
0

(
加
)
前
掲
。

(
出
)
行
政
山
治
部
、

h

統
計
年
市
二
ひ
っ
一
年
、
一
心
。
一
年
。

(
加
)
女
性
部
、

『女
性
向
者
μ

一
心
。
年
、
一
口
一
口
一
汗
。
保
険
福
祉
部
、

(
揃
)
前
伺
。

(
加
)
前
出
向
。

(
狐
)
前
掲
=

(
澗
)
前
伺
ο

(
訓
)
前
掲
。

(
剖
)
前
掲
。

(
出
)
女
性
部
、

『家
山
崎
暴
力
相
談
実
績
』
、

a
性
思
力
相
談
実
績
¥

(
出
)
女
性
郎
、

『女
性
向
古
「
一
り
の
一
一
年
)

(
山
)
女
性
部
、

『女
性
向
古
μ

一
つ
つ
一
年
。

(
お
)
わ
政
山
治
部
、

a
統
引
年
限
L

、
一
九
九
凶
年
、
九
石
利
、

(出

)
h政
山
治
部
、

h

統
計
年
恨
L

、一

0
0
一
年
。

(
日
)
前
出
向
。

(
部
)
前
掲
。

(m)
前
拘
。

(
却
)
前
伺
=

(
担
)
前
掲

υ

"見

一
九
九
九
年
、

ーふ
i師

一(
U〔
U
ハ
)
年
1
、

一
0
0
一年、

九
六
年
、
九
ヒ
利
、

( 

¥J 
r¥ 
〕

『保
険
福
祉

v

一円書
』

一C
C
一汗、

九
八
年
、
九
九
利
、

イ|

二
0
0
一
年
、

二
0
0
一
一
年
{

一
C
C
C年、

一
心
。
一
一
年
。

。
一
十
、

北法;;8(2' :';64) 8;)4 
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一
年
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金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

(
盟
)
前
掲
。

(
却
)
前
掲
。

(
刊
以
)
前
伺
=

(お

)
-
x
-〕
同
〉
【
寸
/
寸
己
文
言
。
コ
ヒ
三
一
、
主
主
主
こ
な
吉
旦
凶
(
)
(
)
(
)

(
部
)
統
計
局
、

R
C
印
虫
、
九
九
九
年
。

(
部
)
労
働
部
、

『賃
金
構
造
組
目
再
「
一
九
九
九
年
。

(
お
)
前
出
向
。

(
却
)
こ
の
部
分
に
お
い
て
は
、
主
に
女
件
の
社
会
進
巾
山
に
閲
す
る
統
計
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
、
一
信
社
一
般
の
社
会
的
評
価
に
つ
い
て
は
、

中
の
日
制
祉
政
策
に
対
す
る
社
会
的
評
価
と
い
う
部
分
で
よ
り
具
体
的
に
説
明
し
、
詳
制
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
、

(
却
)
統
計
局
、

『紅
会
統
計
調
査
報
告
書
家
族
・
制
世

-
2働
部
門
h

一
九
九
八
年
、
一

C
C
一任

1
2

(
却
)
前
伺
ο

(
犯
)
前
掲
。

(
却
)
統
計
局
、

E

紅
会
統
計
調
査
報
告
古
家
族
制
祉
労
働
部
門
ニ
ハ
一
心
年
。

(
訓
)
前
出
向
。

(知

)
P
E五
E
Y
向。
E

E込
山

2
五
日
ド
ロ

E
P
H
-
-
F
E
H
U
G
H叶
N

(
邸
)
統
計
局
、

『経
治
活
動
人
什
年
制
』
、

九

九

七

一

G
O
O
-年。

(
却
)
山
本
必
也
、
一

0
0
二
作
、
一
八
九
一
心
九
一貝、

(
郊
)
付
録
の
資
料
一
を
参
照
。

(
却
)
統
計
局
、
「
都
巾
勤
労
者
年
間
所
得
一
一
九
九
九
年
。
ヨ
ヨ
司
コ
4
2
2
7
2
一F
Z
T
F
「2
3
1
¥
3
3
7、C
芯
立
件
統
計
同
、

桁
標
-
(
ソ
ウ
ル
、
統
計
局
、
一
九
九
九
年
)

(
訓
)
統
計
局
「
韓
国
に
お
け
る
失
業
の
件
栴
」
一
九
九
八
可
。

(
淵
)
前
伺
=

(
刷
出
)
宍
。
ヨ
ロ
己
ミ
丘
、
F

N
日
〉
弓

Z
H
3
3お

『叫
同
の
重
要
経
済

4
2
1
4F
J
J
4
J
2
巾
]
叫
《
二
勾

C
円

F
-
】
ず
H1
戸
「
J
f
¥
坦
団
(
)
山
、
お
山
門
同
庁

第
五
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(
出
)
労
働
部
、
「
失
業
保
険
」
一
九
九
八
年
。

2

2一
号
-
F
2
2
t
F
2
2
¥主
(
)
山
去

()zf
労
働
郎
、

E

労
働
山
吉
-

一
九
九
八
年
。

(
刷
出
)
労
働
部
、
「
一一
併
用
保
険
の
ー
+
以
内
」
九
九
八
年
ρ
J
E
J
4
4
5
2
-
Z一2
2
5竺
オ
ミ
て
¥
坦
由
。
-
¥
斗
日
日
三
パ
力
働
部
、
労
働
白
書
、
一
九
九
九
A
1
0

(
消
)
保
健
悩
祉
部
、
一
低
所
得
層
の
た
め
の
生
日
保
護
」
九
九
九
年

2
3
2
E
E
Rに
ぎ
ロ
コ

¥
3
3
2
H
E
R
S
(
)山町
E

T
保
健
福
祉
部
、

『保

健
福
相

μ
古
』

一
九
九
九
ザ
υ

(
淵
)
前
掲
。

(
却
)
保
健
相
祉
部
、
「
ぺ
活
保
点
」
一
九
九
九
刊
。

5
2
5
-
Pロ
ミ

t
E
E
J
~
¥
3
3
C
H
¥
H
C
E
M
F

(
測
)
前
出
向
。

(
M
m
)

保
健
村
山
祉
部
、
保
険
一
倍
社
fU書
-

一
心
。
刊
一

0
0
一
年

(
却
)
労
働
部
、
「
失
業
保
険
」
九
九
八
年
。

f
2
2
5
3
2
E
C
5
1
2
8
占

cz

(
担
)
保
健
悩
祉
部
、
一
区
楠
保
険
」
、
一
九
九
八
年
ご
者

5440円
雪
E
2
2
¥
Z
C
ω
ι
?
Z「

(

況

)

、

『困
民
汁
令
実
現
改
苦
悩
同
川
叫
L

(

、

、

一

九

九

有

)

川

一

。

(
お
)
保
健
福
祉
部
、
「
困
民
年
金
肱
大
改
革
課
題
一
一
九
九
七
年

J

当
者
者

4
2
-
P
2
0
こ
P
F
E
弓
E
ぷ
山
内
問
こ
れ
ら
の
数
値
は
、
凶
。

刊
以
年
金
保
険
を
納
入
し
て
い
る
人
を
基
準
と
し
て
い
る

(
却
)
福
相
保
健
部
、

J
F
m
M
佐
保
健
部
杓
古
'
一
む
の
一
一
年
。

(
出
)
柄
鮮

H
報
、
一
九
九
八
年
一
月
一
六
日
=

(
却
)
同
じ
時
期
に
金
融
危
機
を
粁
験
し
た
タ
イ
と
イ
ン
ト
ネ
、
ン
ア
を
見
て
み
る
と
、
峰
困
と
同
桜
に
ん
じ
融
危
機
内
慨
に
社
会
保
障
を
発
民
拡
大
す

る
傾
向
は
み
ら
れ
な
い
た
め
、
時
国
の
ケ
ー
ス
は
特
殊
で
あ
る
と
指
摘
す
る
研
究
者
も
い
る

Q
m
o己
ω件
、
F
E
C
E
Z
Z内
F
E
A
r
r
E己

-
E
ニ》
P勺「以

C「「
F々
叶戸口戸
=
2
P一
円
コ
己
ZH=
↓一日

E
T
2戸
ユ
戸
ロ
ユ
司
CZR
》国つ三》〔)門戸
-
h
J

子千円。ロ『つ向。ロ勺
h
J

司戸
-x-HipFE広三口()ロ『行吋三戸三一

C『出
A

)

【戸戸
-TZ七一
-
h
u
h砕

け一
Cコ
ω
c↓吋けプ命

T}=μ=22一
円
コ
吉
川
凶
(
」
三
M

M

匂
山
]
↓
甲
山
岳
宍

{)-m勾
CC
ニ

7JP=
〉

N-m

、-d勾
J
d
7
w
コ
2
2
cコ
?
cヨ
ヤ
}
コ

z=《

)}En--一主的内
G

印

C
E
P一

円コード
Z
M出の
ωZRソ
C」[【ロュ
ο
ロηmd
戸p
z
n
oロ
hp
円η
ロの戸司戸℃
F

円∞「「『
η

円。ロ【(ソロロ
nRソ
C」[目。。ド戸
-HHH戸℃
-RM出戸
O

口"。」[己】の叶回目戸
mw
ロの戸
p-
円コ白川
ψ

(

〕=-〈
N
G

山
H

-33お
一
昨
{
)
ア
凶
作

c
d一)

(
町
)
保
健
悩
祉
部
、

a
保
健
福
祉
山
香
-

一
九
九
八
介
、
九
九
九
年
、
一

0
0
0年〔

(

却

)

、

二

つ

0
0
九

一

八

、

一

0
0
0
九

一

三

υ

"見
ーふ
i師
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金ι中政権における「現代化」と社会政策 (3) 

(
却
)
保
健
福
祉
部
、

-保
健
惰
初
白
書
一
九
九
一
八
司
、
一
九
九
九

1
0
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
二

0

0
年
に
九
%
、
一
心
一
口
一
口
一
凶

A
1
に
九
目
玉
話
、
二
口
一
五
一
口
一
九
刊
に
つ
目
九
%
、
一
つ
一
つ
一
つ
二
四
年
に
一
八
%
、
一
口
一

T11以
降
一
一
六
五
%

と
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
で
き
る
と
い
う
保
健
福
祉
部
の
予
想
で
あ
る
ご

(
訓
)
前
掲
υ

な
と
、
年
余
に
つ
い
て
、
当
初
収
入
の
七
つ
%
返
済
か
ら
凶
口
出
ま
で
下
げ
る
と
い
う
案
も
あ
っ
た
。

(
組
)
保
健
制
祉
部
、

a
保
健
福
祉
川
山
香
』

一
九
九
九
利
。

(
担
)
こ
の
部
分
に
お
い
て
は
、
主
に
女
作
の
社
会
進
巾
山
に
関
す
る
統
計
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
、
福
朴
一
般
的
社
会
的
評
何
に
つ
い
て
は
、

中
の
稲
川
祉
政
策
に
対
す
る
社
会
的
評
価
と
い
う
部
分
で
よ
り
具
体
的
に
以
明
し
、
詳
制
に
検
d
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

(
お
)
統
計
局
、

E

紅
会
統
計
調
査
報
告
古
家
族
制
祉
万
働
部
門
「
一
九
九
八
年
、
一
心
。
一
年
1
0

(
加
)
前
出
向
。

(
部
)
前
掲
=

(
揃
)
前
伺
ο

(
お
)
前
掲
。

(
孤
)
前
掲
。

(
却
)
前
出
向
。

(
別
)
前
掲
=

第
五
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